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一

E
T
C
と
ば

有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム

(E
T
C
)
は
、

有
料
道
路
の
料
金
所
に
設
置
さ
れ
た
路
側
ア
ン
テ
ナ
と
、

利
用
者
が
車
に
搭
載
し
た
車
載
器
と
の
間
で
、
無
線
通
信

に
よ
り
料
金
の
支
払
い
を
自
動
的
に
行
い
、
料
金
所
で
停

車
す
る
こ
と
な
く
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
通
過
で
き
る
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
等

か
ら
発
行
さ
れ
る
個
人
の
特
定
の
た
め
の
I
C
カ
ー
ド

を
、
車
両
を
特
定
す
る
車
載
器
に
挿
入
し
て
有
料
道
路
の

料
金
所
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
情
報
が
道
路
側

の
シ
ス
テ
ム
と
I
C
カ
ー
ド
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
は
そ
の
情
報
に
基

づ
い
て
、
利
用
者
か
ら
料
金
を
請
求
す
る
こ
と
と
な
る
。

本
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
料
金
所
渋
滞
の
解
消
･

緩
和
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
よ
る
ド
ラ
イ
バ
ー
の
利
便

性
の
向
上
、
管
理
費
の
削
減
、
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

多
様
な
料
金
設
定
、
等
が
可
能
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い

る
。
本
年
春
の
東
関
東
自
動
車
道
、
京
葉
道
路
、
東
京
湾

ア
ク
ア
ラ
イ
ン
等
、
千
葉
地
区
を
中
心
と
す
る
首
都
圏
の

主
要
な
料
金
所

(五
四
箇
所
)
に
お
け
る
試
行
運
用
開
始

に
向
け
、
鋭
意
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二

指
針
(案
)
の
作
成

E
T
C
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
一
方
で
、
そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
通
行
車
両
を
特

定
す
る
情
報
を
自
動
的
に
収
集
し
そ
れ
を
も
と
に
課
金
を

行
な
う
こ
と
か
ら
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
十
分
な
配
慮

が
必
要
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
建
設
省
道
路
局
で
は
、
平

成
一
一
年
八
月
に

｢
E
T
C
個
人
情
報
保
護
検
討
会
｣

(委
員
長
…
堀
部
政
男
中
央
大
学
法
学
部
教
授
)
を
設
置

し
、
三
回
の
委
員
会
を
通
じ
て
、
E
T
C
運
用
上
の
個
人

情
報
保
護
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
そ

の
成
果
と
し
て

｢有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
に

お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
指
針
｣
を
作
成
し
、

有
料
道
路
事
業
者
等
に
通
達
し
た
。

今
般
、
本
指
針
に
関
し
て
広
く
関
係
者
か
ら
の
意
見
を

募
り
、
指
針
策
定
の
参
考
と
す
る
た
め
、
平
成
一
二
年
一

月

一
七
日

(月
)
か
ら
二
月
七
日

(月
)
ま
で
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
･
コ
メ
ン
ト
の
募
集

を
行

っ
た
。
こ
れ
に
は
、
我
が
国
の
E
T
C
シ
ス
テ
ム
そ

の
も
の
や
、
そ
の
将
来
展
望
に
期
待
す
る
と
い
っ
た
意
見

を
含
め
、
合
わ
せ
て
六
件
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

本
指
針
は
、
有
料
道
路
事
業
者
及
び
E
T
C
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
根
幹
と
な
る
鍵
情
報
を
発
行
す
る
財
団
法
人
の



み
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
指
針
に
よ
っ
て
影

響
を
受
け
る
関
係
者
が
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
意

見
が
寄
せ
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の

危
惧
が
あ
っ
た
が
、
実
際
は
E
T
C
に
期
待
さ
れ
る
一
般

の
方
や
複
数
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
メ
ー
カ
ー
の
担
当
者

等
か
ら
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
意
見
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
E
T
C
の
展
開
に
向
け
て
、
十
分
に
活
用
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
今
回
の
意
見
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、
郵
送
、
F

A
X
、
電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
提
出
を
条
件
と

し
て
い
た
が
、
全
て
の
意
見
が
電
子
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
提

出

(F
A
X
と
合
わ
せ
て
提
出
さ
れ
た
一
件
を
含
む
。)

さ
れ
た
。
本
意
見
募
集
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
意
見
提
出
が
多

い
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
た
が
、
全
て
の
意
見
が
電
子

メ
ー
ル
で
提
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
想
定
さ
れ
な

か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
事
務
処
理
上
極
め
て
効
率
的
に
進
め

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

三

寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
て

寄
せ
ら
れ
た
六
件
の
貴
重
な
意
見
に
つ
い
て
は
、
E
T

C
個
人
情
報
保
護
検
討
会
の
堀
部
委
員
長
の
ご
意
見
も
賜

り
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
指
針
の
一
部
修
正
を
行
っ
た
。

本
年
春
の
E
T
C
の
運
用
開
始
に
先
立
ち
、
三
月
二
四
日

(金
)
に
指
針
と
し
て
建
設
省
道
路
局
長
よ
り
関
係
者
に

対
し
て
通
達
を
発
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。



植
木
バ
イ
パ
ス
に
お
け
る
P
I
薦
弐
の
導
入

九
州
地
方
建
設
局
熊
本
工
事
事
務
所

一

は
じ
め
に

本
格
的
な
高
齢
化
社
会
が
到
来
す
る
二
一
世
紀
初
頭
ま

で
の
限
ら
れ
た
時
間
に
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
計
画

的
･
効
率
的
に
整
備
す
る
た
め
に
は
、
国
民
や
地
域
の
ニ

ー
ズ
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
道
路
の
機
能
や
役
割
に
相
応

し
い
道
路
整
備
を
行
う
た
め
の
事
業
調
整
や
円
滑
に
事
業

を
実
施
す
る
た
め
の
合
意
形
成
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
一
○
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

｢新

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
｣
の
中
で
、
住
民
参
加
や
国
民
の

ニ
ー
ズ
が
直
接
把
握
で
き
る
仕
組
み
の
充
実
を
図
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
一

般
国
道
三
号
植
木
バ
イ
パ
ス
の
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
関

係
地
域
住
民
の
方
々
と
直
接
対
話
を
し
な
が
ら
計
画
策
定

を
進
め
る
P
I
方
式
を
導
入
し
た
。

三

植
木
バ
イ
パ
ス
計
画
に
対
す
る
P
I

1

植
木
バ
イ
パ
ス
の
概
要

植
木
バ
イ
パ
ス
は
、
国
道
三
号
の
バ
イ
パ
ス
と
し
て
、

国
道
三
号
植
木
町
に
お
け
る
交
通
渋
滞
解
消
の
た
め
に
計

画
さ
れ
た
道
路
で
あ
る
。

国
道
三
号
の
当
該
区
間
は
全
線
二
車
線
で
、
一
日
の
交

通
量
が
約
三
四
、
0
0
0
台
、
混
雑
度
は
二
･
0
を
越
え

て
お
り
、
ま
た
、
主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
が
二
箇
所

(舞
尾

交
差
点
、
植
木
町
役
場
前
交
差
点
)
存
在
し
、
交
通
混
雑

が
著
し
い
状
況
に
あ
る

(図
1
)。

地
元
の
状
況
と
し
て
は
、
早
期
整
備
の
要
望
が
大
変
強

く
、
植
木
町
の
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

(平
成
一
〇

年
三
月
)
に
お
い
て
も
植
木
バ
イ
パ
ス
を
将
来
の

｢新
た

　

　　

　

　

　
　

　
　　
　
　

頤

討

　　
　
　

図 1 植木バイパス概略図

↑

⑳



な
発
展
軸
｣
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
道
路
づ
く
り
と
街
づ

く
り
の
連
動
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
中
、
バ
イ
パ

ス
機
能
の
確
保
と
と
も
に
中
心
市
街
地
の
活
性
化
が
図
れ

る
よ
う
な
街
づ
く
り
に
対
し
、
地
域
住
民
の
関
心
も
高
ま

っ
て
お
り
、
こ
の
街
づ
く
り
に
関
連
が
深
い
当
バ
イ
パ
ス

計
画
に
P
I
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

2

検
討
委
員
会

P
I
の
手
法
と
し
て
、
不
特
定
多
数
の
住
民
等
を
招
い

て
説
明
会
の
よ
う
に
議
論
す
る
方
法
や
ア
ン
ケ
ー
ト
等
が

あ
る
が
、前
者
だ
と
議
論
が
拡
散
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
、

24　　
回
鰤
･PI方式の主旨及び規約説明
･今後の進め方
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第

道路構造タイプの比較検討

記者発表 (H 10.11.11)

8 I方式での検討結果〕報告

地域住民への配布(H 10,11下旬)

地域住民への検討結果
の周知

都市計画地
科

会の開催 恒 10･12･6~ 12‐11(5箇所)

l都 市 計 画 決 定 斑 11,5.7

図 2 委員会開催フロー

ま
た
、
ど
う
し
て
も
偏
っ
た
意
見
と
な
り
、
収
拾
が
つ
か

な
く
な
る
危
険
性
が
考
え
ら
れ
る
。
住
民
代
表
が
過
半
数

を
占
め
る
委
員
会
形
式
で
あ
れ
ば
、
住
民
代
表
の
活
発
な

意
見
と
行
政
側
が
対
等
に
向
き
合
っ
て
、
よ
り
よ
い
計
画

検
討
が
行
え
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
か
ら
、
今
回
は

委
員
会
形
式
を
採
用
し
た
。

委
員
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
･
透
明
性
を
保
持

す
る
観
点
か
ら
、
熊
本
市
、
植
木
町
の
関
係
各
部
局
に
人

選
を
依
頼
し
、推
薦
を
受
け
た
人
に
委
託
を
行
っ
て
い
る
。

委
員
会
の
構
成
は
、
住
民
代
表
一
〇
名

(植
木
町
七
名
、

熊
本
市
三
名
)、
学
識
経
験
者
一
名
、
行
政
関
係
者
七
名

の

検

u

　
　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

第

.

第

･検討委員会での検討結果の
とりまとめ

アクセスの道路の検討

の
計
一
八
名
と
し
、
運
営
主
体

(主
催
)
は
建
設
省
、
熊

本
市
、
植
木
町
と
の
共
同
主
催
と
し
た
。

な
お
、
住
民
代
表
の
内
訳
は
、
植
木
町
商
工
会
、
北
部

商
工
会
、
J
A
鹿
本
農
協
、
植
木
町
誘
致
企
業
連
絡
協
議

会
な
ど
業
界
関
係
者
の
他
、
自
治
会
連
合
会
長
、
植
木
町

地
域
代
表
の
女
性

(三
名
)
な
ど
で
構
成
し
た
。

図 3 事業の必要性、機能、ルートの考え方

①通過交通の排除
②周辺道路からのアクセス性確保
③沿道地域開発を促進させる機能確保
④車両走行の円滑、快適性確保

植木バイパス整備の必要性
①広域的な幹線道路網の整備
②道路環境の改善
③中心･市街地の慢性的な混雑解消

バイパスの機能

④開発拠点の支援

計画ルートの考え方

3

検
討
委
員
会

(意
見
交
換
)
の
進
め
方
、
内
容

委
員
会
は
計
六
回
開
催
し
、
第
一
回
は
P
I
方
式
で
検

討
を
進
め
る
こ
と
の
周
知
と
理
解
を
図
り
、
第
六
回
は
最

終
確
認
の
場
と
し
、
第
二
回
か
ら
第
五
回
に
お
い
て
検
討

プ
ロ
セ
ス
ご
と
に
開
催
し
た

(図
2
)。

○

事
業
の
必
要
性

第
二
回
委
員
会

(平
成
一
〇
年
三
月
二
日
)
で
は
、
バ

都市計画(素案作成)



凶 ん ◎

露凌ぎ矧ぎ導き凄ん,そ
-≧滋養鑑孃競

形望家 屋 密 集 地 "

図 4 ルート比較検討図

国道3号植木バイパス 路線選定にあたっての比較検討

A ルート B ルート C ルート

計画設計
平面線形、縦断線形

沿道環境

地域間交流 定時性確保

現道交通処 現道交通混雑解消

地域間交流 定時性確保

現道交通処 現道交通混雑解消

理効果 現道部の安全性向上

⑭

ル
ー
ト
の
比
較
検
討

第
三
回
委
員
会

(平
成
一
〇
年
四
月
二
二
日
)
で
は
、

周
辺
道
路
の
交
通
流
動
、
街
づ
く
り
で
の
位
置
付
け
、
将

ま
た
、
計
画
ル
ー
ト
の
基
本
的
な
考
え
方

(起
終
点
、

開
発
計
画
支
援
、
通
過
交
通
の
分
散
、
市
街
地
を
迂
回
、

ア
ク
セ
ス
機
能
確
保
、
建
設
コ
ス
ト
縮
減
)
を
示
し
た

イ
パ
ス
の
必
要
性
･
緊
急
性
に
つ
い
て
交
通
量
調
査
･
解

析
及
び
渋
滞
調
査
の
結
果
等
を
示
し
て
説
明
を
行
い
理
解

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
機 支 計 滞 必

施工性

家屋等補償物件

自然環境への配慮

建設コスト

表 1 ルート比較検討表

凡例

　
特に効果大

効果有り

多少効果有り

効果無し
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コ

有
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プ

セ

イ

ク

タ

ア

路道

ル

般

一

一

口ン
れ
)

　

　
　

スセ
用専

イ

車

夕

動
路

目
道

　

　

　　
　

時

の

ス
の

備
合

定

性

性

と

マ
と

整
整

･

全

発

路

画
ン

路
の

性

安

閑

道
性

計
ラ

道
と

行

通

道

差
ス

市
プ

城
面

走

交

沿

交
セ

都
ズ

広
計

交差道路とのアク
セス性

まちづくり支援 勢 鯛 務 裔

県計画の支援 鬮鬱鑿基本

表 2 道路構造タイプ比較表

流交

全

成

　
　

　

地

交

地

(注) 凡例は表 1と同じ

来
開
発
計
画

(観
光
、
物
流
等
)
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
等

の
観
点
か
ら
、
三
案
の
ル
ー
ト
を
行
政
か
ら
提
案

(図
4
)

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
勘
案

(表

1
)
し
、
議
論
を
重
ね
た
結
果
、
現
在
の
一
般
国
道
三
号

の
西
側
を
通
り
、
居
住
地
域
を
出
来
る
だ
け
避
け
た

｢A

ル
ー
ト
｣
で
委
員
会
の
合
意
形
成
が
図
ら
れ
た
。

⑩

道
路
構
造
の
検
討

第
四
回
委
員
会

(平
成
一
〇
年
六
月
二
六
日
)
で
は
、

自
動
車
専
用
道
路
、
一
般
道
路
/
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
有
り
･
無
し
の
三
案
の
構
造

(表
2
)
を
行
政
か
ら
示

し
た
が
、
ア
ク
セ
ス
道
路
に
関
す
る
情
報
不
足
を
委
員
か

ら
指
摘
さ
れ
、
次
回

(第
五
回
)
に
再
検
討
を
行
う
こ
と

と
な
っ
た
。

第
五
回
委
員
会

(平
成
一
〇
年
八
月
一
〇
日
)
で
は
、

ア
ク
セ
ス
道
路
の
基
本
的
な
考
え
方
を
説
明
し
、
意
見
交

換
し
た
結
果
、
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
機
能
が
確
保
さ
れ
、
沿
道

の
開
発
抑
制
な
ど

｢街
づ
く
り
の
支
援
｣
が
図
ら
れ
る

｢
一
般
道
路
タ
イ
プ

(ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
有
り
)
｣

で
委
員
会
と
し
て
合
意
形
成
が
図
ら
れ
た
。

委
員
会
に
加
え
、
広
く
住
民
の
意
見
を
聴
取
し
、
計
画

策
定
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
地
元
の
一
四
、
○

0
0
世
帯
に
対
し
、
チ
ラ
シ

(図
5
)
を
配
布
し
、
植
木

バ
イ
パ
ス
の
計
画
に
対
す
る
意
見
を
募
っ
た
が
、
意
見
は

一
五
名

(植
木
町
内
一
一
名
、
熊
本
市
内
四
名
)
と
少
数

で
あ
り
、
今
後
の
住
民
意
向
の
把
握
方
法
に
つ
い
て
課
題

を
残
す
結
果
と
な
っ
た
。

4

検
討
結
果
の
公
表

委
員
の
発
言
趣
旨
の
自
由
度
を
保
持
し
、
そ
の
発
言
内

容
の
責
任
を
過
度
と
し
な
い
た
め
、
委
員
会
自
体
は
原
則

的
に
非
公
開
と
し
た
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
検
討
結
果
に

つ
い
て
は
、
第
六
回

(最
終
回
)
委
員
会
終
了
後
に
前
回

チ
ラ
シ
と
同
様
に
、
地
元
の
一
四
、
○
○
○
世
帯
に

｢P

I
方
式
に
よ
る
道
路
計
画
検
討
報
告
｣
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
配
布
し
た

(図
6
)。

委
員
会
終
了
後
、
関
係
行
政
機
関
は
委
員
会
の
検
討
結

果
を
考
慮
し
た
都
市
計
画
決
定
原
案

(S
=
1
/
2
5
0

0
)
を
作
成
し
、
引
き
続
き
都
市
計
画
決
定
の
た
め
の
地

元
説
明
会
を
実
施
し
た
。

地
元
説
明
会
で
は
、
地
域
の
代
表
者
が
参
加
し
た
検
討

委
員
会
に
お
い
て
ル
ー
ト
や
構
造
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
を

説
明
し
、
住
民
側
か
ら
は
P
I
方
式
に
対
す
る
批
判
的
な

意
見
は
な
く
、
都
市
計
画
決
定
を
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

三

今
回
の
P
I
方
式
に
よ
る
課
題

社
会
資
本
の
整
備
水
準
が
高
ま
り
、
従
来
の
や
り
方
で

は
国
民
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
き
れ
ず
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
国
民
の
満
足
度
が
低
下
し
、
｢無
駄
が
多
い
の
に
一

方
的
に
決
め
て
い
る
｣
と
公
共
事
業
へ
の
批
判
も
増
加
し

て
い
る
現
状
で
あ
り
、
満
足
度
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
に
は
国

民
と
一
緒
に
考
え
る
政
策
づ
く
り
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
。



　　　　　　　　　　　
　　　　　 　　　　

年々激しくなっています。
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 　　
　　　　　　　　　　
ス計画(案)を作ります。

検討を進めます。

騨/!/

こ
の
取
り
掛
か
り
と
し
て
今
回
植
木
バ
イ
パ
ス
の
P
I

方
式
導
入
に
至
っ
た
が
、
初
め
て
の
試
み
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
必
ず
し
も
上
記
命
題
に
十
分
対
応
し
た
も
の
と
は

言
い
切
れ
な
い
面
も
あ
る
。

◆
地
域
発
展
の
た
め
に
は
?

◎
渋
滞
解
消
の
た
め
に
は
?

◆
よ
り
よ
い
生
活
の
た
め
に
は
?

あ
な
た
な
ら
、ど
ん
な
道
路
を

必
要
と
し
ま
す
か
?

　　　　

ご臘馳は｢嚢竇穢』瓱穢講逃れ譲漸。
みなさんから頂いた意見は住民代表くめ名)、学識経験者(陥〉/

行政関係者(7名)から構成される｢一般国道3号植木バイパス道路計
　　

　　　検討委員会｣(設置済)で検討されます。

字楚観文節問い合わせ!ま期轍 飜 篇まで騙せ下奪い期末欄)

政
策
情
報
の
積
極
的
な
公
開
や
広
報
広
聴
機
能
の
強
化

と
は
い
い
な
が
ら
も
、
個
人
所
有
地
の
位
置
等
、
微
妙
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
分
野
の
権
利
の
保
護
か
ら
、
委
員
会
自
体

は
非
公
開
、
委
員
会
資
料
は
回
収
と
い
う
手
段
を
と
っ
て

な手法で行う。

な
の
参
々

　
　
　
　

j
参
弱
蘇

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

の
段
を
ア

圃
の
銭
は

計
と
鰡
加

建設省 緩和裏競所離籍=轢 く096)382‐11柚 (o96)382‐8412

/
諜

課

課

壤

ノ
画
画
画
聽

　　

　

　

　

わ
"

/計
計
計
繃

･ン

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　

　

　　
　　　　

　

“

意

　

　
　

“

図

い
る
。
ま
た
住
民
代
表
で
あ
る
委
員
の
発
言
の
自
由
度
を

高
め
、
責
任
分
担
も
過
度
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
。

今
回
、
計
画
段
階
か
ら
住
民
が
参
加
し
、
行
政
か
ら
比



一般国道3壽植木バイパス

訓 導 試窿まる遵離計画麒竇報告
(計画ルートの考え方について)

較
案
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
路
線
位
置
、
道
路
構
造

の
決
定
根
拠
を
住
民
自
身
で
判
断
･
納
得
で
き
た
と
い
う

こ
と
は
、
事
業
の
透
明
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
い
え

ば
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
先
の
チ
ラ
シ
に
よ
る
意
見
聴
取
の
き
わ
め
て
低

い
回
答
率
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
バ
イ
パ
ス
の
早
期

整
備
と
い
う
総
論
に
は
関
心
が
高
く
て
も
、
ル
ー
ト
や
構

造
に
つ
い
て
の
各
論
に
は
関
心
が
低
い
。
あ
る
い
は
住
民

参
加
の
意
志
が
明
確
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
チ
ラ
シ
だ
け
で
は
な
く
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
活
用
や
公
共
施
設
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
な

ど
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
住
民
の
意
見
の
把
握

方
法
の
検
討
も
重
要
と
考
え
て
い
る
。

四

お
わ
り
に

今
回
の
植
木
バ
イ
パ
ス
へ
の
P
I
方
式
の
導
入
で
は
、

バ
イ
パ
ス
の
早
期
整
備
が
い
わ
ば
地
域
全
体
の
コ
ン
セ
ン

サ
ス
的
な
ニ
ー
ズ
で
あ
っ
た
た
め
に
、
計
画
段
階
か
ら
の

P
I
方
式
が
円
滑
に
推
進
さ
れ
た
。

ま
た
、
都
市
計
画
決
定
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
た
経
緯
か

ら
見
て
も
一
定
の
成
果
は
得
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
今
後
の
設
計
協
議
、
用
地
買
収
、
工
事
着
工
な
ど
事
業

推
進
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
へ
の
期
待
は
大
き
い
も
の
と
考
え

て
い
る
。

今
後
は
、
社
会
資
本
の
整
備
に
伴
い
、
計
画
段
階
か
ら

実
施
段
階
に
至
る
様
々
な
段
階
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
型
行
政
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
く
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

P
I
方
式
は
、
地
域
に
密
着
し
た
道
づ
く
り
を
進
め
る

に
あ
た
っ
て
の
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
今
回
の
試
み
が
契

機
と
な
り
、
P
I
方
式
の
確
立
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

P
I
方
式
の
積
極
的
な
活
用
に
取
り
組
み
た
い
。

平成lo年=月
一般国道3号植木バイパス道路計画検討委員会

図 6 検討結果の公表パンフレット



玉
湯
檄
襲
事
業
に
お
け
る
P
…
薦
武
⑭
導
入
事
例

中
国
地
方
建
設
局
松
江
国
道
工
事
事
務
所

一

は
じ
め
に

一
般
国
道
九
号
玉
湯
改
良
事
業
は
、
島
根
県
内
で
最
も

深
刻
な
渋
滞
箇
所
で
あ
る
玉
湯
交
差
点
の
渋
滞
解
消
を
目

的
と
し
て
、
平
成
三
年
度
に
バ
イ
パ
ス
計
画
で
事
業
化
し

た
も
の
の
一
部
地
元
住
民
の
理
解
が
得
ら
れ
ず
、
事
業
の

進
展
が
図
ら
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。
平
成
九
年
度

よ
り
P
I

(パ
ブ
リ
ッ
ク
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト
)
方
式
を

導
入
し
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
事
業
の
必
要
性
が
理

解
さ
れ
る
と
と
も
に
、
渋
滞
解
消
に
向
け
た
地
元
ル
ー
ト

案
が
提
示
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
一
度
難
航
し
た
事
業
が

P
I
の
導
入
に
よ
り
、
前
向
き
に
動
き
出
し
た
事
例
と
し

て
紹
介
す
る
。

二

P
ー
方
式
導
入
ま
で
の
経
緯

玉
湯
改
良
事
業
は
、
事
業
の
規
模
及
び
緊
急
性
か
ら
都

市
計
画
決
定
を
行
わ
ず
事
業
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
地
元

へ
の
事
業
説
明
に
着
手
し
た
。
一
方
、
地
元
住
民
は
一
部

マ
ス
コ
ミ
の
事
前
報
道
で
事
業
計
画
を
知
り
、
住
民
の
意

見
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
狭
い
可
住
地
を
事
業
用

地
と
し
て
取
ら
れ
る
こ
と
等
を
理
由
に
反
対
派
の
特
別
委

員
会
が
組
織
さ
れ
、
事
業
が
進
展
し
な
い
状
況
が
長
く
続

い
た
。

こ
う
し
た
中
、
平
成
九
年
に
玉
湯
町
で
は
町
全
体
の
将

来
構
想
と
し
て

｢玉
湯
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
｣

を
策
定
し
た
。
次
の
段
階
と
し
て
地
区
別
将
来
構
想
を
策

定
す
る
こ
と
と
な
り
、
玉
湯
交
差
点
の
あ
る
湯
町
地
区
の

計
画
策
定
に
お
い
て
当
交
差
点
の
渋
滞
対
策
は
避
け
ら
れ

位置図

渋滞状況



な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
一
方
、
建
設
省
に
お
い
て
も
新
道

路
整
備
五
箇
年
計
画
に
お
け
る
道
路
政
策
の
進
め
方
の
改

革
と
し
て
P
I
方
式
の
導
入
を
掲
げ
、
計
画
策
定
･
意
思

決
定
等
の
段
階
で
住
民
参
加
の
機
会
を
確
立
す
る
こ
と
に

よ
り
、
透
明
性
の
確
保
や
住
民
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
た
事
業

に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
玉
湯
改
良
事
業
を

再
度
計
画
段
階
に
戻
し
、
住
民
参
加
に
よ
り
検
討
す
る
こ

と
で
地
元
自
治
体

･
議
会

･
自
治
会
役
員
な
ど
と
の
協

議
･
調
整
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
九
年
度
か
ら
P
I
活
動

を
開
始
し
た
。

三

P
I
の
具
体
的
手
法

1

P
ー
で
検
討
し
た
内
容

本
来
、社
会
に
は
色
々
な
利
害
･
意
見
の
対
立
が
あ
り
、

一
口
に
地
元
住
民
と
言
っ
て
も
そ
の
人
が
置
か
れ
て
い
る

立
場
や
個
人
間
で
判
断
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
総

意
と
し
て
価
値
観
や
利
害
の
調
整
が
図
ら
れ
る
も
の
と
図

ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
具
体
に
は
、
新
設
道
路
へ
の
取

付
方
法
な
ど
設
計
協
議
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
個
人
の

問
題
で
あ
り
、
個
別
に
交
渉
す
べ
き
内
容
と
し
て
議
論
の

対
象
か
ら
は
ず
し
て
い
る
。
P
I
の
中
で
議
論
し
た
内
容

は
、
主
に
下
記
の
二
点
に
絞
ら
れ
る
。

(の
)事
業
の
必
要
性
に
つ
い
て

の
)事
業
の
方
向
性
の
検
討

(例
)は
、
単
に
玉
湯
町
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
に
お
け

る
必
要
性
の
有
無
で
な
く
、
そ
の
事
業
が
本
来
持
っ
て
い

る
目
的
の
妥
当
性
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
こ
れ
は
、
例
え

ば
地
区
の
公
園
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
利
用
す
る
地
区
住
民
に

と
っ
て
必
要
か
ど
う
か
議
論
す
れ
ば
よ
い
が
、
主
要
幹
線

道
路
等
の
広
域
的
事
業
に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た
地
区
に

と
っ
て
の
必
要
性
に
議
論
を
と
ど
め
ず
、
広
域
的
な
見
地

か
ら
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら

で
あ
る
。

の
)は
、
比
較
三
案

(バ
イ
パ
ス
案
･
現
道
拡
幅
案

･

現
道
高
架
案
)
に
つ
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
望

ま
し
い
事
業
計
画
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
方
向
性
と
し
て

い
る
の
は
、
地
元
住
民
が
検
討
す
る
の
は
、
最
良
案
を
選

I玉湯改良委員会最終案｣
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定
す
る
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
に
検
討
が
必
要
と
な
る

詳
細
な
設
計
に
つ
い
て
は
事
業
者
が
責
任
を
も
っ
て
行
う

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、

用
地
買
収
を
伴
う
ル
ー
ト
の
細
部
ま
で
住
民
が
決
定
し
た

と
な
っ
て
は
、
地
元
住
民
の
新
た
な
対
立
を
生
む
可
能
性

が
あ
り
、
地
元
と
し
て
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
る
の

は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

2

P
I
運
営
の
組
織
に
つ
い
て

P
I
は
、
地
区
住
民
全
員
を
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、

湯
町
の
地
元
自
治
会

(五
地
区
)
毎
に
全
戸
を
対
象
と
し

た
地
元
説
明
会
を
行
う
方
法
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。
二
回
目

の
地
元
説
明
会
の
場
に
お
い
て
、
毎
回
地
元
全
員
を
対
象

と
す
る
の
で
は
な
く
、
代
表
者
で
の
議
論
を
求
め
る
発
言

が
あ
り
、
委
員
会
形
式
で
進
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
な

お
、特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
委
員
会
の
発
足
に
あ
た
り
、

反
対
派
の
特
別
委
員
会
が
解
散
し
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
一

部
も
委
員
と
し
て
委
員
会
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①

湯
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会

地
域
住
民
の
意
見
を
広
く
集
約
し
、
住
民
の
総
意

と
し
て
の
結
論
が
導
き
出
せ
る
組
織
と
す
る
た
め
、

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
五
地
区
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治

会
の
総
会
で
選
ば
れ
た
計
四
五
名
と
、
玉
湯
町

(
一

名
)
で
構
成
し
た
。
こ
の
委
員
会
の
特
徴
は
、
事
業

者
が
委
員
と
し
て
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、
住
民
が
主
体

と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
過
去
に
経
緯
が
あ
る
こ

と
や
議
論
が
行
政
に
誘
導
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た

め
、
事
業
者
で
あ
る
建
設
省
は
他
の
関
係
機
関
と
と

も
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
委
員
会
の
求
め
に
応

じ
て
必
要
な
資
料
の
提
供
や
説
明
を
行
い
、
委
員
会

の
議
論
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
な

お
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
は
、
議
論
の
内
容
に
よ
っ
て
委

員
会
か
ら
要
請
さ
れ
た
場
合
に
の
み
出
席
し
て
い

た
。代

表
者
に
よ
る
議
論
を
行
う
場
合
に
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
委
員
会
の
検
討
内
容
を
住
民

へ
周
知
す
る
仕
組
み
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
で

あ
る
。
当
ケ
ー
ス
で
は
、
次
に
示
す
方
法
を
適
宜
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
知
を
図
っ
た
。

･
町
広
報
誌
へ
の
掲
載

･
委
員
会
だ
よ
り
の
発
行

･
自
治
会
臨
時
総
会
で
の
報
告

･
地
元
説
明
会

･
記
者
発
表

な
お
、
こ
れ
以
外
に
も
委
員
の
独
自
判
断
に
よ
る

担
当
地
区
住
民
へ
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
実

態
と
し
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

②

顧
問
会
議

委
員
会
に
対
し
て
、
専
門
的
立
場
か
ら
技
術
的
な

助
言
を
行
う
機
関
と
し
て
顧
問
会
議
を
設
置
し
た
。

メ
ン
バ
ー
は
、
学
識
経
験
者
･
交
通
管
理
者
･
都
市

技術的助言

,,.…,.,.,,.,,,,. 幸
町 ま ち つ ぐ ! 委 員 会

i
H 10.3 ~
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学
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計
画
等
の
各
分
野
の
有
識
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

委
員
会
の
諮
問
を
受
け
て
必
要
な
助
言
を
行
っ
た
。

3

P
I
の
検
討
経
緯

(平
成
一
〇
年
一
月
~
平
成
三

年
六
月
)

①

地
元
説
明
会

(平
成
一
〇
年
一
月
、
二
月
)



第
一
回
地
元
説
明
会
で
は
、
比
較
三
案

(バ
イ
パ

ス
案
･
現
道
拡
幅
案
･
現
道
高
架
案
)
に
つ
い
て
略

図
を
提
示
し
て
説
明
を
行
い
、
三
案
に
対
す
る
評
価

と
過
去
の
経
緯
も
含
め
て
、
住
民
意
識
を
把
握
す
る

た
め
の
記
述
式
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し

た
。第

二
回
地
元
説
明
会
で
は
、
第
一
回
で
実
施
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、

玉
湯
改
良
の
必
要
性
及
び
整
備
効
果
に
つ
い
て
説
明

を
行
い
、
｢沿
道
社
会
へ
の
影
響

･
地
区
住
民
の
利

便
性
･
環
境
へ
の
影
響
｣
等
全
三
六
項
目
か
ら
な
る

23人
入

費
廉

緘
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評
価
シ
ー
ト
を
作
成
し
、
三
案
の
優
劣
を
◎
○
△
×

で
記
入
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
整
備

効
果
の
説
明
に
際
し
て
は
、
専
門
的
事
項
を
分
か
り

や
す
く
す
る
た
め
、
比
較
三
案
そ
れ
ぞ
れ
の
交
通
流

の
変
化
が
視
覚
的
に
把
握
で
き
る

｢走
行
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
｣
を
用
い
る
な
ど
、
理
解
し
や
す
い
よ
う

に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
工
夫
を
行

っ
た
。

②

湯
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会

(平
成
一
〇
年
三
月
~
平
成
一
一
年
六
月
)

第
二
回
地
元
説
明
会
に
お
い
て
、
代
表
者
に
よ
る

議
論
を
求
め
る
発
言
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
平
成

一
〇
年
三
月
に
湯
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
を
発
足
し

た
。第

五
回
ま
で
の
委
員
会
に
お
い
て
は
、
主
に
事
業

の
必
要
性
に
つ
い
て
議
論
が
か
わ
さ
れ
、
顧
問
会
議

に
対
し
次
に
示
す
諮
問
を
行
っ
た
。

･
湯
町
の
ま
ち
づ
く
り
と
道
路
計
画
の
整
合
性

･
道
路
の
整
備
効
果

･
道
路
の
機
能
分
担
の
妥
当
性

･
将
来
交
通
量
の
妥
当
性

第
六
回
の
委
員
会
に
お
い
て
は
、
顧
問
会
議
の
助

言
を
参
考
と
し
て
議
論
し
た
結
果
、
玉
湯
改
良
の
方

向
性
を
決
定
す
る
時
期
に
来
て
い
る
と
の
判
断
か

ら
、
地
元
が
進
む
べ
き
望
ま
し
い
方
向
を
助
言
し
て

ほ
し
い
と
、
再
度
顧
問
会
議
へ
の
諮
問
を
行
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
第
二
回
の
顧
問
会
議
に
お
い
て

※現国道、吾妻山は歩道整備
S= 1 :2,即0

湯町まちづくり委員会最終案



　

　
　　　　　　　　　

ね
薩

は
、
｢沿
道
社
会
へ
の
影
響

･
関
連
道
路
網
整
備
の

必
要
性
･
道
路
利
用
者
へ
の
影
響
･
地
区
住
民
の
利

便
性
｣等
の
多
角
的
視
点
か
ら
三
案
の
評
価
を
行
い
、

バ
イ
パ
ス
案
が
望
ま
し
い
と
の
提
言
を
委
員
会
に
対

し
て
行

っ
た
。

第
七
回
の
委
員
会
で
は
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
･
委

員
会
で
の
検
討
経
緯
･
顧
問
会
議
の
提
言
な
ど
を
総

合
的
に
判
断
し
、
バ
イ
パ
ス
案
を
最
良
案
と
し
て
選

択
し
た
。
第
八
回
以
降
は
バ
イ
パ
ス
計
画
及
び
関
連

街
路
網
、
そ
の
他
の
付
帯
施
設
の
検
討
を
行
う
た
め

に
、
委
員
を
構
造
･
環
境
･
景
観
の
三
つ
の
部
会
に

分
け
て
議
論
し
、
第

一
一
回
の
委
員
会
に
お
い
て

｢湯
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
最
終
案
｣
を
策
定
し
た
。

③

事
業
者
案
の
作
成

湯
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
最
終

案
に
も
と
づ
い
て
、
事
業
者
と
し
て
実
施
可
能
か
ど

う
か
、関
係
機
関
と
の
調
整
も
含
め
て
検
討
を
行
い
、

事
業
者
案
を
作
成
し
た
。
平
成
三

年
六
月
に
委
員

会
に
対
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
後
に
住
民
全
体
を

対
象
と
し
た
地
元
説
明
会
を
開
催
し
、
住
民
と
の
合

意
形
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。

委員会討議状況

四

お
わ
り
に

P
I
の
具
体
的
手
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
中
で
の
取

組
み
で
あ
っ
た
た
め
、
試
行
錯
誤
の
部
分
が
あ
っ
た
が
、

事
業
者
と
し
て
留
意
し
た
の
は
専
門
的
内
容
を
分
か
り
や

す
く
情
報
提
供
す
る
よ
う
に
心
掛
け
た
こ
と
で
あ
る
。

事
実
上
休
止
状
態
に
あ
っ
た
事
業
が
前
向
き
に
動
き
出

し
た
こ
と
か
ら
、
P
I
導
入
の
効
果
が
十
分
に
発
揮
さ
れ

た
事
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
合
意
形
成
に
い
た
っ
た
要
因

は
色
々
あ
る
が
、
最
大
の
要
因
は
地
元
住
民
の
ま
ち
づ
く

り
に
対
す
る
熱
笠
息
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
度
は
直
接
の
事
業
関
係
者
と
な
る
地
権
者
と
も
協
議

し
て
い
く
こ
と
と
な
る
た
め
、
事
業
者
と
し
て
理
解
と
協

力
を
得
る
た
め
に
一
層
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

7イ .砦タヰふ り〔nn“



『道
の
相
談
室
』
④
取
り
組
み
に
つ
い
て
　
　

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

一

は
じ
め
に

建
設
省
を
は
じ
め
複
数
の
道
路
管
理
者
は
、
互
い
に
連

携
し
て
常
設
の
サ
ー
ビ
ス
窓
口
を
置
き
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ

ル
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く

道
路
に
関
す
る
相
談
を
一
元
的
に
受
け
付
け
て
対
応
す
る

｢道
の
相
談
室
｣
の
取
り
組
み
を
全
国
的
に
展
開
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の

｢道
の
相
談
室
｣
の
概

要
及
び
取
り
組
み
状
況
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

｢道
の
相
談
室
｣
の
取
り
組
み
の
背
景
と

経
緯

.

-

従
来
よ
り
道
路
行
政
に
お
い
て
は
、
国
民
か
ら
の
問
合

せ
へ
の
対
応
、
あ
る
い
は
国
民
の
声
の
施
策
立
案
へ
の
反

映
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
課
題
が
見
受
け

ら
れ
て
き
た
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
国
民
が
道
路
に
関
す
る
苦
情
や
問

い
合
わ
せ
を
行
う
場
合
、
そ
の
対
象
と
す
る
道
路
や
相
談

内
容
に
よ
り
道
路
管
理
者
が
異
な
る
た
め
、
複
数
の
道
路

管
理
者
の
間
で
｢た
ら
い
回
し
｣
さ
れ
る
と
い
う
課
題
や
、

苦
情
及
び
問
合
せ
に
対
す
る
対
応
や
説
明
内
容
な
ど
が
各

担
当
者
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
oま

た
、
国
民
の
声
の
道
路
行
政
へ
の
反
映
と
い
う
点
に

関
し
て
は
、
現
状
の
行
政
ニ
ー
ズ
の
把
握
の
過
程
で
、
日

頃
か
ら
道
路
を
利
用
す
る
国
民
の
意
見
や
提
案
が
十
分
に

収
集
で
き
て
い
な
い
と
い
う
課
題
や
、
そ
れ
ら
国
民
の
意

見
や
提
案
に
つ
い
て
体
系
的
な
整
理
及
び
組
織
横
断
的
な

情
報
共
有
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
十
分
に
活
用
さ
れ
て

い
な
い
と
い
っ
た
課
題
が
存
在
し
た
。

こ
う
し
た
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
民
間
企
業
に
お
け

る
取
り
組
み

(コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
顧
客
ニ
ー
ズ
の

把
握
･
蓄
積
、
及
び
顧
客
満
足
度
の
向
上
の
活
動
)
等
を

参
考
に
、
道
路
に
関
す
る
意
見
を
常
時
一
元
的
に
受
け
付

け
、
道
路
施
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
仕
組
み
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
平
成
九
年
度
末
に
、
道
路
管
理

者
で
あ
る
建
設
省
、
東
京
都
、
日
本
道
路
公
団
、
首
都
高

速
道
路
公
団
が
連
絡
会
を
組
織
し
、
国
民
か
ら
の
相
談
に

対
す
る
電
話
応
対
、
相
談
情
報
の
登
録
、
相
談
へ
の
対
応

処
理
、
他
機
関
と
の
連
携
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を

開
始
し
た
。

そ
の
検
討
結
果
を
活
用
し
、
平
成
一
〇
年
一
〇
月
に
は

東
京
二
三
区
に
お
い
て

(平
成
一
一
年
四
月
に
東
京
都
全

域
に
拡
大
)、
平
成
三

年
一
月
に
は
高
知
県
に
お
い
て
、

｢道
の
相
談
室
｣
が
試
行
的
に
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
、



｢道
の
相
談
室
｣
の
相
談
受
付
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
地
域
を

拡
大
し
、
平
成
三
一年
三
月
末
日
現
在
で
、
東
京
都
、
四

国
四
県
、
新
潟
県
、
東
北
六
県
、
福
岡
市
、
沖
縄
県
に
お

い
て
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三

｢道
の
相
談
室
｣
の
目
的
と
し
く
み

[目

的
]

道
の
相
談
室
を
日
常
に
お
け
る
道
路
行
政
と
国
民
と
の

接
点
と
し
て
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
三
つ
の
目
的
の

実
現
を
目
指
し
て
い
る
。

①
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る

｢た
ら
い
回
し
｣
の
排
除
、

対
応
の
迅
速
化
な
ど
行
政
の
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
向
上

さ
せ
る
こ
と

②
道
路
に
関
す
る
国
民
意
見
を
収
集
し
て
ニ
ー
ズ
や
満

足
度
を
把
握
し
、
得
ら
れ
た
貴
重
な
情
報
を
今
後
の

道
路
行
政
の
施
策
立
案
に
反
映
す
る
こ
と

③
各
道
路
管
理
機
関
の
職
員
が
自
ら
国
民
の
問
合
せ
や

要
望
、
苦
情
等
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の

便
宜
を
第
一
に
考
え
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

と
い
う
サ
ー
ビ
ス
マ
イ
ン
ド
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と

[し
く
み
一

道
の
相
談
室
は
、
以
下
の
五
つ
の
基
本
的
な
機
能
を
果

た
す
よ
う
構
築
、
運
営
さ
れ
る
。

○

道
路
に
関
す
る
相
談
の
受
付
、
対
応
窓
口

道
路
に
関
す
る
苦
情
･
問
合
せ
等
の
相
談
を
受
け
付
け

ストップサービスの仕組み

る
窓
口
と
し
て
、
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
、
国
民
が
相
談
し
や
す
い
よ
う
様
々
な
受
付
手
段

(媒
体
)
を
準
備
す
る
。

電
話
に
つ
い
て
は
、
全
国
共
通
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

(○
一
二
○
ー

一
〇
六
ー
四
九
七
)
を
採
用
す
る
と
と
も

に
、
複
数
の
関
係
機
関
が
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
度

の
問
合
せ
で
速
や
か
に
受
付
･
対
応
が
行
わ
れ
る
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
。

即
答
で
き
な
い
相
談
内
容
に
つ
い
て
も
原
則
一
週
間
以

内
の
迅
速
な
回
答
/
対
応
完
了
を
目
標
と
す
る
。

〈ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
〉
(図
-
)

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
相
談
受
付
に
つ
い
て
も
、

下
記
U
R
L
に
て
行

っ
て
い
る
。

関
東

｢道
の
相
談
室
｣

(片
耳
□
＼
＼
"
｣"
〆"
寿
げ
B
0
6h
o｣
□
＼日
付
けで＼B
A
R
E
日
)

四
国

｢道
の
相
談
室
｣

(耳
汀
ミ
＼
増
"
者
ぁ
対
日
o
oね
o
｣
℃
＼
自
国
す
く
自
分
N
耳
目
)図 2 ｢道の相談室｣ ホームページ
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北
陸

｢道
の
相
談
室
｣

い
、
知
名
度
の
向
上
を
図
り
、
国

会
口
□
べ
き
対
さ
甘
･日
o
o隣
o｣
℃
＼
のo
G
舟
貰
＼
B
鍔
口
耳
巨
)

サ
ー
ビ
ス
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

東
北

｢道
の
相
談
室
｣

合
[g
"
導
者
浮
け
･B
oo斡
0｣□
＼言
曰
o已
ず
O8
幸て

　
　
　　
　　
　
　
　
　　
　

い
、
知
名
度
の
向
上
を
図
り
、
国
民
の
生
活
に
根
づ
い
た

四

｢道
の
相
談
室
｣
に
お
け
る
運
営
状
況

“

5
東
京
都
に
お
け
る
事
例

(｢道
の
相
談
室
｣
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(図
2
は
全
国
の
ト
ッ

プ
画
面
)〉

⑭

相
談
内
容
及
び
対
応
状
況
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

受
付
窓
口
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
内
容
及
び
相
談
に
対
す

る
対
応
状
況
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
情
報
の
分
析
あ
る

い
は
情
報
の
共
有
化
が
可
能
と
な
る
環
境
を
構
築
す
る
。

③

道
路
施
策
立
案
に
活
用

蓄
積
さ
れ
た
相
談
内
容
、
対
応
内
容
等
の
統
計
情
報
に

つ
い
て
、
施
策
の
計
画
立
案
担
当
者
や
道
路
の
維
持
管
理

担
当
者
な
ど
が
必
要
に
応
じ
て
検
索
、
分
析
し
、
道
路
施

策
の
立
案
や
業
務
の
改
善
等
に
活
用
で
き
る
よ
う
、
仕
組

み
を
充
実
す
る
。

④

国
民
へ
の
情
報
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

蓄
積
さ
れ
た
相
談
内
容
や
対
応
内
容
に
つ
い
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
相
談
受
付
件
数
、
相
談
内
容

事
例
、
対
応
事
例
を
公
開
し
、
相
談
者
以
外
の
国
民
に
も

幅
広
く
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

⑮

道
の
相
談
室
の
周
知

｢道
の
相
談
室
｣
の
実
施
と
あ
わ
せ
て
、
道
の
駅
や
公

報
誌
、
新
聞
、
雑
誌
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
を
活
用
し
て

｢道
の
相
談
室
｣
制
度
の
周
知
を
行

月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

図 3 相談受付件数の推移

観
閲
鱒
鱒
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相
談
受
付
件
数
合
計

(
件
)

月　
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“　
　

　
　

一
例
と
し
て
、
東
京
都
を
対
象
地
域
と
し
た

｢道
の
相

談
室
｣
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

東
京
都
の
道
の
相
談
室
で
は
、
建
設
省
関
東
地
方
建
設

局
、
東
京
都
、
日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
が

図 4 相談内容による内訳
(関東地建受付分のみ)

　
　　
　　
　

巍



連
携
し
て
対
応
し
て
お
り
、
関
東
地
方
建
設
局

(平
成
一

〇
年
一
〇
月
よ
り
受
付
開
始
)
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
･
一
般
電
話
回
線
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
に
よ
り
職
員
が
相
談
の
受
付
を
行
っ
て
い
る
。

相
談
件
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
平
成
一
〇
年
一
〇
月

か
ら
平
成
一
二
年
三
月
ま
で
の
総
受
付
件
数
は
約
二
、
三

七
〇
件
、
一
日
あ
た
り
約
八
･
七
件

(平
成
一
二
年
三
月
)

と
な
っ
て
い
る
。

〈相
談
受
付
件
数
の
推
移
〉
(図
3
)

ま
た
、
そ
の
相
談
内
容
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
｢問
合

せ
｣
が
最
も
多
く
五
七
%
、
つ
い
で

｢意
見
･
要
望
｣
の

表

問合せ 比
い

機
挑
撥

溌
初
貌

図
す

を

に
成

況

め
完

状

た

頃
の

る

つ
め

知
い

止

を

は
行

況

路

通

状
道
の

路
○
在

道
○
現

意見 ･ 要望

もL)
も
鍬

観
賞

0区
楡

い

示

を

し
標

ど

欲

を

な

て
号

花

し
番

に

く
線
地

無
路
余

を

に
路

差
近
道

段
付
の

の
点

前

道
差
の

歩
交
家

謂 るれ

0

謡
い

で
な

け

れ

ら

た

だ

わ

ぎ

は

接

で經
裾

が
車

繊
ミ

で
な

轢
め

紅
鰯

水
歩

発見 ･通報 ･歩道に穴が開いているので補修して欲しい。

感謝･ 激励

封
孑
、
執

穂ゞ
線

むか添逆
超
…禅
嬬

鰍
壽
礬礬…

鮴皺鷲
残寒

蹴嚢
繭

一
九
%
、
｢苦
情
｣
の
九
%
と
続
い
て
い
る
。

〈相
談
内
容
に
よ
る
内
訳
)
(図
4
)

〈相
談
事
例
〉

そ
の
他
、
相
談
者
か
ら
は
表
1
の
よ
う
な
感
謝
･
激
励

も
寄
せ
ら
れ
、
相
談
受
付
担
当
者
の
励
み
に
な
る
と
と
も

に
、
｢道
の
相
談
室
｣
の
目
的
の
実
現
に
向
け
て
着
実
に

効
果
を
上
げ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

五

今
後
の
展
開
と
課
題

｢道
の
相
談
室
｣
で
は
、
平
成
一
二
年
四
月
に
は
全
て

の
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
最
低
一
つ
の
地
域
を
対
象
に

相
談
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
設
し
、
さ
ら
に
将
来
的
に
は
サ

ー
ビ
ス
対
象
エ
リ
ア
を
日
本
全
国
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
る
。
エ
リ
ア
拡
大
の
際
に
は
、
あ
わ
せ
て
、
効

果
的
な
広
報
活
動
に
よ
り
認
知
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
運
営
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た

検
討
課
題
と
し
て
は
、

o

受
付
時
に
即
答
で
き
な
い
相
談
内
容
へ
の
事
後
の
的
確

な
対
応
と
そ
の
対
応
状
況
の
管
理
を
着
実
に
実
施
す
る

こ
と

o

蓄
積
し
た
相
談
情
報
を
施
策
へ
反
映
さ
せ
る
た
め
の
方

策
を
確
立
す
る
こ
と

o

他
機
関
の
相
談
の
増
加
に
対
応
し
て
関
係
機
関
間
の
連

携
体
制
を
強
化
す
る
こ
と

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
今
後
は
こ
う
し
た
運
用
上
の
課
題
に

対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
現
在

｢道
の
相
談
室

共
通
シ
ス
テ
ム
｣
を
開
発
中
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
各
地
域
毎
に
相
談
情
報
を
一
元
的
に

蓄
積
･
集
計
す
る
た
め
の
全
国
共
通
の
入
出
力
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
導

入
に
よ
り
、
各
道
路
管
理
者
に
お
い
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
登
録
さ
れ
た
相
談
内
容
や
対
応
内
容
の
照
会
、
対
応
状

況
の
把
握
や
管
理
、
蓄
積
さ
れ
た
相
談
情
報
の
収
集
･
分

析
等
の
実
施
が
可
能
と
な
る
。



総
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章
と
公
共
変
通
の
融
舎
を
図
る

▲警
も

な
ど
で

ノ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
稟
験

　
　

豊
田
市
企
画
部
総
合
交
通
対
策
課
長

加
藤

満
正

は
じ
め
に

豊
田
市
は
、
愛
知
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
自
動
車

産
業
と
共
に
急
激
に
成
長
し
た
人
口
約
三
五
万
人
、
市
域

面
積
二
九
○
.
一
二
蝸
を
有
す
る
内
陸
工
業
都
市
で
あ

る
。本

市
の
製
造
品
出
荷
額
は
、
八
兆
七
〇
〇
億
円
で
、
そ

の
九
四
%
を
自
動
車
関
連
企
業
が
占
め
て
お
り
、
産
業
別

従
業
員
数
に
お
い
て
も
八
三
%
の
人
が
、
自
動
車
関
連
企

業
で
働
い
て
い
る
。

市
民
の
交
通
手
段
は
、
全
て
の
移
動
目
的
で
六
四
%
を

自
動
車
に
依
存
し
て
い
る
。
特
に
通
勤
で
は
、
七
九
%
の

人
が
、
自
動
車
を
利
用
し
て
お
り
、
一
世
帯
あ
た
り
の
自

動
車
保
有
台
数
も

一
･
九
台
と
非
常
に
高
く
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
極
度
に
自
動
車
に
依
存
し
た
都
市
活
動

山麓
藁
圓　
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朧
廉

噸

　

　
　
　

　

　

　
　
　
　

^
鑿

高高い自動車分担率

圏

圈

圏

的

鋤

由

蒲

一

市

市

神

目

田

園

漿

都

制

阪

金

1

京

京

宗

田

園

中

東

基

4 5 6 7 8 9 TO十十12 f3 14乍5 16 17 18 19 2O 21 22 23 24 1 2 発時刻

図 1ー 2 高いピーク特性



R153

の
中
で
、
道
路
整
備
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
、
増
え
続

け
る
交
通
需
要
に
追
い
つ
か
ず
、
市
内
の
各
所
で
交
通
渋

滞
が
発
生
し
、
交
通
事
故
も
一
向
に
減
ら
な
い
と
い
っ
た

様
々
な
交
通
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

-

-
T
S
を
活
用
し
た
新
た
な
交
通
施
策
へ

の
取
り
組
み

R30↑

R248

こ
れ
ら
の
交
通
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、豊
田
市
で
は
、

道
路
整
備
以
外
に
も
T
D
M
施
策
、
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
施

策
な
ど
の
新
た
な
交
通
施
策
に
取
り
組
む
と
共
に
、
最
先

端
の
情
報
通
信
技
術
に
よ
り
、
安
全
で
快
適
で
効
率
的
な

移
動
を
可
能
と
す
る

｢I
T
S
｣
を
積
極
的
に
活
用
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

一
九
九
六
年
か
ら
I
T
S
に
関
す
る
調
査
、
研
究
を
始

め
、
翌
九
七
年
に
、
｢道
路
交
通
情
報
導
入
調
査
委
員
会
｣

を
組
織
し
、
本
市
に
お
け
る
I
T
S
の
導
入
可
能
性
を
検

討
し
た
。
九
人
年
九
月
に
は

｢I
T
S
モ
デ
ル
地
区
実
験

候
補
地
｣
の
指
定
を
受
け
、
同
年
三
一月
に
、
｢I
T
S

モ
デ
ル
地
区
実
験
･
I
N
豊
田
｣
実
行
委
員
会
を
設
置
し
、

九
九
年
一
〇
月
~
-
一
月
の
二
カ
月
間
、
本
市
の
交
通
課

題
で
あ
る

｢市
内
の
渋
滞
緩
和
｣
を
目
標
と
し
て
、
｢道

路
利
用
の
効
率
化
｣
と

｢自
動
車
利
用
の
効
率
化
｣
の
両

面
か
ら
三
つ
の
社
会
実
験

(道
路
交
通
情
報
シ
ス
テ
ム
高

度
化
実
験
、
イ
ベ
ン
ト
時
の
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実
験
、

E
V
共
同
利
用
実
験
)
と
一
つ
の
F
s

(物
流
の
効
率
化

に
関
す
る
実
現
化
調
査
)
を
行
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
イ
ベ
ン
ト
時
の
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実

験
に
つ
い
て
、
実
験
の
目
的
、
実
験
シ
ス
テ
ム
、
実
験
評

価
、
実
験
結
果
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

実
験
の
背
景

豊
田
市
で
は
、
二
〇
〇
一
年
に
四
五
、
○
○
0
人
を
収

容
す
る
豊
田
市
ス
タ
ジ
ア
ム
が
完
成
し
、
二
〇
〇
五
年
に

は
、
日
本
国
際
博
覧
会
が
隣
接
市
で
開
催
さ
れ
る
な
ど
大

　　　　　　
　　　　　　　　
鬱翹鰐韓潔群の

　　 　　 　 　
′'
第菱束名高速道路

･ '
“ ゞ

′

猿投グリヤンロード " !

、 (藤岡インター)翠

Rf55

図 1 ー 3 市内の道路混雑状況



規
模
な
イ
ベ
ン
ト
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
渋

滞
を
始
め
と
し
て
現
況
の
交
通
問
題
が
さ
ら
に
深
刻
化
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
イ
ベ
ン
ト
開
催

時
の
渋
滞
の
緩
和
を
す
る
た
め
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
中
心
市

街
地
の
駐
車
場
情
報
や
中
心
市
街
地
ま
で
の
旅
行
時
間
、

渋
滞
状
況
な
ど
を
提
供
し
、
郊
外
に
設
け
た
パ
ー
ク
ア
ン

ド
ラ
イ
ド

(以
下

｢P
&
R
｣
と
い
う
。)
駐
車
場
へ
車

で
の
来
場
者
を
誘
導
す
る
実
験
を
実
施
し
た
。

三

実
験
の
目
的

こ
の
実
験
で
は
、
道
路
利
用
と
自
動
車
利
用
の
効
率
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
評
価
、
検

証
し
た
。

①
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
時
に
お
い
て
、
I
T
S

に
よ
る
情
報
提
供
を
活
用
し
た
P
&
R
シ
ス
テ
ム
の

導
入
効
果

②
I
T
S
に
よ
る
情
報
提
供
を
活
用
し
た
P
&
R
シ
ス

テ
ム
に
関
す
る
利
用
者
満
足
度

四

P
&
R
実
験
シ
ス
テ
ム
の
概
要

こ
の
実
験
に
お
け
る
P
&
R
実
験
シ
ス
テ
ム
の
概
要

を
、
表
4
ー
1
、
図
4
ー
1
に
、
P
&
R
に
合
わ
せ
て
行

っ
た
情
報
提
供
の
内
容
を
表
4
-
2
に
ま
と
め
た
。ま
た
、

パ
ー
ク
ア
ン
ド
バ
ス
ラ
イ
ド

(以
下

｢
P
&
B
R
｣
と
い

う
)
に
つ
い
て
は
、
情
報
収
集
車

(あ
ら
か
じ
め
選
定
し

て
い
る
複
数
の
バ
ス
経
路
を
走
行
し
て
、
所
要
時
間
を
計
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表 4 ー 1 P & R 実験システム

システム ルート

南 側 0 パークアンドバスライド

(トヨタ自動車本社駐車場
~名鉄豊田市駅前)

以下のルートから選択

①国道248 号ルート

②市道梅坪堤線ルート
③外環状線ルート

西 側 0 パークアンドバスライド

(トヨタ自動車元町工場前駐車場
~愛環新豊田駅前)

以下のルートから選択

①国道153号ル- ト

②内環状線経由ルート

北 側 〇パークアンドレールライド

(愛知環状鉄道四郷駅~新豊田駅)
愛知環状鉄道

南 側 〇パークアンドレールライド

(愛知環状鉄道三河豊田駅~新豊田駅)

愛知環状鉄道

表4ー 2 情報提供の内容

測
す
る
車
両
)
か
ら
の
所
要
時
間
デ
ー
タ
に
基

づ
き
、
バ
ス
が
最
短
経
路
を
選
択
し
て
走
行
す

る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
。
そ
の
シ
ス
テ

ム
概
要
に
つ
い
て
は
、
図
4
ー
2
に
示
す
。

関連情報の提供 その他

○P& R関連情報の提供

駐車場総合案内板、 道路案内所、 インターネット等を通じて、 P & R

用臨時駐車場を含めた駐車場情報、公共交通情報等の情報を提供

○鉄道運行情報
四郷駅付近 (国道419号) を通行する車両に対して、 マグネットシー

ト脱着方式の看板にて、鉄道の出発時間情報を提供

○バスロケーションシステム

4ヵ所のバス乗降場に設置し、 バスの連行情報を提供

○バス車内でのVIC Sデモ

一部の実験用バス車内で、 乗車中の実験参加者にV IC S

情報を提供

シャトルバスの運行経路選択システム

　　　　　　
　
　　　　　

　 　　 　 　 　 　
陳覊覊め 、蓑褻 事圈薦め シャトルバス運転手

シャトルバスの 最短時間経路走行
経路情報の収集 最短時間経路判定

圏遊鱗号-匪圏國
@篦がの@篤がり

厩璽圏-圏圈園

園霊園 渋滞情報 走行時間 園霊園

五

実
験
の
調
査
と
評
価

こ
の
実
験
の
効
果
を
把
握
す
る
た
め
、
表
5
ー
ー
に
示

す
内
容
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、
図
5
ー
ー
に
示
す
評

価
フ
ロ
ー
に
基
づ
い
て
実
験
効
果
を
検
証
し
た
。
ま
た
そ

の
実
施
状
況
を
写
真
5
ー
ー
･
2
･
3
に
示
す
。

図 4 ー 2 シャトルバスの運行経路選択システムの概要

シャトルバスの運行状況



表 5ー 1 調査一覧表と概要

調査名 対象者 実施規模 実施方法 実施場所 実施日 調査項目

①
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

パークアンドラ
イド実験参加者
アンケ- ト調査

実験参加者 実験参加者全員 実験参加者の帰りに、 駐車
場で用意したアンケートに
記入してもらい、回収する。

各P& R駐車場
内 (3ヶ所)

実験
期間中

･参加理由
･システムの評価
･提供情報の利用状況
･実験参加に係るRPデータ
･システム利用に係るSPデ
ータ

自動車利用 ･イ
ベント参加者ア
ンケート調査

マイカーを
利用したイ
ベント参加
者 (実験不
参加者)

イベント参加者に
対して、 可能な限
り、サンプル数を
確保

イベント参加者にマイカー
を利用したかを確認し、 該
当する場合に、 用意したア
ンケートに記入してもらい、
回収する。

イベント会場
(アンケート
用ブースを唯
保)

実験
期間中

･実験認知の有無
･実験認知の手段
･実験不参加の理由
･実験参加に係るRPデータ
･システム利用に係るSPデ
ータ

イベント参加者
アンケート調査

マイカー及
び中& R以外
を利用した
イベント参
加者

イベント参加者に
対して、可能な限
り、サンプル数を
確保

イベント参加者にマイカー
もしくはP& Rを利用したか
を確認し、 該当しない場合
に、 用意したアンケートに
記入してもらい、回収する。

同上 実験
期間中

･利用手段
･実験を知っているか
･実験を知った手段
･滞在時間

IT Sに係る市民
アンケート調査

一般市民 約7000をランダム
に抽出

郵送配布
郵送回収

自宅 12/1
~ 10

･IでS、実験等の確認状況
･各実験項目に対する社会シ
ステムとしての利用意向

②駐車場総合案内板
表示内容調査

駐車場総合
案内板

トヨタ町南の駐車
場総合案内板 (1
ヶ所)

駐車場総合案内板の表示内
容を、 ビデオ撮影もしくは
調査員によって記録する。

駐車場総合案
内板設置箇所
(トヨタ町南)

実験
期間中

･駐車場総合案内板表示内容

③
利
用
者
数
･
台
数
調
査

P& BR利用台数
(実験参加台数)
調査

実験参加車
両

実験参加車両全数 P& BR駐車場の入庫車両数を
カウントする。

各P& BR駐車
場内(2ヶ所)

実験
期間中

･実験参加台数

P& BRバス利用
者数調査

実験参加者 バス利用者全員 バス乗車時に、人数をカウン
トする。

各P& BR駐車
場内(2ヶ所)

実験
期間中

･実験参加人数

P& RR参加者調
査 (台数、人数)

実験参加者 実験参加者全員 駐車場入庫車両から下車す
る人を対象に、 P& RR利用の
有無を確認し、 その人数及
び台数をカウントする。

P& RR駐車場
内

実験
期間中

･実験参加人数
･実験参加台数

選
択
に
関
す
る
調
査

④
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
経
路

P& BR用バス運
行実績調査

バス運転手 P& BR用バス
(9/23 :8台、
24 :10~ 13台)

P& BR用バスの出発時間及び
到着時間を運転手が記入する

バス車内 実験
期間中

･バスの出発時間
･バスの到着時間

バス運転手ヒア
リング調査

バス運転手 P& B R用バス
(9/23 :8台、
24 :10~ 13台)

実験実施後に、 P& BR用バス
運転手に対して、ヒアリング
を行う。

各P& BR駐車
場内(2ヶ所)

実験
終了後

･システムに対する感想
･システムの改善点

⑤
交
通
実
態
調
査

断面交通量調査 都心部走行
車両

都心部の幹線道路
の27断面の車の車
両感知器データ

時間帯別断面交通量を計測す
る。 (10時~ 22時)

国道248号、
419号、 153号

10/24、
11月の
休日

･都心部の幹線道路の断面交
通量

滞留長調査 都心部走行
車両

上記幹線道路 3ヶ
所

5分ピッチで滞留長を計測
する。 (lo時~ 1幼時、 14時~
16時、 19時~ 21時)

国道248号、
419号、 153号

10/24、
11月の
休日

･都心部の幹線道路の滞留長

フローティング
調査

都心部走行
車両

都心部周辺の幹線
道路 11ルート

15分毎に調査車両を走行さ
せ、 各交差点の通過時間を
計測する。 (lo時~ 22時)

都心部周辺の
幹線道路 蛙
ルート

10/24、
11月の
休日

･都心部周辺の幹線道路の通
過時間

⑥
そ
の
他

バス経路別所要
時間調査

情報収集車 16台(1経路4台) 各バス経路において、 情報
収集車を走行し、 所要時間
を計測する。

情報収集車内 実験
期間中

･各バス経路の所要時間



　 　　

①提供内容 :P & R駐車場の位置 ･都心P型満空情報、 公共交通情報
(実験内容)

錮圏 -

②提供内容 :出発前、 走行中 (車内、 路側)、 目的地到着
③提供媒体 :C A T V、インターネット、 カーナビ、 情報板 (公共交通情報案内板)

　期待される効果

l ①

I
路

期待される効果

命
l

i①中心･市街地部道路混雑の緩和 ②公共交通への転換

　
期待される効果の計測方法

交通実態調査 利用者等のアンケート調査 (RP/SP)

P& Rによる公共交通への転換を捉
える。

P & Rによる公共交通への転換原因を
調べ、 システムを評価する。

④
鬮 嚢 ･三 事前状態の想定

樽選択性のモデノレ検到

匝システムの評価 I ◎交通環境の改善効果

･自動車交通量が削減され、 道路交通渋
滞が軽減する

･駐車場探しのうろつき交通の減少など

l◎社会システムとしての導入可能性 l

鬮鬮 圓鬮 評価こコ

図 5 ー 1 評価フロー

を“# ~ " /

、を

　 　　　　
　　　　　　

バスロケーション

アンケート調査

写真 5 ー 1 ･ 2 ･ 3 実施状況

24 道行セ 2000.4



六

実
験
評
価
結
果

こ
こ
で
は
、
実
験
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
、
①
P
&
R

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
交
通
環
境
の
改
善
効
果
、
②
P
&
R
シ

ス
テ
ム
に
対
す
る
利
用
者
の
評
価

の
二
つ
の
側
面
か
ら

評
価
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

○

交
通
環
境
の
改
善
効
果

一
〇
月
二
四
日

(日
)
に
は
、
八
四
九
台
の
車
両
が
、

実
験
に
参
加
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
主
要
な
幹
線
道
路

(国

道
二
四
人
号
、
一
五
三
号
)
の
交
通
量
を
P
&
R
利
用
が

最
も
多
か
っ
た
時
間
帯
に
お
い
て
、
一
~
二
割
削
減
で
き

た
。
(詳
細
は
図
6
ー
1
参
照
)

ま
た
、
二
四
日
の
イ

ベ
ン
ト
参
加
者
の
交
通
手
段
を
見
て
み
る
と
P
&
R
利
用

が
約
九
･
四
%
で
あ
り
、
自
動
車
利
用
が
三
四
･
0
%
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
P
&
R
実
験
に
よ
り
イ
ベ

ン
ト
に
参
加
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
中
心
市
街
地
へ
流
入

表 6 ー 1 交通実験実施日と一般的な休日における平均速度の比較

路 線 交差点名 方 面

10月24日 (臼)
[P & R実験実施日]

11月終日 (目)

謙均平
度

間
遠

昼 均平
度

間
遠

夜 均平
度

間
遠

昼 轍
度

間
遠

夜

国道248号

下市場
北行き 27

.
1 33

,
7 27

,
O 34

,
5

側
隊

南
報

南行き 33も8 38
,
1 33

,
6 37

,
6

町場市
北

下
6

鰯毅羞妻《髯 〆β謠醍罰
訛

総孫試鍼鰊 M̂"縁
ゑ醇
^

↑おしみ
〉茅粒

しめ′を
鮫
潮

一盃
,

南籍
.
き 礬 …ぎ鋒 流鬱 蓬

号
向

5

方
道

西
国
東

小坂町10
東行き

"
3

ト
芻

影
937 裏作伐･

QJ 紗縊
側
靴

西
報

西行き 獺 436 鸚 R
Y臨

153号 ･1 55

号交点
東行き 瀬 738 R

U･
no q

〉鮨

く灸覊鴉馨 畿 こみ訳
を

′、》＼ゞ
ご
AV

ゞ̂
□

ノハU
′
流ふもが
Y"hb
.

ん諄抱き滋
き
扇

-“h
y

気
･霧おやき

挙母町 西行き 瘢 燃 観 測注 1 ) 昼間平均速度は9時~ 21時、夜間平均速度は21時~ 9時の平均値
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す
る
車
両
を
約
二
割
削
減
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

(詳
細
は
図
6
ー
2
参
照
)

次
に
、
実
験
日
と
一
般
的

2

な
休
日
と
の
交
通
状
況
の
変
化
を
見
て
み
る
と
、
二
四
日

4

昼
間
の
平
均
速
度
は
、
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
な
い
休

200

日
三

月
一
四
日
(日
)
と
ほ
ぼ
同
程
度
と
な
っ
て
い
る
。

セ行

こ
の
こ
と
は
、大
規
模
イ
ベ
ン
ト
実
施
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

描

一
般
的
な
休
日
と
同
様
の
交
通
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と

,
.
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　図 6 一 1 交通実験実施による交通量の変化 (10月24日 (日))
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図 6 ー 2 イベント参加者 (10月24日 (日)) の交通手段
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か
ら
、
P
&
R
の
実
施
に
よ
り
、
非
常
に
大
き
な
渋
滞
緩

和
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
(詳
細
は
表
6
ー
1

参
照
)

最
後
に
情
報
収
集
車
か
ら
の
所
要
時
間
デ
ー
タ

に
基
づ
き
、
複
数
の
経
路
か
ら
最
短
時
間
経
路
を
選
択
し

た
結
果
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
は
、
著
し
く
混
雑
す
る
経
路
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
連
行
状
況
は
、概
ね
良
好
で
あ
っ
た
。

②

利
用
者
の
評
価

全
体
的
に
、
本
実
験
で
の
P
&
R
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る

利
用
者
の
評
価
は
、
高
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
P
&
B
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R
に
つ
い
て
は
、
バ
ス
の
快
適
性
、
P
&
R
R
に
つ
い
て

は
、
鉄
道
の
連
行
頻
度
に
対
す
る
不
満
の
割
合
が
、
若
干

高
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
用
化
の
目
処
を
立
て
る
こ

と
が
で
き
た
。
(詳
細
は
図
6
ー
3
･
4
･
5
参
照
)

お
わ
り
に

今
回
の
P
&
R
実
験
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
建

設
省
、
警
察
庁
、
愛
知
県
、
民
間
企
業
を
始
め
多
く
の

方
々
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
頂
い
た
こ
と
に
改
め
て
御
礼
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図 6 ー 4 西側P & B R 実験システムのサービスについての評価

申
し
上
げ
た
い
。

自
動
車
交
通
と
公
共
交
通
を
連
携
さ
せ
る
P
&
R
な
ど

の
交
通
シ
ス
テ
ム
は
、
本
市
の
交
通
計
画
や
ま
ち
づ
く
り

の
基
本
と
な
る
も
の
と
考
え
、
I
T
S
技
術
の
積
極
的
な

導
入
に
よ
る
情
報
提
供
と
一
体
化
し
た
P
&
R
駐
車
場
や

交
通
結
節
点
の
整
備
の
あ
り
方
を
更
に
研
究
し
、
自
動
車

交
通
を
効
率
的
に
最
大
限
に
活
用
で
き
る
二
一
世
紀
の
交

通
社
会
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
考
え

て
い
る
。
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捗
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j
鎌
倉
地
域
交
通
円
滑
化
総
合
実
験
i

鎌
倉
市
企
画
部
交
通
政
策
課

一

は
じ
め
に

寺
社
、
美
術
館
な
ど
が
多
く
点
在
す
る
古
都
鎌
倉
の
中

心
で
あ
る
鎌
倉
地
域
で
は
、
観
光
客
の
自
動
車
の
流
入
な

ど
に
よ
り
、
休
日
を
中
心
に
著
し
い
交
通
混
雑
が
生
じ
て

い
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
地
域
の
道
路
網
は
、
中
世
に
構
築

さ
れ
た
城
塞
都
市
の
形
を
踏
襲
し
て
い
て
、
今
後
も
大
き

な
改
変
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
古
都
に
ふ
さ
わ
し

い
交
通
環
境
の
創
造
に
向
け
て
、
T
D
M

(交
通
需
要
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
)
の
手
法
を
活
用
し
た
交
通
計
画
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

二

取
り
組
み
の
背
景

鎌
倉
は
、
今
を
遡
る
こ
と
約
八
〇
〇
年
前
の
一
一
九
二

年

(健
久
三
年
)
に
源
頼
朝
に
よ
っ
て
武
府
の
地
と
し
て

図 1 中世の鎌倉の伯轍図



開
か
れ
栄
え
た
街
で
、
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
一
方
が
海
と

い
う
地
形
を
活
か
し
た
、
自
然
の
要
塞
を
備
え
た
城
塞
都

市
で
あ
っ
た
。
外
敵
か
ら
街
を
守
る
た
め
、
周
辺
に
は
切

岸

(き
り
ぎ
し
)
と
い
う
断
崖
を
め
ぐ
ら
し
、
外
部
へ
の

道
は
七
つ
の
切
通
し
に
限
ら
れ
て
い
た

(図
1
参
照
)。

こ
の
よ
う
な
都
市
形
態
が
現
在
で
も
大
き
く
変
わ
ら
ず

残
さ
れ
て
い
る
都
市
は
世
界
に
も
例
が
な
く
、
鎌
倉
発
祥

の
武
家
政
治
が
日
本
文
化
の
創
造
に
果
た
し
た
役
割
と
合

わ
せ
て
、
鎌
倉
の
地
を
世
界
遺
産
に
し
よ
う
と
い
う
取
り

組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
鎌
倉
に
は
、
年
間
約
一
、
七
六
〇
万
人
の
観
光
客

が
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
鉄
道
利
用
で
あ
る
が
、
鎌

倉
時
代
と
殆
ど
変
化
が
な
い
道
路
網
に
自
動
車
が
集
中
す

る
休
日
に
は
、
市
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
混
雑
が
発
生
し

バ
ス
の
移
動
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。
市
民
は
こ

の
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
休
日
は
外
出
を
控
え
る
ほ
ど
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
交
通
事
情
が
、
現
在
の
道
路
交
通
施
設
を

効
率
的
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
環
境
の
保
全

に
十
分
に
配
慮
し
な
が
ら
、
観
光
と
市
民
生
活
が
調
和
で

き
る
交
通
体
系
を
目
指
す
、
鎌
倉
地
域
で
の
地
区
交
通
計

画
の
取
り
組
み
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
。

三

市
民
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
交

通
計
画
づ
く
り

こ
の
よ
う
な
交
通
に
関
す
る
取
り
組
み
は
、
市
民
生
活

や
商
業
活
動
に
も
大
き
く
係
わ
る
こ
と
か
ら
、
検
討
の
当

初
よ
り
市
民
主
体
で
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

平
成
七
年
七
月
、
市
民
、
商
業
者
、
事
業
者
、
地
元
警

察
、
道
路
管
理
者
、
学
識
経
験
者
な
ど
か
ら
構
成
す
る

『鎌
倉
地
域
交
通
計
画
研
究
会

(以
下

｢研
究
会
｣
と
い

う
。)』
を
発
足
し
、
約
一
〇
ヵ
月
間
、
延
べ
一
六
回
に
及

ぶ
討
議
を
経
て
、
平
成
八
年
五
月
に
研
究
会
か
ら
自
動
車

利
用
の
抑
制
と
徒
歩
と
公
共
交
通
の
活
用
を
基
調
と
し
た

『地
域
の
交
通
環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
幻
の
施
策
』
を

含
む
、
『鎌
倉
地
域
の
地
区
交
通
計
画
に
関
す
る
提
言

(以
下

｢提
言
｣
と
い
う
。)』
が
示
さ
れ
た

(図
3
参
照
)。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
取
り
組
み
は
、
こ
の
提
言
に
沿
っ

交

工

共

商

公

光

･

観

　事
酔

会

･

部

会

面

部

会

計

通

部

図 2 研究会の構成

　　　　　

市
内

社

通

察
道

経

て
、
①
市
民
参
画
、
②
古
都
の
環
境
を
維
持
し
、
現
在
の

交
通
施
設
の
活
用
、
③
社
会
実
験
の
実
施
、
の
三
つ
の
方

針
に
沿
っ
て
、
市
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ

り
進
め
ら
れ
て
い
る
。

研
究
会
で
は
、
会
議
の
傍
聴
、
資
料
及
び
議
事
内
容
の

公
開
、
会
議
毎
に
ニ
ュ
ー
ス
を
発
行
し
て
自
治
会
な
ど
を

通
じ
て
全
戸
回
覧
を
行
う
な
ど
、
市
民
等
へ
の
積
極
的
な

情
報
提
供
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
、
平
成
八
年
度
、
一
〇
年
度
、
一
一
年
度
と
、
こ

れ
ま
で
三
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
社
会
実
験
で
は
、
市
民

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
画
を
募
り
、
市
民
と
一
体
と
な
っ
て

取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
努
め
て
い
る
。

四

社
会
実
験
の
取
り
組
み

実
験
は
、
研
究
会
か
ら
提
言
の
あ
っ
た

『地
域
の
交
通

環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
幻
の
施
策
』
の
具
体
化
に
向
け

て
研
究
会
と
鎌
倉
市
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

1

七
里
ガ
浜
パ
ー
ク
&
レ
ー
ル
ラ
イ
ド
(第
一
次
実
験
)

第

一
次
の
実
験
と
し
て
、
平
成
八
年

一
一
月
二
三
日

(土
)
･
二
四
日

(日
)
の
二
日
間
に
パ
ー
ク
&
レ
ー
ル

ラ
イ
ド
の
社
会
実
験
を
実
施
し
た
。実
験
に
あ
た
っ
て
は
、

①
観
光
客
が
地
域
の
外
縁
部
で
車
か
ら
公
共
交
通
に
転
換

す
る
可
能
性
を
検
証
し
、基
礎
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
、

②
実
験
を
通
じ
て
多
く
の
人
に
鎌
倉
の
取
り
組
み
を
伝
え

る
と
と
も
に
社
会
的
機
運
を
高
め
る
た
め
の
き
っ
か
け
と



3 )鎌倉地区交通 市民宣言(案)1)施策の構造

計画の基本としては、｢自動車利用の抑制｣
を基盤におき、その上で｢公共交通への転換｣
と｢歩行･居住環境の向上｣を図ることとされ
ています。また施策と活動についての情報

を対外的に継続的に提供すること【こより、計
画への理解と基本的な認識を創りあげてい
くことが重要と考え、プロモーション活動と情

報の提供発信を加え構成されています。

図 3 鎌倉地域交通計画案の概要

鎌倉地域地区交通計画◎のあはし

施策の構造
′

≦
序

雑
制

プ効

護窮
癒

〔歩行･憲境の〕

で讓余の〕

で臘鼾の }

2 )鎌倉地域地区交通計画(案)

①車利用の抑制策
ロードプライシング(混雑税の概念により、非常
に混雑する道路で料金を徴収するシステム)
が提言されています。法改正の必要性、公平
性の確保、料金徴収の方法･使途など課題が
あるものの、鎌倉の地理的条件からその可能
性が高いものと考えています。

②公共交通への転換策
パークアンドライド、これとあわせたシャトルバス、
バス専用レーン、バス造越し現示、また乗り継
ぎ便利な周遊キップの発行などが考えられてい
ます。今回の実験はそのひとつです。

③歩行中;住環境の向上策
歩行者尊重道路(車の通行を制限し、歩行者
を優先した道路)の整備や地域に関係のない
通過交通を排除するゾーンシステムの導入が

提案されています。
④総合的な交通情報
道路の混雑や駐車場の滞空状況などを多様
なメディアで提供することが考えられています。

⑥プロモーション
この交通計画の精神を示した市民宣言 (案)
をもとに、市民、商業者、交通事業者と行政の
協働によるプロモーション活動を進め、広く情
報を発信提供していくこととされています。

e深沢地贓でのパーク聞くスライド
e湘碗モノレ一期湘鞠深沢駅~
錐翁市役所間でのシャトルバス e錐鱒霊園でのパークG

Kスライド
◎籏倉霊園~朝岡八幡宮
岡でのシャトルバス

、
落籍-

〆
孝将

ゲート5

議≦を-大仏〆

金沢鍵窟橡での
バス優先蛾
[瀦鰊′(スとシャトル′(ス
℃…′"‐あいて一般中
より前に出すバス追越し
麻]

鎌倉多過隷での
バス専用レーン

今小路通りでの
歩行者噂圏道路整備

鱗
小町大路での
歩行者斡證通路膣鯛

代 雫･辷 ゞ江 亜癬
江ノ電長谷駅前道路での
歩行者朝風道路盤鯛
(鰻期的には歩行者天国を検討)

江ノ電隣切と運動した
ト扇.)……‘"‐ ◆~【

轉苧……" -1…----l--本賞

滋鼠:□ードプライシングを行うためのゲート

【鎌倉地贓への流入コントロール】
(ロードプライシングを想定)

′′度谷寺、
、、

ゲート3

鎌倉地区交通 市民徴言(案)

私たち鎌会館民は、自らの自動車利用を

自粛し、徒歩と公共交通を中心とする交通

環境を側臥背部鎌倉の脹史的遺産や風

1をゞ脅かした新しい街づくりを進めることを
′直すrします。

その実現にぎりけては地区で働く人達や

遠来の顧客とともに予弱携えて進めをす。

私たち鎌倉市民は、
｢歩いて楽しい街｣、
｢轄静かできれい婿睾夕風
｢子供や高齢者にやさしい街｣、
『も園代?バスが利用しやすい街｣、そして

｢常民と遠来の顔容が共生しやすい街｣

をつくります。

私たち鎌倉市民は、この賞#の榊神がf=l

lij地域へそして全国に広まることを願います。



す
る
こ
と
、
を
主
な
目
的
と
し
た
。

実
験
は
休
日
に
慢
性
的
な
渋
滞
を
起
こ
し
て
い
る
国
道

一
三
四
号
沿
い
の
駐
車
場
に
車
を
止
め
、
近
接
す
る
駅
か

ら
江
ノ
島
電
鉄
線
に
乗
り
換
え
て
も
ら
う
形
と
し
た
。
実

験
へ
の
参
加
は
任
意
で
、
実
験
参
加
者
か
ら
、
シ
ス
テ
ム

協
力
金
と
し
て
一
合
一
、
○
○
0
円
を
徴
収
し
、
同
乗
者

全
員
に
江
ノ
島
電
鉄
線
の
一
日
フ
リ
ー
き
っ
ぷ

(
一
人
五

七
〇
円
分
)
を
渡
し
た
。
当
日
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後

六
時
ま
で
、
延
べ
ニ
ハ
0
人
の
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協

力
を
得
て
実
施
し
、
両
日
で
延
べ
七
三
七
台
、
一
、
八
一

一
人
の
利
用
者
が
あ
っ
た
。

当
日
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
る
と
、
こ
の
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
た
人
の
九
七
%
か
ら

｢良
か
っ
た
｣
と
の
回

答
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
｢予
定
よ
り
観

光
時
間
が
長
く
と
れ
た
｣
な
ど
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
た
こ
と
で
ゆ
と
り
を
持
っ
て
観
光
が
で
き
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
宅
と
鎌
倉
と
の
往
復
に
同
一

経
路
を
と
る
車
の
割
合
が
各
路
線
共
四
~
六
割
と
多
く
、

観
光
客
が
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
に
適
し
た
交
通
行
動
を
取
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
な
ど
、
本
格
実
施
に
向
け
た
貴
重

な
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
新
聞
や
テ

レ
ビ
な
ど
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
鎌
倉

で
交
通
計
画
に
関
す
る
取
り
組
み
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と

が
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

な
お
、
本
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
の
社
会
実
験
の

成
果
を
踏
ま
え
、
本
格
実
施
に
向
け
た
関
係
者
と
の
調
整

を
進
め
、
平
成
=

年
度
の
総
合
実
験
に
お
い
て
試
行
的

実
験
を
行
っ
た
。

2

公
共
交
通
乗
り
継
ぎ
シ
ス
テ
ム

(第
二
次
実
験
)

こ
れ
に
続
く
第
二
次
の
実
験
と
し
て
、
平
成
一
〇
年
五

月
二
三
日

(土
)
か
ら
六
月
七
日

(日
)
の
一
六
日
間
に

｢出
発
点
か
ら
の
自
動
車
か
ら
公
共
交
通
へ
の
交
通
手
段

の
転
換
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
｣
を
目
的
と
し
て
、
観
光

客
を
対
象
に
地
域
内
の
鉄
道
と
路
線
バ
ス
が
自
由
に
乗
り

継
げ
る
き
っ
ぷ

(以
下

｢環
境
手
形
｣
と
い
う
。)
の
実

験
を
実
施
し
た
。
環
境
手
形
は
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
㈱
の

協
力
を
得
て
、
既
存
の
周
遊
き
っ
ぷ
と
組
み
合
わ
せ
、
関

東
近
県
の
駅
で
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
延
べ
一
五
〇
名
の

協
力
を
得
て
、鎌
倉

･
北
鎌
倉
駅
な
ど
で
大
人
四
〇
〇
円
、

子
供
二
〇
〇
円
で
販
売
し
た
。
ま
た
、
地
元
関
係
者
の
協

力
を
得
て
、
環
境
手
形
に
飲
食
、
買
物
時
の
商
店
で
の
サ

ー
ビ
ス
や
寺
社
の
拝
観
料
の
割
引
な
ど
の
特
典
を
付
け
て

使
い
や
す
さ
を
加
え
た
。
結
果
と
し
て
は
、
実
験
期
間
の

一
六
日
間
で
三
、
七
九
五
名
の
利
用
者
が
あ
っ
た
。
利
用

者
の
九
割
以
上
が
到
着
駅
と
な
る
鎌
倉
･
北
鎌
倉
駅
で
の

購
入
者
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も

｢環
境
手
形
が
鎌
倉
へ
の

来
訪
の
動
機
と
な
っ
た
｣
と
答
え
た
人
は
利
用
者
の
約
一

割
と
出
発
点
か
ら
公
共
交
通
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
は
余
り

で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
約
六
割
の
人
が
将
来
、
公
共

交
通
へ
の
転
換
を
促
進
す
る
た
め
に
は

｢J
R
や
小
田
急

と
一
体
と
な
り
自
由
に
乗
り
継
げ
る
き
っ
ぷ
の
充
実
｣
を

あ
げ
て
い
て
、
来
訪
者
が
環
境
手
形
の
実
現
へ
の
期
待
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
実
験
当
日
の
利
用
者

の
反
応
を
見
て
も
取
り
組
み
へ
の
関
心
は
高
く
、
環
境
手

形
が
恒
常
的
な
仕
組
み
と
な
れ
ば
活
用
し
た
い
と
の
声
が

多
く
聞
か
れ
た
。

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
研
究
会
と
鎌
倉
市
で
は
、
本
シ

ス
テ
ム
の
具
体
化
を
目
指
す
こ
と
と
し
、
関
係
者
と
の
調

整
を
進
め
、
平
成
=

年
度
の
総
合
実
験
に
お
い
て
試
行

的
実
験
を
行
っ
た
。

3

鎌
倉
地
域
交
通
円
滑
化
総
合
実
験

(第
三
次
実
験
)

こ
れ
ま
で
の
単
独
実
験
の
成
果
を
踏
ま
え
、
平
成
一
一

年
三

月
の
一
ヵ
月
間
、
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
や
環
境
手
形

な
ど
六
つ
の
施
策
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
的
な
実
験
、

『鎌
倉
地
域
交
通
円
滑
化
総
合
実
験

(以
下
｢総
合
実
験
｣

と
い
う
。)』
を
実
施
し
た

(表
1
、
図
4
参
照
)。

こ
の
総
合
実
験
実
施
の
背
景
と
し
て
は
、
単
独
実
験
の

実
績
の
ほ
か
、
平
成
九
･
一
〇
年
度
の
二
ヵ
年
に
実
施
し

た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
の
交
通
流
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

お
い
て
鎌
倉
の
交
通
混
雑
の
改
善
に
は
、
提
言
に
基
づ
き

｢自
動
車
利
用
の
抑
制
策
｣
と

｢公
共
交
通
の
利
用
促
進

策
｣
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
T
D
M
の
施
策
の
展
開

が
必
要
と
の
結
果
が
得
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
実
験
は
、
平
成
一
一
年
度
か
ら
建
設
省
が

新
た
に
創
設
し
た

『社
会
実
験
の
支
援
制
度
』
の
適
用
を

受
け
て
実
施
し
た
も
の
で
、
建
設
省
道
路
局
の
直
轄
事
業



表 1 総合交通実験の概要

施策名 ･実施日程等 実験の概要等

①

【パーク & レールライド】
(七里ガ浜)
◎11月の土曜 ･日曜のみ
の 9時~ 19時まで

e システム利用者は、 駐車場に車を止め、 江ノ電七

里ガ浜駅でシステム利用料一台当たり1,500円

(5 時間の駐車料金、 七里ガ浜 ~ 鎌倉駅間の江ノ

電及び鎌倉駅~ 北鎌倉駅間の一日フリー乗車券二

人分を含む) を支払い、 乗車券を受け取る。 (協

賛店 ･寺社での特典付き)

@ 同乗者 (3 人目以降) は500円 (小人半額) で同
じ一日フリー乗車券が一人分購入できる。

◎駐車超過料金は30分当たり100円

②

【環境手形】
◎11月の全日
◎土曜 ･日曜 ･祝日は、JR鎌倉駅

及び北鎌倉駅に特設デスクを開
設し販売 (8 時 ~ 15時)

◎特設デスク開設時間外及び平日
は、JR鎌倉駅及び北鎌倉駅のみ
どりの窓口、 江ノ電鎌倉駅、 観
光案内所窓口などで販売

⑭来訪者、 市民を対象に環境手形を販売 (協賛店 ･

寺社での特典付き)
◎A 手形 (JR利用者用 "550円、 江ノ電鎌倉駅 ~ 長

谷駅間十フリー区間のバスが一日乗り降り自由)

をJR鎌倉駅、 北鎌倉駅などで販売

◎ B 手形 (小田急利用者用 :500円、 JR鎌倉駅 ~ 北

鎌倉駅間十フリー区間のバスが一目乗り降り自

由) を小田急各駅などで江の島 ･鎌倉フリーパス

と組み合わせて販売

③

【パーク & バスライド】
[鎌倉霊園、 深沢地域国鉄跡地]
e 11月の土曜 ･日曜のみ
◎ 9時 ~ 17時まで

【鎌倉霊園パーク& バスライド】
◎システム利用者は、 駐車場に車を止め、 八幡宮周

辺までのシャトルバス (ミニバス) が同乗者を含

め利用できる。 (協賛店 ･寺社での特典付き)

◎帰路のみ路線バスが利用できる。 (途中下車はで

きない)

【深沢地域国鉄跡地パーク& バスライド1

@ システム利用者は、 駐車場に車を止め、 市役所ま

でのシャトルバス (ミニバス) が同乗紗者を含め利

用できる。 (協賛店 ･寺社での特典付き)

④

【歩行者尊重道路】
(今小路通り)
◎11月の土曜 ･日曜の内、 4日間

(11月13 ･ 14 ･ 20 ･21日)
◎lo時 ~ 16時まで

◎今小路通りを歩行者尊重道路として、 車両流入抑

制策 (一方通行規制など)、 速度低下策 (ハンプ、
狭窄の設置など) を実施

⑤

【乗合タクシー】
◎11月の土曜 ･日曜 ･祝日のみ
e 10時 ~ 16時まで

◎環境手形、 パーク& ライド利用者を対象に観光地
をめぐる乗合タクシーを連行

◎鎌倉駅西口 ~ 法務局前 ~ 大仏裏~ 鎌倉文学館間を

シャトル連行
◎システム協力金は、1区間100円、2区間以上200円

⑥

【情報提供による車両誘導策】
◎11月の土曜 ･日曜の内、 2日間

(11月27 ･28日)
◎10時 ~ 15時まで

@ 七里ガ浜にて、 駐車場手前で鎌倉駅までの所要時

間 (電車 ･自動車の場合) 等の交通情報を自動車

運転者に提供し、 行動の変化等を把握

e また、 インターネットを活用して所要時間等の情

報提供を行う。

鎌
倉
中
心
部
へ
向
か
う
三
方
向
の
道
路
沿
道
に
駐

車
場
を
確
保
し
、
電
車
ま
た
は
バ
ス
に
乗
り
換
え
て

も
ら
う
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
と
平
成
一
○
年
度
に
実
験

し
た
環
境
手
形
の
実
験
を
行
っ
た
。
実
験
期
間
中
の

五
〇
名
の
協
力
を
得
て
実
施
し
た
。

①

パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
、
環
境
手
形
の
実
験

と
国
か
ら
鎌
倉
市
へ
の
業
務
受
託
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
単
位
の
広
が
り
を
持
っ
て
行
う
複
合

的
な
社
会
実
験
は
、
全
国
的
に
も
初
め
て
の
ケ
ー
ス
で
あ

り
、
実
施
体
制
も
市
ス
タ
ッ
フ
延
べ
一
三
〇
名

(交
通
政

策
課
ス
タ
ッ
フ
を
除
く
)、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
延
べ
四

シ
ス
テ
ム
利
用
者
は
、
環
境
手
形
が
三

月
一
日
か

ら
三
〇
日
ま
で
の
一
ヵ
月
間
で
八
、
三
七
五
名
、
パ

ー
ク
&
ラ
イ
ド
が

一
、
一
二
九
台

･
二
、
八
〇
四
人
、

乗
合
タ
ク
シ
ー
が
一
一
月
の
土
曜
･
日
曜
日
･
祝
日

　　
　

○ タ
日 ク
間 シ
で 1
ノ＼ が

に
な
っ
た
。
今
回
初
め
て
実
験
を
行
っ
た
パ
ー
ク
&

　 　 　 　 　 　　 　 　

　 　　　　　 　　　　　 　　
パーク & バスライド実験 鎌倉中心部へ向かいシャトルバスは好評

& 名 目



　
　
　

園

‘

霊　

パ

休日の鎌倉地域

の交通混雑状況

バ
ス
ラ
イ
ド
で
は
、
利
用
者
か
ら
の
評
価
は
高
か
っ

た
も
の
の
、
駐
車
場
の
位
置
が
分
か
り
ず
ら
か
っ
た

こ
と
、
実
験
期
間
中
は
大
き
な
道
路
混
雑
が
見
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
利
用
者
数
は
伸
び
な
か
っ

た
。こ

れ
ら
の
実
験
結
果
の
評
価
に
は
、
合
わ
せ
て
実

施
し
た
複
数
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
交
通
状
況
調
査
の
結

果
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
パ
ー
ク
&
レ
ー
ル
ラ

イ
ド
や
環
境
手
形
は
、
利
用
者
の
評
価
も
高
く
、
今

後
一
定
の
利
用
が
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
本
格
導

入
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
o

②

歩
行
者
尊
重
道
路
実
験

総
合
実
験
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

｢公
共
交
通
の
利

用
促
進
策
｣
と
の
実
験
に
対
し
て
、
｢自
動
車
利
用

の
抑
制
｣
の
視
点
を
加
え
て
い
る
。
鎌
倉
地
域
内
の

細
街
路

公
っ小
路
通
り
)
地
区
に
お
い
て
自
動
車
の

走
行
環
境
に
抵
抗
を
与
え
、
歩
行
者
優
先
の
道
路
環

境
を
整
え
る

『歩
行
者
尊
重
道
路
』
の
具
体
化
に
向

け
、
新
た
に
地
区
レ
ベ
ル
の
交
通
計
画
に
も
取
り
組

ん
だ
。

取
り
組
み
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民
生
活
等
へ
の
影

響
を
考
慮
し
て
、
計
画
当
初
よ
り
地
元
を
中
心
に
検

討
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
平
成
一
一
年
四
月
に
は
、

直
接
的
な
影
響
を
受
け
る
地
区
の
住
民
や
商
業
者
の

参
画
に
よ
る

『鎌
倉
駅
周
辺
地
区
交
通
計
画
懇
談
会

シャトルバス

図4 総合交通実験の概要
(総合交通実験の範囲)

J R横須賀線



歩行者空間の確保

速度抑制 (イメージハンプ)

(以
下

｢懇
談
会
｣
と
い
う
。)』
を
発
足
し
た
。

懇
談
会
で
は
、
市
民
が
主
体
的
に
取
り
組
め
る
よ

う
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
手
法
を
取
り
入
れ
、
検

討
内
容
を
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
発
行
し
、
地
元
住
民
や

商
業
者
へ
の
積
極
的
な
情
報
提
供
に
努
め
た
。
懇
談

会
で
は
、
六
カ
月
間
、
延
べ
一
一
国
の
検
討
を
経
て
、

将
来
計
画
案
及
び
そ
の
有
効
性
を
確
認
す
る
た
め
の

実
験
計
画
案
を
立
案
し
た

(図
5
参
照
)
。
さ
ら
に
、

　　
　

空

度

一
プ

回

一
く

　
　
　　

実
験
前
の
九
月
に
は

衷
フ小
路
通
り
の
交
通
を
考
え

る
集
い
』
を
開
催
、
こ
の
実
験
計
画
案
を
一
般
の
市

民
に
も
説
明
し
、
そ
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
上
で
実

験
計
画
を
確
定
し
た
。

一
一
月
一
三
･
一
四
･
二
0
･
二
一
日
の
土
曜
･

日
曜
日
、
総
合
実
験
の
一
環
と
し
て
、
歩
行
者
尊
重

道
路
の
社
会
実
験
を
実
施
し
た
。

実
験
で
は
、
｢安
心
し
て
ゆ
っ
く
り
歩
け
る
道
づ

く
る

止
な
す

　　　
　　
　

江ノ島電鉄線

下馬

図 5 歩行者尊重道路実験計画概要

く
り
｣
に
向
け
て
、
連
続
的
な
歩
行
空
間
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
｢通
過
交
通
の
抑
制
｣
や

｢自
動
車

の
速
度
抑
制
｣
の
工
夫
を
施
し
た
。
ま
た
、
交
通
量

の
変
化
や
沿
道
住
民
･
事
業
者
な
ど
の
意
識
を
探
る

た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

こ
の
実
験
結
果
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
分
析
が
必

要
で
あ
る
が
、
交
通
量
が
減
少
し
、
歩
行
者
か
ら
は

｢歩
き
や
す
く
な
っ
た
｣
と
好
評
を
得
た
が
、
ド
ラ

イ
バ
ー
か
ら
は
一
部
区
間
で
行
っ
た
交
通
規
制
に
対

し
て
支
障
が
あ
る
と
い
っ
た
回
答
が
示
さ
れ
た
。

③

情
報
提
供
に
よ
る
車
両
誘
導
実
験

三

月
二
七
･
二
人
日
の
土
･
日
曜
日
、
提
言
に

あ
る

『総
合
的
な
交
通
情
報
の
提
供
』
に
よ
る
自
動

車
流
入
抑
制
や
公
共
交
通
へ
の
転
換
効
果
を
確
認
す

る
た
め
の
第
一
弾
の
実
験
と
し
て
、
地
域
内
の
交
通

情
報
を
ド
ラ
イ
バ
ー
に
提
供
す
る
実
験
を
行
っ
た
。

今
回
は
国
道
一
三
四
号
を
西
側
か
ら
鎌
倉
中
心
部

へ
向
か
う
自
動
車
を
対
象
に
、
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
駐

車
場
手
前
で
鎌
倉
駅
ま
で
の
所
要
時
間

(電
車
･
自

動
車
の
場
合
)
情
報
を
沿
道
看
板
に
よ
り
提
供
し
、

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
ド
ラ
イ
バ
ー
の
行
動
の
変
化
等

を
把
握
し
た
。
所
要
時
間
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
と

す
る
た
め
、
途
中
四
箇
所
で
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を

読
み
取
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
処
理
す

る
形
と
し
た
。

至る大船
JR横須賀線

鎌倉駅 対面通行)



五

鎌
倉
市
に
お
け
る
｢社
会
実
験
｣に
?
い
て

鎌
倉
に
お
け
る
取
り
組
み
の
特
徴
で
あ
る
社
会
実
験
も

平
成
=
年
度
で
三
回
目
と
な
っ
た
が
、
研
究
会
か
ら
提

言
さ
れ
た
施
策
が
社
会
実
験
を
通
じ
て
、
交
通
の
実
態
や

人
々
の
行
動
特
性
に
適
合
す
る
形
に
練
り
直
さ
れ
る
と
と

も
に
、
具
体
化
に
向
け
た
関
係
者
の
広
範
な
合
意
形
成
が市民ボランティアの協力を得て環境手形を販売

図
ら
れ
る
な
ど
、
鎌
倉
に
お
い
て
は
施
策
実
現
へ
の
一
つ

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
理
解
が
得
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
一
方
、

社
会
実
験
が
よ
り
総
合
化
す
る
中
で
、
期
間
を
限
っ
た
実

験
の
広
報
P
R
の
困
難
さ
や
実
験
前
後
の
き
め
細
か
な
市

民
等
へ
の
対
応
の
必
要
性
な
ど
の
課
題
も
浮
き
彫
り
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
施
策
の
具
体
化
に
伴
い
、
施
策
の
実

施
機
関
を
整
え
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
か
ら
、
鎌
倉
に
お
け
る
社
会
実

験
の
効
用
を
整
理
す
る
と
、
①
取
り
組
み
を
社
会
実
験
と

い
う
実
体
験
を
通
じ
て
広
く
周
知
で
き
る
、
②
施
策
の
有

効
性
や
課
題
が
検
証
で
き
る
、
③
市
民
等
か
ら
の
意
見
表

明
の
機
会
を
提
供
で
き
る
、
④
結
果
と
し
て
関
係
者
の
意

識
向
上
と
幅
広
い
層
の
合
意
形
成
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
、
の
四
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

社
会
実
験
と
は
、
実
際
に
体
験
す
る
と
い
う
最
も
説
明

力
の
高
い
方
法
に
よ
っ
て
、
施
策
に
よ
る
様
々
な
方
面
へ

の
影
響
や
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
施
策
そ
の
も
の
が
交

通
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
有
効
性
を
持
つ
も
の
か
ど
う

か
を
市
民
や
社
会
全
体
が
評
価
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト
の
手
法
と
し
て
も
非
常
に

有
効
な
方
法
だ
と
考
え
て
い
る
。

六

今
後
の
取
り
組
み

鎌
倉
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
積
極
的
な
市
民
参
画
に
支
え

ら
れ
て
、
施
策
の
研
究
や
社
会
実
験
の
実
施
な
ど
、
地
域

の
交
通
混
雑
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
き

た
。一

方
、
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
地
域
内
の
交
通
の
状

況
に
も
若
干
の
変
化
が
見
ら
れ
、
入
り
込
み
観
光
客
数
が

減
少
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
平
成
三

年
度
の
総
合

実
験
後
、
商
業
者
か
ら
社
会
実
験
等
の
中
止
の
意
見
や
取

り
組
み
に
対
す
る
疑
問
の
声
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
当
初
想

定
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
も
生
じ
て
い
る
。

鎌
倉
の
地
区
交
通
計
画
の
基
と
な
る
提
言
の
方
針
や
地

区
交
通
計
画
案
は
、
鎌
倉
地
域
の
良
好
な
交
通
環
境
を
生

み
出
し
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ

る
。今

後
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
中
か
ら
よ
り
良
い
交

通
環
境
を
創
造
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
見
出
し
て

い
く
た
め
に
は
、市
民
や
商
業
者
の
理
解
が
必
要
で
あ
り
、

情
報
提
供
や
意
見
交
換
に
努
め
、
市
民
等
と
の
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
を
強
め
て
い
く
と
と
も
に
、
引
き
続
き
社
会
実

験
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

今
後
も
研
究
会
を
核
と
し
て
、
市
民
･
事
業
者
、
関
係

者
の
力
を
結
集
し
、
鎌
倉
の
交
通
環
境
の
改
善
に
向
け
て

実
現
可
能
な
施
策
か
ら
具
体
化
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。



尼
崎
訴
訟
第
一次
…
第
二
次
)第

一
審
判
決
に
つ
い
て

(平
成
惚
年
1
月
釧
目

神
戸
地
方
裁
判
所
)

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

は
じ
め
に

本
訴
訟
は
、
主
と
し
て
尼
崎
市
内
に
居
住
す
る
公
害
健

康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

(参
考
1
)
に
定
め
る

指
定
疾
病

(気
管
支
喘
息
等
)
の
認
定
を
受
け
た
患
者
及

び
そ
の
遺
族
ら
が
、
国
、
阪
神
高
速
道
路
公
団

(以
下

｢国
等
｣
と
い
う
。)
に
対
し
、
設
置
･
管
理
す
る
道
路
を

通
行
す
る
自
動
車
か
ら
の
一
定
値
レ
ベ
ル
を
超
え
た
二
酸

化
窒
素

(以
下
、
｢N
0
2｣

と
い
う
。)、
浮
遊
粒
子
状
物

質

(以
下

｢S
P
M
｣
と
い
う
。)
(参
考
2
)
の
排
出
の

規
制

(差
止
請
求
)
及
び
阪
神
工
業
地
帯
尼
崎
臨
海
地
域

に
お
い
て
操
業
し
て
い
る
企
業
九
社
に
対
し
、
二
酸
化
硫

黄

(以
下

｢S
0
2｣

と
い
う
。)
の
排
出
の
規
制

(差
止

請
求
)
と
と
も
に
損
害
賠
償

(平
成
三

年
二
月
一
七
日

に
企
業
九
社
は
、
和
解
金
二
四
億
二
、
0
0
0
万
円
で
原

名神高速道路

尼崎訴訟路線図 (②及び③は 2階建構造を形成している。)

原告住居地

① 国道2号(大正l5年T2月供用開始)

② 国道43号(昭和45年 3月供用開始)

③

.-

線
始

富
開搦繊範

速
56

高
和職

昭



告
と
和
解
。)
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
論
点
と
問
題
点
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
均
値
)

本
訴
訟
に
お
い
て
国
等
は
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
(N

0

･
二

0
2及
び
S
P
M
)
と
健
康
被
害
と
の
因
果
関
係
は
な

い
こ
と
、
対
象
道
路
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
可
能
な
限

り
の
沿
道
環
境
対
策
を
実
施
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
道

路
の
設
置
及
び
管
理
に
瑕
疵
が
な
い
旨
主
張
し
て
き
た

も
の
で
あ
る

(参
考
3
)。

第
一
審
判
決
は
、
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
午
前
一

〇
時
、
神
戸
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
。

本
判
決
の
主
な
内
容
は
、
従
来
の
道
路
環
境
訴
訟
で
認

容
さ
れ
て
い
た
N
0
2と
健
康
被
害
と
の
因
果
関
係

(西
淀
川
…
N
0
2と
s
0
2

の
相
加
、
川
崎

…
N
0
2単

体
)
を
否
定
し
て
い
る
も
の
の
、

o
s
P
M
単
体
と
健
康
被
害
と
の
因
果
関
係
を
認
め
、

沿
道
五
0
m
以
内
に
居
住
す
る
原
告

(五
〇
名
)
に

対
し
損
害
賠
償
を
認
容
。

②
沿
道
五
0
m
以
内
に
現
在
居
住
す
る
原
告
(二
四
名
)

に
対
し
一
時
間
値
の
一
日
平
均
値
○
･
一
五
肥
/
讃

を
超
え
る
s
P
M
の
排
出
の
差
止
請
求
を
認
容
。

と
い
う
○
及
び
②
共
に
従
来
の
道
路
環
境
訴
訟
の
判

決
で
は
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
認
容
し
た

初
の
判
決
で
あ
り
、
因
果
関
係
等
に
つ
い
て
問
題
点

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
国
等
は
、
二
月
八
日
に
大

阪
高
等
裁
判
所
に
控
訴
を
行
っ
た

(原
告
も
二
月
一

四
日
に
控
訴
)。

本
稿
は
、
本
判
決
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

一

訴
訟
の
経
緯

①
事

件

名

尼
崎
有
害
物
質
排
出
規
制
等
請
求
事

件

②
提
訴
年
月
日

昭
和
六
三
年
一
二
月
二
六
日

(第
一

次
)

平
成
七
年
一
二
月
四
日

(第
二
次
)

③
原

告

尼
崎
市
居
住
の
公
健
法
認
定
患
者
及

び
そ
の
遺
族

提
訴
時

四
九
人
名

(第
一
次
四

人
三
名
、
第
二
次
一
五
名
)

判
決
時

四
〇
一
名

(第
一
次
三

八
六
名
、
第
二
次
一
五
名
)

④
被

告

国
･
阪
神
高
速
道
路
公
団

(企
業
九
社
に
つ
い
て
は
、
平
成
=

′
年
二
月
一
七
日
に
二
四
億
二
、
0
0

0
万
円
で
和
解
)

⑮
対
象
道
路

一
般
国
道
二
号
、
同
四
三
号
及
び
阪

神
高
速
大
阪
西
宮
線

◎
請
求
内
容

(国
等
に
つ
い
て
)

①

環
境
基
準

(旧
環
境
基
準
値
)
を
超
え
る
排
ガ
ス

の
差
止

N
o
"

o
,
o
二
宴

-
時
間
値
の
-
日
平
均

値
)

S
P
M
…
○
･
一
〇
贈
/
讃

(
一
時
間
値
の
一
日

○
･
二
〇
肥
/
om
(
一
時
間
値
)

②

損
害
賠
償

(判
決
時
)

九
二
億
七
、
0
0
0
万
円
(第
一
次
八
八
億
九
、

八
〇
〇
万
円
、
第
二
次
三
億
七
、
二
〇
〇
万
円
)

二

第
一審
判
決
の
要
旨

(平
成
三
一年

一
月
三
一
日
判
決
、
神
戸
地
方
裁
判
所
)

①

差
止
請
求

↓

一
部
認
容

･
国
道
四
三
号
の
沿
道
五
0
m
以
内
に
現
在
居
住
し

て
い
る
二
四
名
に
、
一
時
間
値
の
一
日
平
均
値

○
･
一
五
唯
/
“m
を
超
え
る
s
P
M
の
排
出
を
差

し
止
め
る
不
作
為
請
求
権
を
認
容
。

･
道
路
管
理
者
で
あ
る
国
等
は
、
道
路
の
供
用
に
よ

っ
て
当
該
数
値
を
超
え
る
大
気
汚
染
を
形
成
し
て

は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
。

②

損
害
賠
償
請
求

↓

一
部
認
容

･
国
道
四
三
号
の
沿
道
五
0
m
以
内
に
居
住
又
は
通

勤
す
る
公
健
法
認
定
患
者
五
〇
名

(昭
和
四
五
年

三
月
以
降
居
住
し
て
い
た
原
告
を
含
む
)
に
つ
い

て
、
国
道
四
三
号
が
全
面
供
用
さ
れ
た
昭
和
四
五

年
三
月
以
降
現
在
ま
で
、
現
在
進
行
形
の
形
で
s

P
M
と
気
管
支
喘
息
の
発
症
･
増
悪
と
の
因
果
関

係
を
認
め
、
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
よ
る

損
害
賠
償
金
二
億
一
、
一
人
三
万
円
を
認
容
。

a

損
害
賠
償
金
の
分
担



国

↓

一
億
二
、
二
二
二
万
円

(単
独

債
務
)

(国
道
四
三
号
を
全
面
供
用
し
た
昭
和
四
五

年
三
月
か
ら
昭
和
五
六
年
五
月
ま
で
)

国
等

↓

八
、
九
六
一
万
円
(連
帯
債
務
)

(国
道
四
三
号
と
阪
神
高
速
大
阪
西
宮
線
が

二
階
建
構
造
の
道
路
を
形
成
し
た
昭
和
五
六

年
六
月
か
ら
現
在
ま
で
)

b

他
の
原
告
三
二
九
名
に
つ
い
て
は
棄
却

c

国
道
二
号
に
つ
い
て
は
棄
却

三

本
判
決
の
問
題
点

O
S
P
M
と
健
康
被
害
と
の
法
的
因
果
関
係
に
つ
い
て

･
S
P
M
と
健
康
被
害
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
多
数

の
疫
学
調
査
を
比
較
考
量
す
る
こ
と
な
く

｢千
葉
大

調
査
｣
(参
考
4
)
の
結
論
を
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
判

断
材
料
と
し
て
肯
定
し
て
お
り
、
客
観
的
根
拠
を
欠

い
て
い
る
。

･
S
P
M

(特
に
自
動
車
排
気
微
粒
子
)
と
健
康
被
害

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
内
外
の
専
門
家
の
間

で
よ
う
や
く
研
究
が
開
始
さ
れ
た
段
階
で
あ
り
、
十

分
な
知
見
が
な
い
状
況
で
あ
る
。

②
S
P
M
の
差
止
請
求
に
つ
い
て

･
差
止
の
根
拠
と
な
る
○
･
一
五
贈
/
讃
と
い
う
s
P

M
の
濃
度
が
、
差
し
迫
っ
た
危
険
の
有
無
を
論
ず
る

こ
と
な
く
、
｢千
葉
大
調
査
｣
に
よ
る
健
康
被
害
を

も
た
ら
す
蓋
燃
性
の
高
い
濃
度
で
あ
っ
た
と
い
う
理

由
の
み
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、客
観
的
根
拠
が
な
い
。

･
S
P
M
は
自
動
車
排
気
微
小
粒
子
の
み
な
ら
ず
、
土

壌
や
海
塩
粒
子
の
よ
う
な
粗
大
粒
子
も
含
ま
れ
、
こ

れ
ら
の
構
成
割
合
が
分
か
ら
な
い
中
で
、
道
路
管
理

者
で
あ
る
国
等
に
、
S
P
M
の
濃
度
を
一
時
間
値
の

一
日
平
均
値
○
･
一
五
雌
/
話
以
下
に
抑
制
せ
よ
と

命
じ
る
の
は
不
可
能
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。

･
尼
崎
市
内
で
測
定
さ
れ
た
S
P
M
の
濃
度
は
○
･
一

五
喀
/
讃
を
超
え
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ

も
そ
も
差
止
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
。

③
道
路
管
理
者
へ
の
差
止
請
求
に
つ
い
て

･
交
通
規
制
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
国
等
で
実
施
で

き
る
と
し
て
い
る

(参
考
5
)
が
、
国
等
の
行
政
権

限

(道
路
設
置
･
管
理
の
範
囲
)
を
超
え
た
も
の
で

あ
る
。

四

今
後
の
対
応

上
記
の
通
り
、
本
判
決
に
つ
い
て
、

①
医
学
的
に
十
分
な
知
見
が
な
い
中
で
、
S
P
M
と
健

康
被
害
と
の
因
果
関
係
が
認
容
さ
れ
た
こ
と

②
s
P
M
の
排
出
差
止
が
一
部
認
容
さ
れ
た
こ
と

な
ど
問
題
点
が
あ
り
、
被
告
国
等
は
平
成
三
一年
二
月
八

日
に
訴
訟
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(な
お
、
原
告
は
平
成
三
一年
二
月
一
四
日
に
控
訴
し
た
。)

健康被害者に対する補償給付等を行うものである。　
　
　

　

闇

な

　

　

　

健

月

て

、

3

つ

り

年

行

よ

3

を

(平成10年 3月末現在認定患者数 全国67,602名、 尼崎市3,584名)

参考 2 浮遊粒子状物質 (S P M )

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、 粒径が10“ m 以下の粒子をいう。 これらの物質が肺や気管支

に沈着し、 気管支喘息などを発症 ･増悪させるおそれがあるといわれている。 なお、 近年この中でも

その粒径が2.5“ m 以下の微小なもの (ディーゼル排気微粒子 (D E P ) など人為的発生源由来粒子の

寄与が大きいことから国内外で注目されている。) が、 健康への影響があるとの説もある。

昭和63年 3月以降は、 大気汚染による新たな健康への影響はないものとの判断から以後新規の患

考 1 公害健康被害の補償等に関する法律

公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため昭和44年から施行され、 健康被害者の保護に大

な役割を果たしてきた。
本制度は、 民事上の損害賠償責任を踏まえ、 行政的な判断も加味し、 汚染物質の排出原因の費用

役

制

に

和

定

な

本

担

昭

認

き

負

者

道ガテセ 2000,4 3 7



参考 3

原告の主張 被告の主張

【因果関係について】
･大気汚染 (N 0 2及びS P M ) と呼吸器疾患との因果
関係は、 疫学的に証明されている。

･これら汚染物質は、道路を走行する自動車によって
もたらされている。

･大気汚染物質と健康影響の疫学的因果関係は、 認め
られていない。
(内外の知見を集約した中央公害対策審議会61年報

告)
･疫学調査は具体の損害賠償訴訟における個別因果関
係を立証するものではない。

･因果関係は、原告が個々の症状等に即して個別臨床
により立証されるべき。

【損害賠償責任について】
･道路管理者による十分な沿道環境対策等が講じられ
なかった結果、 呼吸器疾患が発したものであり、道
路の設置、管理に瑕疵があった。

･道路管理者は、これまで可能な限りの沿道環境対策

等を実施してきた。
･ N 0 2、 S P M と本件疾病との因果関係は明確でなく、
損害の予見可能性及び回避可能性はなかった。

【公健法の患者認定と民事上被害者との関係について】
･公健法の認定患者であることは、道路を走行する自
動車から排出された大気汚染物質によって罹患した
ことを証明し、 法的因果関係を認定する上で極めて
重要な事実である。

･公健法による認定は、制度的割り切りによって指定

疾病の発症を認める行政的措置であり、民事訴訟に

おける個別の因果関係を明らかにするものではな
し＼。

【差止請求について】
･原告等の健康の回復、維持のため環境基準を超える
排出の差し止めを求める。

･差し止めの具体的方法、 内容が特定されておらず、
履行したかしないかの判断が不可能であることか

ら、差し止め請求自体が不適法である。

参考 4 千葉県幹線道路沿道学童調査 (千葉大調査)

調査概要

a 期 間:平成4 年度 ~ 平成6年度 (3ヶ年)

b 対象地域 :千葉県全域 (沿道部、ヲ臼倉道部、田園部の3つの領域に分類)

c 調査目的:自動車交通量の増加に伴う幹線道路沿道地区の大気汚染が学童の呼吸器症状(特に気管

支喘息)にいかなる影響を与えるかを調査 (質問票による呼吸器症状の調査とそれらの追跡

調査)

参考 5 判決本文 (P 283 ~ P 284)

被告らは、 道路管理者の法令上の権限に照らして、 被告ら道路管理者が単独で大気汚染対策として

行い得る事柄が道路構造の改善や道路整備等に限られるとし、 車線制限及び大型車の通行規制といっ

た大幅な交通量削減措置が不可能であり、 本件沿道汚染による健康被害を回避することができなかっ

た旨の主張をしているが、 右のような大幅な交通量削減措置が被告ら道路管理者の権限において行う

ことができないと鰭すべき法令上の根拠は見い出し難いところである。

仮に、道路交通に関する規制権限が被告ら道路管理者以外の都道府県知事や都道府県公安委員会等

の他の行政主体にも帰属しており、 ある種の交通量削減措置には道路管理者と他の行政主体との協力

関係が必要となる場面があるとしても、 行政内部の事物管轄の区分を理由として営造物の設置又は管

理の瑕疵の不存在の主張が許されるのかどうかは大きな疑問である (最高裁判所昭和50年 7月25日判

例時報791号21頁参照)。 なぜなら、 国道43号線及び大阪西宮線に関する供用関連瑕疵に基づく賠償責

任は、 国賠法一条の責任とは異なり、 道路管理者の義務違反が存在することによって発生する責任で

はなく、 道路管理者の法令上の権限が適正に行使されたかされなかったかを論じる意味はないのであ

って、 ただ、 行政全体として、 当該営造物が現実にもたらした損害の発生を未然に防止するのが不可

能であったという意味で回避可能性が存在しなかった場合には、 いわば不可抗力による免責が認めら

れるが、 このような免責事由の存否を検討する際には、 道路管理者が単独で有する法令上の権限だけ

に焦点を絞って回避可能性の有無を論じるわけにはいかないからである。



一

は
じ
め
に

○

道
路
の
意
義

夜
中
に
な
る
と
、
こ
う
こ
う
と
照
ら
さ
れ
る
ラ
イ
ト
の

下
、
作
業
員
の
方
々
が
道
路
を
舗
装
し
て
い
る
姿
を
よ
く

見
か
け
る
。
そ
ん
な
と
き
は
交
通
渋
滞
に
イ
ラ
イ
ラ
し
つ

つ
も
、
あ
ら
た
め
て
道
路
の
大
切
さ
を
感
じ
た
り
す
る
。

た
だ
、
普
段
見
か
け
る
道
路
工
事
は
道
路
そ
の
も
の
を
整

備
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
も
の
も
多
い
。
路
面
下
の

大
規
模
な
地
下
鉄
の
建
設
、
水
道
管
等
の
埋
設
が
そ
れ
ら

の
例
で
あ
る
。
道
路
の
下
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
一
般
公
衆
の
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て

い
る
道
路
は
、
そ
の
本
来
的
な
通
行
機
能
の
み
な
ら
ず
、

防
災
･
通
信
の
観
点
か
ら
も
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
公
共

施
設
と
し
て
の
機
能
を
併
せ
持
つ
の
で
あ
る
。

⑭

公
物
と
し
て
の
道
路

そ
の
公
共
性
の
高
さ
か
ら
、
道
路
の
管
理
は
国
や
地
方

自
治
体
等
の
公
的
主
体
が
そ
の
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ

り
、
我
が
国
の
公
物
管
理
法
と
し
て
代
表
的
な
｢道
路
法
｣

は
そ
の
基
本
法
と
し
て
、
公
的
主
体
に
よ
る
道
路
管
理
に

つ
い
て
諾
々
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
道
路
法
上
の
道
路

(高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
市

町
村
道
)
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
全
て
こ
の
道
路
法
の

規
定
に
基
づ
い
て
整
備
さ
れ
た
後
、
一
般
に
供
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
我
々
が
普
段
何
気
な
く
通
行
し

て
い
る
道
路
に
は
、
み
な
と
み
ら
い
れ
に
あ
る
臨
港
道
路

(港
湾
法
に
基
づ
く
も
の
)
や
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク

(道

路
運
送
法
に
基
づ
く
自
動
車
道
)
な
ど
の
、
道
路
法
の
い

う
道
路
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
も
多
く
存
在
す
る
。
こ

れ
ら
は
、
道
路
法
の
道
路
と
相
ま
っ
て
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
統
一
的
な
整
備
や
管

理
が
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

③

道
路
法
制

道
路
が
現
在
の
よ
う
な
整
備
体
系
に
な
る
ま
で
に
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
法
制
度
の
発
展
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
道
路
法
を
初
め
と
す
る
道
路
に
関
す
る
法
制
が
近
代

ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
背

景
に
目
を
向
け
つ
つ
言
及
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、

道
路
関
係
の
法
令
の
制
定
･
改
廃
は
実
に
多
く
、
内
容
の

重
要
性
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
を
記
述
す
る
の
は
困
難
を
極

め
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
現
在
の
道
路
制
度
を
根
幹
か

ら
支
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
法
令
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら

の
法
令
の
制
定
･
改
廃
の
背
景
に
言
及
し
つ
つ
、
道
路
法

制
を
概
観
し
て
み
た
い
。

道
路
が
歩
ん
だ
法
の
道
の
り
ぞ
の
1
)

j
道
路
管
理
の
基
本
法
の
誕
生
と
そ
の
変
遷
;道

路
局
路
政
課

大
井

裕
子



二

旧
道
路
法

(大
正
八
年
法
律
第
五
八
号
)

○

難
産
だ
っ
た
旧
道
路
法

明
治
期
の
道
路
行
政
は
、
断
片
的
な
基
本
法
規
及
び
附

属
法
規
並
び
に
旧
慣
に
よ
っ
て
い
た

(資
料
1
)
。
し
か

し
、
明
治
政
府
は
、
近
代
的
法
治
国
家
と
し
て
の
体
制
を

整
備
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
道
路
整
備
を
推
進
し
、
そ
れ

に
よ
り
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
資
本
主
義
経
済
と
商
品
市

場
の
発
展
に
伴
う
自
動
車
輸
送
の
需
要
の
増
大
に
対
応
す

る
た
め
に
、
包
括
的
か
つ
統
一
的
な
道
路
法
を
制
定
す
る

必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。

か
か
る
認
識
の
も
と
、
明
治
政
府
は
、
ま
ず
明
治
二
一

年
に
｢公
共
道
路
条
例
｣
及
び
｢街
路
新
設
条
例
｣
の
二

案
を
作
成
し
た
が
廃
案
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
二
三
年
両

案
を
合
併
し
た

｢道
路
法
案
｣
が
閣
議
に
提
出
さ
れ
、
同

二
九
年
帝
国
議
会
に
提
案
さ
れ
た
が
、
委
任
命
令
で
規
定

す
べ
き
条
文
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
否
決
に
終
わ
っ

た
。
以
後
、
審
議
、
土
木
学
会
へ
の
諮
問
、
修
正
を
繰
り

返
し
、
よ
う
や
く
大
正
八
年
に
旧
道
路
法
の
成
立
を
み
る

こ
と
と
な
っ
た
。

明
治
二
一
年
の
最
初
の
立
案
以
来
、
実
に
三
〇
年
を
経

過
し
た
後
の
制
定
で
あ
っ
た
。

②

鉄
道
輸
送
と
の
関
係

道
路
法
の
成
立
に
多
大
な
時
間
が
費
や
さ
れ
た
の
に

は
、
道
路
と
同
様
に
公
共
の
交
通
の
用
に
供
さ
れ
る
鉄
道

の
台
頭
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

鎖
国
時
代
の
終
焉
と
と
も
に
文
明
開
化
の
時
代
に
な
る

と
、馬
車
そ
の
他
の
車
輪
交
通
が
急
速
に
普
及
し
て
き
た
。

明
治
五
年
に
は
、
馬
車
輸
送
が
開
始
さ
れ
、
内
国
通
運
会

社
な
い
し
は
陸
運
元
会
社
が
政
府
の
保
護
の
も
と
で
全
国

的
な
輸
送
網
の
再
編
に
乗
り
出
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
欧
米
諸
国
と
異
な
り
、
日
本
は
産
業

革
命
を
一
挙
に
経
験
し
た
た
め
、
馬
車
輸
送
と
鉄
道
輸
送

の
発
展
の
時
期
が
同
時
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
は
ま
さ
し

く
新
橋
･
横
浜
間
の
鉄
道
が
開
通
し
た
年
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
当
該
区
間
の
鉄
道
延
長
は
わ
ず
か
二
九
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
以
後
鉄
道
の
整
備
は
着
実

に
遂
行
さ
れ
、
明
治
の
末
に
は
七
、
0
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
を
上
回
る
鉄
道
延
長
に
及
ぶ
な
ど
、
急
速
な
発
展
を
み

せ
た
。
ま
た
、
政
府
は
明
治
三
九
年
に
鉄
道
国
有
法
を
制

定
し
、
法
制
度
面
も
整
備
さ
れ
、
統
一
的
な
鉄
道
輸
送
政

策
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
鉄
道
は
、

圧
倒
的
な
輸
送
能
力
の
み
な
ら
ず
、
速
さ
も
兼
ね
備
え
た

輸
送
手
段
と
し
て
、
強
力
に
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。

一
方
の
道
路
輸
送
に
つ
い
て
、
後
の
現
行
道
路
法
案
を

提
出
し
た
当
時
の
田
中
角
栄
建
設
委
員
は
、
新
道
路
法
案

の
審
議

(建
設
委
員
会
･
運
輸
委
員
会
連
合
審
査
会
昭
和

二
七
年
四
月
二
三
日
)
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
答
弁
し

･明治 5年太政官布告第325号 道路の清掃その他の維持に関する法規

で、 最寄の町村が 3箇月に一度は必ず掃除をすること、 田畑の耕作の

ため道路を削って並木に支障を及ぼすような所業をさせないこと等を

定めている。
･明治 6年太政官布告第146号 並木の伐採は、 大蔵省において実況を

検査し、 田畑の障害になる場合でなければ許さないこと等を定めてい

る。
･同年太政官達第412号 里程標について ｢…左ノ方法ヲ持テ精ク取調

且里程仮標ヲ取建之ヲ書画面ニ記入シ来明治 7年 3月31日眼大蔵省へ

可差出此旨相達候事｣ として、 里程の取調の方法 (測器は麻縄又は鎖

を用いる。)、 里程標の位置及び記載方法 (東京は日本橋、 京都は三条

橋の中央を起程の元標とする。)、 地図製造の方法等を定めている。
･同年大蔵省番外達河港道路修築規則
｢…東海中山陸羽道ノ如キ全国ノ大経脈ヲ通スル者ヲ一等道路トス…｣

として、 一等道路、 三等道路及び三等道路の種別を定め、 更正修繕の

工事は地方官が施行すること、 官と地元との費用負担の割合等につい

て定めており、 近代的な道路行政の端緒を開いたものである。
･明治 9年太政官達第60号 右の河港道路修築規則の道路の等級を廃
し、 新たに、 国道、 県道及び里道の別を定め、 それぞれ、 一等から三

等までに区分するものとし、 又それぞれについて幅員の基準を定めて

いる。 ちなみに、 一等国道は東京より各開港場に至る道路で幅員の基

準は 7間 (約13メートル) である。
･明治l8年太政官達第1号 右の太政官達をさらに改め、 国道について

等級を廃し、 幅員は ｢道敷 4 間以上並木敷≧暴抜敷ヲ合セテ 3問以上総

テ 7 間ヨリ狭少ナラサルモノトス｣ としている。
･明治20年勅令第28号 ｢東京ヨリ鎮守府ニ達スル道路及ビ鎮守府ト鎖

台ト拘併スル道路ノ、自今国道ニ編入ス｣ としている。



て
い
る
。

｢そ
の
当
時

(旧
道
路
法
制
定
当
時
)
は
、
日
本

の
道
路
は
歩
く
こ
と
が
主
眼
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
馬
車
に
な
り
、
自
転
車
に
な
り
、
オ
ー
ト
バ
イ

に
な
り
、
自
動
車
に
な
り
、
今

(新
道
路
法
制
定
当

時
)
は
重
装
備
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
時
代
で
あ
り

ま
す
｣

こ
の
言
か
ら
、
道
路
輸
送
は
、
鉄
道
の
輸
送
手
段
と
し

て
の
優
位
性
に
は
太
刀
打
ち
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た

と
い
え
る
。
当
時
は
、
長
距
離
輸
送
の
面
で
、
道
路
は
鉄

道
の
補
助
的
輸
送
手
段
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
統
一
的

な
法
制
度
化
に
向
け
て
も
鉄
道
と
は
い
く
ら
か
の
温
度
差

が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

③

旧
道
路
法
の
ポ
イ
ン
ト

旧
道
路
法
で
は
、
道
路
及
び
道
路
付
属
物
の
定
義
、
道

路
の
種
類
、
等
級
、
路
線
の
認
定
基
準
、
管
理
、
費
用
負

担
、
監
督
等
に
わ
た
っ
て
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
以
下
に

旧
道
路
法
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
る
。

･
道
路
及
び
道
路
付
属
物

道
路
及
び
道
路
付
属
物
の
定
義
を
明
確
化
し
た
。

現
行
道
路
法
第
二
条
に
お
い
て
、
同
様
に
道
路
本
体

と
道
路
付
属
物
の
定
義
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の

中
で

｢橋
、
渡
船
施
設
｣
は
道
路
本
体
と
し
て
い
る

一
方
、
旧
道
路
法
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
は
附
属
物
と

し
て
い
た
。

道
路
を
接
続
す
る
橋
梁
及
び
渡
船
施
設
は
い
ず
れ

も
道
路
の
効
用
を
全
う
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
道

血
管
ノ
如
キ
モ
ノ
デ
ア
ッ
テ
、
其
間
二
節
ガ
ア
ル
ト

路
と
同
様
の
扱
い
を
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
。
し
か

力
、
或
ハ
流
通
ヲ
妨
ゲ
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ト
カ
イ
ウ
ヤ

し
な
が
ら
、
旧
道
路
法
は
土
地
及
び
そ
れ
に
定
着
す

る
設
備
を
道
路
と
観
念
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
土
地
に

定
着
す
る
も
の
で
な
い
施
設
の
部
分
は
、
道
路
本
体

で
は
な
く
、
道
路
と
一
体
を
な
し
て
一
つ
の
交
通
設

備
を
構
成
す
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

･
道
路
の
種
類

道
路
の
法
律
上
の
性
格
を
明
確
に
し
、
行
政
庁
が

道
路
と
認
定
し
た
道
路
は
す
べ
て
国
の
造
営
物
と
し

た
。
道
路
の
種
類
は
国
道
、
府
県
道
、
都
道
、
市
道

及
び
町
村
道
の
五
種
と
し
た

(郡
道
は
郡
制
の
廃
止

に
伴
い
、
大
正
三

年
か
ら
廃
止
さ
れ
た
)。
国
道
か

ら
町
村
道
ま
で
の
す
べ
て
の
道
路
は
国
の
営
造
物
と

さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
管
理
は
国
の
機
関
と
し
て
行
な
う

こ
と
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
帝
国
議

会
の
道
路
法
案
委
員
会
(大
正
八
年
二
月
八
日
)
に
お

い
て
、
政
府
委
員
は
以
下
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。

｢大
正
二
年
二
於
ケ
ル
第
三
回
万
国
道
路
会
議
二

於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
参
列
各
国
ノ
代
表
委
員
ノ
大
多
数

は
、
道
路
ノ
管
理
庁
ハ
、
矢
張
之
ヲ
国
ノ
管
理
庁
ト

為
ス
ニ
付
テ
、
大
体
二
於
テ
意
見
ガ
一
致
シ
タ
ノ
デ

ア
リ
マ
ス
。
併
シ
、
英
国
ノ
ミ
ハ
従
来
ノ
沿
革
ヨ
リ

シ
テ
除
外
例
ヲ
要
求
シ
タ
イ
ヨ
ウ
ナ
事
ガ
ア
リ
マ
ス

ガ
、
兎
ニ
角
道
路
ノ
ヨ
ウ
ナ
脈
絡
相
通
ジ
テ
普
遍
的

ノ
交
通
機
関
デ
ア
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
、
恰
モ
人
体
ノ

カ
、
或
ハ
流
通
ヲ
妨
ゲ
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ト
カ
イ
ウ
ヤ

フ
ナ
事
ハ
最
モ
嫌
フ
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ

イ
フ
モ
ノ
ラ
避
ケ
ル
ト
イ
フ
為
メ
ニ
ハ
、
矢
張
高
処

大
処
ヨ
リ
之
ヲ
達
観
シ
テ
管
理
ス
ル
ガ
宜
カ
ラ
ウ
ト

イ
フ
ウ
ヤ
ウ
ナ
訳
合
デ
、
万
国
道
路
会
議
二
於
テ
モ

道
路
管
理
ノ
行
政
庁
ハ
、
出
来
ル
ダ
ケ
管
理
区
域
ヲ

広
ク
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
イ
フ
ヤ
ウ
ナ
議
決
ラ
シ
タ
例

モ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。｣

個
別
の
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
道
路

を
整
備
し
た
の
で
は
、
行
政
の
効
率
が
図
れ
な
い
と

の
判
断
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

･
路
線
認
定
の
基
準

国
道
は
、
東
京
か
ら
神
宮
、
府
県
庁
所
在
地
、
師

団
司
令
部
所
在
地
、
鎮
守
府
在
所
又
は
枢
要
の
開
港

に
達
す
る
路
線
及
び
主
と
し
て
軍
事
の
目
的
を
有
す

る
路
線
と
さ
れ
た
。
前
者
は
、
当
時
既
に
国
道
と
し

て
存
在
す
る
も
の
を
改
め
て
指
定
し
、
後
者
は
そ
れ

以
外
に
、
軍
事
政
策
上
重
要
な
も
の
に
限
り
国
道
と

し
て
重
点
的
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
指
定

す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

･
費
用
負
担

府
県
道
、
市
町
村
道
の
管
理
費
用
は
、
す
べ
て
都

道
府
県
、市
町
村
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
道
路
管
理
者
が
統
括
す
る
地
方
公
共
団

体
が
負
担
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、



特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
府
県
道
以
下
の
道

路
の
新
設
又
は
改
築
に
は
国
庫
補
助
が
あ
っ
た
。

一
方
、
国
道
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
国
道
の

新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
は
全
額
国
庫
の
負
担

と
さ
れ
た
。

①
軍
事
目
的
の
国
道

②
そ
の
他
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
国
道

③
主
務
大
臣
が
工
事
を
行
う
楊
合
の
国
道

ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
の
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に

要
す
る
費
用
は
、
二
分
の
一
の
国
庫
負
担
で
あ
っ
た
。

路
線
認
定
と
費
用
負
担
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
資
料

と
し
て
、
帝
国
議
会
の
道
路
法
案
委
員
会
(大
正
八
年
二

月
八
日
)
に
お
い
て
政
府
委
員
が
、
路
線
認
定
の
範
囲
の

方
針
に
つ
い
て
言
及
し
た
答
弁
を
掲
げ
て
お
く
。

｢国
道
ノ
路
線
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
第
十
条
二

｢東
京
市
ヨ
リ
神
宮
府
県
庁
所
在
地
師
団
司
令
部
所

在
地
鎮
守
府
又
ハ
枢
要
ノ
開
港
ニ
達
ス
ル
路
線
｣
ト

シ
テ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
今
日
マ
デ
国
道
ト
シ
テ
存
在

シ
テ
居
ル
モ
ノ
ラ
、
事
実
ニ
於
テ
認
定
ス
ル
事
ニ
ナ

ラ
ウ
ト
思
イ
マ
ス
、
大
ナ
ル
変
化
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ

マ
ス
、
次
二
｢主
ト
シ
テ
軍
事
ノ
目
的
ヲ
有
ス
ル
路

線
｣
ト
イ
フ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
ハ
方
面
ヨ
リ

見
マ
ス
レ
バ
、
格
別
重
要
デ
ナ
イ
ガ
、
軍
事
上
ノ
見

地
ヨ
リ
ス
レ
バ
、
是
非
共
国
道
ト
シ
テ
経
営
シ
テ
行

カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
イ
フ
ヤ
ウ
ナ
路
線
ヲ
指
ス
モ

ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、現
二
斬
ウ
イ
フ
種
類
ノ
道
路
ハ
、

内
務
大
臣
ガ
指
定
シ
テ
、
其
新
設
、
改
築
二
要
ス
ル

費
用
ハ
国
庫
ノ
負
担
ト
ス
ル
ト
イ
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ

モ
ナ
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
シ
カ
シ
テ
其
認
定

ノ
方
針
ヲ
申
シ
マ
ス
ル
ト
、
是
ハ
唯
今
ノ
ト
コ
ロ
ド

ノ
路
線
ハ
十
条
第
二
項
ノ
路
線
ト
シ
テ
認
定
ス
ル
カ

ト
イ
フ
コ
ト
ハ
決
ツ
テ
ハ
居
り
マ
セ
ヌ
ガ
、
何
し
道

路
法
実
施
ノ
暁
ニ
ハ
、
各
種
ノ
専
門
家
等
ノ
会
議
ヲ

催
シ
マ
シ
テ
、
其
等
二
諮
問
ラ
シ
テ
、
サ
ウ
イ
フ
事

ハ
決
メ
ル
コ
ト
ニ
ナ
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
｣

の

中
央
集
権
的
･
軍
事
的

こ
の
よ
う
に
、
旧
道
路
法
の
個
々
の
規
定
を
見
る
と
、

極
め
て
中
央
集
権
的
、
軍
事
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
旧
道
路
法
に
規
定
さ
れ
た
道

路
及
び
道
路
付
属
物
の
定
義
、
道
路
の
種
類
、
等
級
、
路

線
の
認
定
基
準
、
管
理
、
費
用
負
担
、
監
督
等
の
制
度
は
、

道
路
を
公
物
と
し
て
管
理
す
る
上
で
必
要
な
法
規
範
を
網

羅
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
律
が
昭
和
二
七
年
の
現
行

道
路
法
制
定
ま
で
、
以
降
三
〇
余
年
に
わ
た
り
道
路
行
政

の
基
本
法
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
旧
道
路
法
が
う
ち
た
て
た
法
体
系
は
、
そ
の

規
範
の
網
羅
性
か
ら
、
現
行
道
路
法
に
お
い
て
も
色
濃
く

受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
旧
道
路
法
は
、
そ
の
法
体
系
と
し
て
の
網
羅

姓
と
は
裏
腹
に
、
実
際
の
道
路
整
備
に
関
し
て
は
、
大
正

一
二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
緊
縮
財
政
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
財
政
的
な
裏
打
ち
に
欠
け
、
そ
の

機
能
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

三

道
路
の
修
繕
に
関
す
る
法
律

(昭
和
二
三
年
法
律
第
二
八
二
号
)

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
、
道
路
の
修
繕
に
関
す
る
法

律
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
当
時
認
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
道
路
修
繕
費
の
国
庫
補
助
を
可
能
と
す
る
と
と

も
に
、
当
時
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

国
道
の
修
繕
を
、
国
自
ら
が
直
轄
工
事
と
し
て
行
う
こ
と

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
維
持
修
繕
等
は
お
し
な
べ
て
地
方

公
共
団
体
の
負
担
だ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
法
は
当

時
と
す
れ
ば
画
期
的
な
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
法
の
制
定
に
至
っ
た
背
景
は
以
下
の
二
点

で
あ
る
。

一
つ
は
、
戦
争
中
に
酷
使
し
た
こ
と
に
よ
る
道
路
の
損

傷
が
、
交
通
輸
送
に
深
刻
な
支
障
と
な
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
地
方
財
政
面
か
ら
は
地
方
に
の
み
早
急
な
修

繕
を
強
い
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
こ
と
、

も
う
一
つ
は
、
G
H
Q

(連
合
軍
総
司
令
部
)
に
よ
り

道
路
の
修
繕
等
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
こ
と

(G

H
Q
か
ら
日
本
政
府
に
対
し
て
、
昭
和
二
七
年
ま
で
の
日

本
の
道
路
網
及
び
街
路
網
の
維
持
修
繕
五
ヶ
年
計
画
を
速

や
か
に
策
定
し
、
C
T
S

(G
H
Q
民
間
運
輸
部
)
に
提

出
し
、
道
路
の
維
持
修
繕
に
全
力
を
あ
げ
る
こ
と
を
要
求

(資
料
2
))
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
律
は
わ
ず
か
二
条
か
ら
な
る
が
、
法
律
制
定
後



資料2 道路修理維持 5箇年計画に関する連合軍総司令部覚書

軍事郵便局番号 500
副官部 6日 (1948年11月22日) 民間運輸部所管
総司令官指令 1943 1948年11月27日

1 参照 1945年 9月15日付の ｢非軍用工場での生産｣ に関する日本政府に対する連合軍総
司令官の覚書。

2 上記覚書においては、 日本政府が、 入手可能な供給品の公正な分配の確保 (3b項)、 国
民の平和的なもっともな要求が満たされるように日本経済を復興すること (3d項)、 そし
て連合軍総司令官の指令の範囲内において、 鉄道、 道路及び沿海海運の操業、 維持及び修
理に必要な物資の生産を推進すること (4g項) が要求されている。

3 日本の道路網は、 適切な維持、 修繕が欠けているため、 国民の平和的なもっともな要求
が満たされるような日本経済の復興の障害となっている。 もしこのような道路の劣悪な状
態が改善されずに続くと臼本国民は間もなく貴重な資源の一つを奪われることになるであ
ろう。

4 道路の広域にわたる建設、 維持及び修繕は、 もはや占領軍の要求として調達機械や指令
書により遂行されるのではなく、日本の公共事業計画の一環として遂行されるべきである。

5 既存の道路網を機能させるため、 日本政府は、 この道路網を通常の耐用年数の期間を保
つための対策を樹て、 実行するに有効な国、 都道府県及び市町村の活動を調整する総合的
な計画を展開する必要がある。 この計画には、 ロ本政府が調達する必要のある建設及び維
持のための物資並びに計画を遂行するために輸入しなければならないアスファルトや石油
製品のような材料や製品の見積りが含まれなければならない。

6 aの この覚書の日付から30日以内に、 日本政府は、 現会計年度の残余期間分について、
上記の第 5 頂で指示した計画の細目を連合軍最高司令官総司令部民間運輸部宛に提出する
こと。 その場合には、 日本政府の予算のうち道路に関して支出できる限られた財源は、 既
存の道路の維持及び修繕に優先的に使うこととすること。

(2) 60日以内に1949会計年度の同様の計画を提出すること。
(3) 180日以内に1950、 1951及び1952の各会計年度の同様の計画を提出すること。

b これらの計画は、 それぞれ次の事項について定めるものとする。
(1) 農業、 鉱業、 林業又は工業の資源開発に必要な生産道路
(2) 定期の自動車運輸サービスが行われる街路
(3) 主要な交通中心地間を接続する道路
@ (2)又は(3)の道路に接続する道路

また、 上記の計画にはすくなくとも次の事項を含むものとする。
0 修繕又は維持を必要とする道路の路面種別の延長
(2) 価格及び賃金の時価を基準とした見積り投資額

7 この覚書の範囲内での折衝は、 連合軍最高司令官総司令部民間運輸部と日本政府の関係
機関とが行うこと。 最高司令官代理

は
こ
の
法
制
度
が
活
用
さ
れ
、
日
本
の
復
興
に
向
け
た
道

路
の
修
繕
が
強
力
に
推
進
さ
れ
た
。
資
料
3
に
示
す
よ
う

に
、
昭
和
二
三
年
~
二
七
年
ま
で
は
修
繕
費
を
含
ん
だ
維

持
的
経
費
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。

〔制
定
当
時
の
条
文
〕

道
路
の
修
繕
に
関
す
る
法
律(昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
八
十
二
号
)

第
一条

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
道
路
法

(大
正
八
年
法
律
第
五
十
八
号
)
に
規
定
す
る
道
路
の
修
繕
に
要

最高司令官代理
副官部 陸軍大佐 R ,M ,L evy

資料 3 道路投資の推移

年度 建設的経費 I維持的経費 l 計 惨と害復旧費 年度 建設的経費 I維持的経費 - 計 I災害復旧費

明治35
39
40
41
42
43

“

大正1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

昭和1
2
3
4

9,338 6,902 16,240 1,016
6,233 6,543 12,776 889
15,998 7,585 23,583 1,633
12,876 8,431 21,307 2,267
12,940 8,571 21,511 1,994
17,021 8,723 25,744 2,826
16,115 9,466 25,581 5,771

15,137 9,639 247 76 2,348
12,778 9,541 22,319 2,948
12,035 10,213 22,248 4,090
9,625 9,831 19,456 2,908
8,600 9,569 18,169 1,663
8.971 10,496 19,467 2.796
11,241 14,931 26,172 5,404
17,461 13,231 30,692 6,334
27,812 36,078 63,890 12,153
36,912 36,426 73,338 12.881
71,140 43,748 114,888 10,589
65,730 40,442 1064 72 18,580
71,740 42.727 114,467 15,924
82,021 52,188 134,209 13,554

94,685 44,389 139,074 152 31
101,101 42,594 143,695 22,119

115,901 45,364 1612 65 23,246

118,339 43,395 161,734 18,044

昭和5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

93,886 40,539 134,425 14,853
106,846 40.389 l47.235 14,206
159,571 39,077 198,648 12,452
139,760 29,823 169,583 13,726
112,899 31,164 144,063 17,926
122,217 29,915 152,132 29,961
158 546 31,407 189,953 33,268
107,832 30,381 138,213 23,684
89,929 31,241 121,170 64,157
100,425 31,585 132,010 177 82
109,881 33,587 143,468 26,120
109,226 36,874 146,100 26,982
115,645 37,203 1528 48 23,129
1l4,112 41,885 155,997 22,822

l24,333 44 826 169,159 24,867
112.277 74,837 187,114 22,455

1,494,789 412,933 1,9077 22 547,162

1,777,193 583,175 2,360,368 867,702

2,4802 24 3,853,368 6,333,592 22 07,399

67 62,908 8,125,310 14,888,248 5,877,493
14,702,481 12,415,404 27,118,885 6,100,822
15,6852 19 14,102,106 29,787,325 6,976,907
31,483,000 20,407,000 51,890,000 6,62L OO0
37,975,000 22,577,000 50,552,000 13,267,000

50,561000 22,977,000 73,538,000 10,404,000
50,251,000 23,405,000 73,657,000 12,739,000

(単位 :千円)



す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
道
、
二
級
国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の

2

前
項
の
補
助
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
二
条

建
設
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
道
路
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
道
の

修
繕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
の
権
限
は
、
政
令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
設
大
臣
が
行
う
。

3

第
一
項
の
修
繕
に
要
す
る
費
用
は
、
国
の
負
担
と
す
る
。

但
し
、
地
方
公
共
団
体
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
一
部
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

新
道
路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号
)

①

生
ま
れ
変
わ
っ
た
道
路
法

戦
後
は
、
地
方
自
治
を
実
施
す
る
た
め
に
地
方
自
治
法

(昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
)
が
制
定
さ
れ
る
な
ど
の

諾
々
の
民
主
的
法
制
度
の
整
備
が
す
す
め
ら
れ
た
。
経
済

面
で
は
昭
和
二
六
年
に
鉱
工
業
生
産
水
準
が
戦
前
の
水
準

ま
で
回
復
し
、
輸
送
需
要
も
増
え
、
順
調
に
復
興
が
進
ん

で
い
た
。
道
路
行
政
に
お
い
て
も
、
民
主
化
と
経
済
復
興

に
対
す
る
強
い
要
請
の
下
に
旧
道
路
法
の
全
部
が
改
正
さ

れ
、
新
道
路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号
)
が
制

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑭

旧
道
路
法
と
の
違
い

前
述
の
と
お
り
、
新
道
路
法
は
法
体
系
と
し
て
は
旧
道

路
法
の
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
が
、
旧
道
路
法
と
の
主
な

四
種
と
し
た

(第
三
条
)
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

国
の
幹
線
道
路
網
を
構
成
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、

な
か
で
も
国
道
に
お
い
て
は
、最
重
要
道
路
と
し
て
、

国
に
よ
る
積
極
的
な
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。国

道
の
路
線
の
選
定
に
つ
い
て
も
、
旧
道
路
法
に

お
い
て
は
、
国
道
は
す
べ
て
東
京
市

(日
本
橋
中
央

の
道
路
元
標
)
を
起
点
と
し
た
が
、
新
道
路
法
に
お

い
て
は
東
京
中
心
主
義
は
採
用
せ
ず
、
国
内
の
重
要

な
拠
点
を
相
互
に
連
絡
す
る
道
路
網
を
国
道
の
路
線

と
す
る
道
路
網
主
義
が
採
用
さ
れ
た
。
道
路
法
制
定

当
時
の
そ
れ
ぞ
れ
の
道
路
の
意
義
は
、
資
料
4
の
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。

な
お
、
制
定
時
の
新
道
路
法
に
お
い
て
は
、
一
級

国
道
と
二
級
国
道
に
分
け
た
理
由
に
つ
い
て
、
新
道

路
法
案
を
提
出
し
た
当
時
の
田
中
角
栄
建
設
委
員
が

建
設
委
員
会

(昭
和
三
七
年
五
月
六
日
)
に
お
い
て

以
下
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。

｢も
ち
ろ
ん
で
き
れ
ば
一
、
二
級
国
道
等
と
わ
け

な
く
て
、
全
部
一
級
国
道
と
し
て
工
事
を
行
い
た
い

と
い
う
考
え
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
財
政
的
な

立
場
か
ら
、
重
点
的
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
(中
略
)
本
法
に
よ
り
ま
し
て
は
、
現
在
の

し
る
カ

l
、

ふ
と

･
た

法

違
い
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
o

鯛

.
道
路
の
種
類

旧

旧
道
路
法
に
お
い
て
は
、
国
道
、
府
県
道
、
市
道

料

及
び
町
村
道
で
あ
っ
た
が
、
新
法
に
お
い
て
は
一
級

資

第8条 道路ヲ分チテ左ノ 4種トス

臣
司

ル
大

団

依
務
師

二
主

、

序

キ

地

ス

順
就
在

9条 道路ノ等級ノ･前条記載ノ順序二依ル

0条 国道ノ路線ノ･左ノ路線二就キ主務大臣之ヲ認定ス

1 東京市ヨリ神宮、府県庁所在地、師団司令部所在地、鎮
守府所在地又ノ･枢要ノ開港ニ達スル路線

1条 府県道ノ路線ノ･左ノ路線ニシテ府県内ノモノニ就キ府

其知事之ヲ認定ス

1 府県庁所在地ヨリ隣接府県庁所在地ニ達スル路線
2 府県庁所在地ヨリ府県内郡市役所所在地ニ達スル路線
3 府県庁所在地ヨリ府県内枢要ノ地、港滓又ノ･鉄道停車場
ニ達スル路線

4 府県内枢要ノ地ヨリ之ト密接ノ関係ヲ有スル枢要ノ地、
港滓又ノ･鉄道停車場二達スル路線

5 府県内枢要ノ港津ヨリ之ト密接ノ関係ヲ有スル枢要ノ地

又ノ･鉄道停車場ニ達スル路線

6 府県内枢要ノ鉄道停車場ヨリ之ト密接ノ関係ヲ有スル枢

要ノ地又ノ･港津ニ達スル路線

7 数市町村ヲ連絡スル重要ナル幹線ニシテ其ノ沿線地方ト

密接ノ関係ヲ有スル枢要ノ地、 港津又ノ、鉄道停車場ニ達ス

ル路線

8 枢要ノ港滓又ノ･鉄道停車場ヨリ之ト密接ヲ有スル国道又

ノ、府県道二連絡スル路線

9 地方開発ノ為必要ニシテ将来前各号ノ 1二該当スヘキ路

ノ
床

ノ

･

府

,

!

ニ

ヨ

ス

‐
ス

ル

枢

道
路
ニ

内
町
村
町

長

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　　　　　　　　　　　　　　　
　
　
　　　　
　

道

道
路
道
南
在
県

ヲ
庁
庁
庁

ル
内
ハ
内
道
内
又
町
関

ノ
道

開

除
道
村
町
ニ

路

道
県
道
村
道
国
京
所
府
之
県
県
県

ス
県
又
県
鉄
県
地
市
ノ
線
要
県
方

削
市
町
市
線
得
ノ

国
府
市
町

東
府

事
府
府
府
達
府
津
府
ハ
府

ノ
数
接
路
枢
府
地

路
ヲ
項

条
条

守
条
知

ニ

港

又

要

密
ル

ハ

線
条
条
条
条
ノ
ト
前

1
2
“
,

篇
鰔
1

蜘
県
ー
2
“

4

“

6

,

8

9

鉋
簸
無
難
外
。
村長ノ認定シタルモノハ町村道ノ路線トス

町村道ノ路線ノ･町村内ノ路線二就キ町村長之ヲ認定ス

市町村長ノ･市町村ノ為特二必要アル場合二限り市町村

路線ニ就キ地元市町村長ノ意見ヲ聞キ路線ノ認定ヲ為ス

ヲ得

項ノ路線ニシテ市長ノ認定シタルモノハ市道ノ路線、 町

路線ノ･市内ノ路線二就キ市長之ヲ認定ス



国
道
が
大
体
一
級
国
道
と
な
り
、
従
来
都
道
府
県
道

の
道
路
も
首
長
に
よ
り
認
定
す
る
と
さ
れ
、

田
中
角
栄
氏
の
答
弁
を
掲
げ
て
お
く
。

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
か
ら
相
当
数
を
二
級
国
道
に

②

府
県
道
に
つ
い
て
は
、
府
県
知
事
が
一
定
の
法

｢当
時
の
国
道
の
指
定
の
一
つ
の

格
上
げ
し
た
い
、
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。｣

･
国
の
営
造
物

旧
道
路
法
に
お
い
て
は
道
路
は
国
の
営
造
物
で
あ

り
、
国
道
、
府
県
道
は
都
道
府
県
知
事
が
、
市
道
、

町
村
道
は
そ
れ
ぞ
れ
市
長
又
は
町
村
長
が
、
い
ず
れ

も
国
の
機
関
と
し
て
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
た
が
、
新
道
路
法
に
お
い
て
は
、
全
て
の
道
路

法
上
の
道
路
が
国
の
営
造
物
で
あ
る
と
い
う
従
来
の

考
え
方
を
改
め
た
。

す
な
わ
ち
、
国
の
営
造
物
で
あ
る
道
路
は
一
級
国

道
及
び
二
級
国
道
の
み
と
し
、
地
方
道
は
地
方
公
共

団
体
の
営
造
物
と
し
た
。
両
国
道
は
、
都
道
府
県
知

事
が
国
の
機
関
委
任
事
務
と
し
て
管
理
す
る
が
、
都

道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
は
そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
又

は
市
町
村
が
団
体
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
の

で
あ
る
。
(第
一
三
条
)

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
国
と
地
方
自
治
体
の
責
任

分
野
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
合
理
的
か
つ

能
率
的
な
道
路
整
備
の
推
進
に
資
す
る
趣
旨
に
出
た

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

･
路
線
の
認
定
方
法

路
線
認
定
の
方
法
も
変
更
さ
れ
た

(第
六
条
~
第

八
条
)。
旧
道
路
法
に
お
い
て
は
、

①

国
道
の
場
合
、
主
務
大
臣
が
認
定
し
、
そ
の
他

②

府
県
道
に
つ
い
て
は
、
府
県
知
事
が
一
定
の
法

定
要
件
に
従
い
、
当
該
府
県
会
に
諮
問
し
て
当
該

府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
部
分
に
つ
い
て
路
線
を

認
定
す
る
と
さ
れ
、

③

市
道
及
び
町
村
道
に
つ
い
て
は
、
市
長
ま
た
は

町
村
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
会
に
諮
問
し
て

路
線
を
認
定
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
新
道
路
法
に
お
い
て
は
、

①

一
級
･
二
級
国
道
に
つ
い
て
は
、
法
定
要
件
に

従
い
、
政
令
に
よ
り
指
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

②

市
町
村
道
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
法

定
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
都
道

府
県
議
会
の
議
決
を
経
て
当
該
都
道
府
県
の
区
域

内
に
存
す
る
部
分
に
つ
い
て
路
線
を
認
定
す
る
も

の
と
さ
れ
た
。

③

市
町
村
道
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
が
当
該
市

町
村
議
会
の
議
決
を
経
て
路
線
を
認
定
す
る
も
の

と
さ
れ
た
。

路
線
の
決
定
方
法
を
政
令
で
指
定
し
、
又
は
議
会

の
議
決
を
経
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
そ
れ
が
国
の
財

政
負
担
あ
る
い
は
地
方
公
共
団
体
の
財
政
負
担
を
生

ず
る
が
ゆ
え
、
財
政
を
負
担
す
る
主
体
の
意
思
を
反

映
す
る
こ
と
が
適
当
だ
と
判
断
し
た
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

参
考
と
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
前
述

｢当
時
の
国
道
の
指
定
の
一
つ
の
大
き
な
要
件
は
、

師
団
司
令
部
と
師
団
司
令
部
の
間
を
つ
な
ぐ
よ
う
な

も
の
を
国
道
と
指
定
す
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
天
皇
の
輔
弼
の
大
任
に
任
じ
て
お

っ
た
と
こ
ろ
の
大
臣
が
、
一
人
の
考
え
で
も
っ
て
指

定
で
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
新

憲
法
下
に
お
い
て
う
ま
く
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、

建
設
大
臣
が
一
級
国
道
、
二
級
国
道
の
指
定
を
一
人

で
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
議
会
内
閣
制
で

あ
り
ま
す
の
で
、
議
会
の
信
任
の
上
に
立
っ
て
お
る

内
閣
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
国
民
の
興
亡
を
に
な
っ
て

お
る
内
閣
が
、
国
民
に
反
対
を
せ
ら
れ
る
よ
う
な
道

路
を
建
設
大
臣
が
指
定
す
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、

わ
れ
わ
れ
は
な
お
そ
れ
で
も
間
違
い
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
お
も
ん
ぱ
か
っ
て
、
政
令
に
譲
っ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
(中
略
)
政
令
に
よ
っ
て
、
一
、
二
級

国
道
の
指
定
の
審
議
を
す
る
場
合
に
、
道
路
審
議
会

を
つ
く
り
ま
し
て
、
(中
略
)
審
議
委
員
に
よ
っ
て

十
分
調
査
を
行
っ
た
後
、
こ
れ
が
指
定
に
対
し
て
は

万
遺
憾
な
き
を
期
し
た
い
、
こ
う
い
う
考
え
で
あ
り

ま
す
。｣

･
供
用
前
の
私
権
の
制
限

道
路
事
業
の
合
理
的
推
進
を
図
る
た
め
に
、
予
定

公
物
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
一
定
の
私
権
の
行
使

を
制
限
す
る
規
定
を
新
設
し
た
。



す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
路
線
が
指
定
さ
れ
又
は
認
定

実
と
道
路
の
利
用
と
を
調
和
さ
せ
る
た
め
、
道
路
の

す
な
わ
ち
、
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
よ
り
、
当

さ
れ
た
と
き
は
道
路
管
理
者
は
遅
滞
な
く
道
路
の
区

占
用
に
関
す
る
規
定
が
-
薦
さ
れ
た

第
ニ
一

該
濱

に

る

j
に

、

首

、

。
、

1

域
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
た
上

で
、
道
路
の
区
域
が
決
定
さ
れ
た
後
、
供
用
が
開
始

さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
道
路
管
理
者
が
当
該
道
路
区

域
内
に
あ
る
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
権
原

を
取
得
す
る
前
で
あ
っ
て
も
、
何
人
も
そ
の
土
地
の

形
質
の
変
更
、
工
作
物
の
新
築
、
改
築
、
物
件
の
不

可
増
置
等
の
よ
う
な
土
地
の
使
用
権
の
行
使
に
つ
い

て
道
路
管
理
者
の
許
可
を
要
す
る
も
の
と
し
た
。

一
方
、
こ
れ
ら
の
制
限
に
よ
り
損
失
を
受
け
る
者

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
損
失
の
う
ち
、
通
常
受
け

る
べ
き
損
失
に
つ
い
て
道
路
管
理
者
が
補
償
義
務
を

負
う
旨
を
併
せ
て
規
定
し
、
財
産
権
と
の
調
和
を
図

っ
た
。

･
占
用
許
可

道
路
は
、
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
た
め
に
設
け

る
施
設
で
あ
る
の
で
、
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
こ

と
に
道
路
管
理
の
主
眼
が
お
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ

る
。
し
か
し
、
旧
道
路
法
に
お
い
て
も
支
障
の
な
い

範
囲
内
で
の
道
路
の
特
別
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い

た
。新

道
路
法
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
道
路
管
理
の

統
一
的
運
営
を
図
る
べ
く
、
道
路
の
占
用
物
件
を
法

令
上
限
定
列
挙
す
る
と
と
も
に
、
道
路
占
用
の
許
可

基
準
を
明
確
に
す
る
な
ど
、
道
路
本
来
の
機
能
の
充

占
用
に
関
す
る
規
定
が
整
備
さ
れ
た

(第
三
二
条

等
)。

･
車
両
制
限

道
路
法
制
定
当
時
、
自
動
車
の
大
型
化
の
進
展
は

著
し
く
、
そ
れ
に
見
合
う
道
路
の
拡
幅
等
の
整
備
が

追
い
つ
か
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
特
に

未
整
備
の
狭
幅
な
道
路
等
に
大
型
車
が
進
入
し
、
車

両
相
互
に
、
あ
る
い
は
車
両
と
歩
行
者
な
ど
と
の
間

で
安
全
な
交
通
が
確
保
で
き
な
い
お
そ
れ
が
生
じ
て

い
た
。
さ
ら
に
、
自
動
車
の
大
型
化
は
、
道
路
の
損

傷
の
大
き
な
原
因
と
も
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
個
々
の
道
路
の
現
状
に
応
じ
て
通
行
で

き
る
車
両
を
制
限
し
、
交
通
の
安
全
の
確
保
と
道
路

の
構
造
の
保
全
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
な
お
、
そ
の
制
限
の
内
容
は
車
両
制
限
令

(昭

和
三
六
年
政
令
二
六
五
号
)
に
大
半
が
委
任
さ
れ
た
。

(第
四
七
条
)

･
み
ぞ
か
き
補
償

旧
道
路
法
に
お
い
て
は
、
道
路
区
域
外
の
土
地
の

所
有
者
等
に
対
し
て
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
伴
い

生
ず
る
損
失
を
補
償
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
道
路
事
業
の
実
施
上
支
障
と
な
っ
て

い
た
。
そ
こ
で
、
土
地
収
用
法
に
お
け
る
同
趣
旨
の

損
失
補
償
と
同
程
度
の
補
償
を
行
う
制
度
を
設
け

た
。

該
道
路
に
面
す
る
土
地
に
つ
い
て
道
路
、
み
ぞ
、
か

き
、
さ
く
、
そ
の
他
の
工
作
物
を
新
築
し
、
修
繕
し

若
し
く
は
移
転
し
、
ま
た
は
切
土
若
し
く
は
盛
土
を

す
る
や
む
を
え
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
、
道
路
管
理
者
は
こ
れ
ら
の
工
事
を
必
要
と
す
る

者
の
請
求
に
よ
り
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又

は
一
部
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

(第
七
〇
条
)

･
道
路
審
議
会

道
路
は
社
会
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
路
行
政
の
運
営
に
当
た
っ
て

は
、
学
識
経
験
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
行
う

必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
新
道
路
法
制
定
前
に
お

い
て
も
、
道
路
行
政
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

の
諮
問
機
関
と
し
て
建
設
省
組
織
令
に
お
い
て
道
路

審
議
会
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新

道
路
法
制
定
を
楼
に
、
そ
の
所
管
範
囲
や
審
議
会
の

構
成
等
を
明
確
に
し
つ
つ
、
道
路
法
上
の
諮
問
機
関

に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
(第
六
章
)

参
考
に
、
第
一
回
道
路
審
議
会

(昭
和
二
五
年
一

月
二
五
日
)
に
お
け
る
当
時
の
益
谷
建
設
大
臣
の
冒

頭
の
挨
拶
を
抜
粋
す
る
こ
と
と
す
る
。

｢申
す
ま
で
も
な
く
、
道
路
は
一
国
の
産
業
経
済

の
発
達
、
文
化
の
進
展
の
基
礎
を
な
す
公
共
の
施
設

で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
良
否
の
程
度
、
発
達
の
度



合
い
は
一
般
国
民
生
活
に
直
接
ま
た
は
間
接
に
甚
大

は
、
地
域
の
声
を
よ
り
多
く
、
正
確
に
行
政
に
取
り
組
も

な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し

う
と
の
意
思
を
感
じ
る
。
ま
た
、
特
例
の
補
償
制
度
や
供

て
道
路
行
政
の
面
に
お
き
ま
し
て
は
絶
え
ず
国
ま
た

用
開
始
前
の
私
権
制
限
に
は
、
で
き
る
限
り
効
率
よ
く
道

は
地
方
の
経
済
上
、
財
政
上
あ
る
い
は
ま
た
社
会
生

路
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
実
情
を
垣
間
見
る
こ

活
上
各
般
の
事
情
、
各
種
の
問
題
に
つ
い
て
十
分
調

と
が
で
き
る
。

て
道
路
行
政
の
面
に
お
き
ま
し
て
は
絶
え
ず
国
ま
た

は
地
方
の
経
済
上
、
財
政
上
あ
る
い
は
ま
た
社
会
生

活
上
各
般
の
事
情
、
各
種
の
問
題
に
つ
い
て
十
分
調

査
研
究
を
行
い
、
い
や
し
く
も
行
政
機
関
の
独
断
に

よ
っ
て
判
断
の
正
鵠
を
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
意
味
に
お
き
ま
し
て
か
ね
て
よ
り
道
路
問
題
に

関
す
る
見
識
を
有
せ
ら
れ
る
方
々
を
中
心
に
道
路
審

議
会
を
設
け
、
建
設
省
の
諮
問
機
関
と
し
て
政
府
を

御
鞭
撻
い
た
だ
く
こ
と
を
計
画
い
た
し
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
総
司
令
部
の
指
示
も
あ
り
ま
し
て
昨
年
建

設
省
設
置
法
改
正

(建
設
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

(昭
和
二
四
年
法
律
第
一
六
三
号
)
に
お

い
て
本
省
の
付
属
機
関
と
し
て
河
川
審
議
会
等
と
と

も
に
設
置
。)
を
機
に
道
路
審
議
会
の
制
度
を
確
立

し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。｣

③

新
道
路
法
の
意
味

新
道
路
法
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
念
頭
に
置
か
れ
た
最

重
要
課
題
は
、
民
主
的
な
道
路
行
政
か
つ
効
率
的
な
道
路

整
備
を
実
現
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

旧
道
路
法
に
お
い
て
は
、
国
は

｢高
所
大
所
ヨ
リ
コ
レ
ラ

達
観
シ
テ
管
理
ス
ル
ガ
ヨ
ロ
シ
カ
ロ
ウ
｣
と
の
立
場
か
ら

の
行
政
で
あ
っ
た
た
め
に
、
地
方
公
共
団
体
の
利
益
が
十

分
反
映
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
新
道
路
法
に

四

次
回
に
向
け
て

今
回
、
第
一
回
と
し
て
道
路
管
理
基
本
法
の
誕
生
と
そ

の
変
遷
を
概
観
し
た
。
第
二
回
は
、
現
行
道
路
法
が
現
在

に
至
る
ま
で
、
社
会
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
姿
を
変
え
た

か
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。
で
き
る
だ
け
早
く
、
ま

た
こ
の
誌
面
を
お
借
り
す
る
機
会
を
設
け
た
い
。



地
方
分
権
と
道
路
行
政
第
4
回

地
方
分
権
に
伴
う
道
路
関
係
政
令
の
改
正
に
つ
い
て道

路
局
路
政
課

平
成
三

年
七
月
八
日

｢地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

(以
下

｢地
方

分
権
一
括
法
｣
と
い
う
。)｣
が
成
立
し
、
続
い
て
建
設
省

に
関
し
て
は
平
成
一
一
年
三

月
一
〇
日

｢地
方
分
権
の

推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
建
設
省
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政

令
｣
が
公
布
さ
れ
た
。
本
誌
で
は
、
昨
年
、
六
月
号
･
九

月
号

･
一
二
月
号
の
中
で
地
方
分
権

一
括
法
を
取
り
上

げ
、
道
路
関
係
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
解
説
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
本
号
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
地
方
分
権
に

伴
う
道
路
関
係
政
令
の
改
正
に
つ
い
て
解
説
す
る
と
と
も

に
、
参
考
と
し
て
道
路
法
施
行
令
の
新
旧
対
照
表
を
併
せ

て
掲
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

道
路
運
送
法
施
行
令

(昭
和
二
十
六
年
政

令
第
二
百
五
十
号
)
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

･
第
二
条
関
係

旅
客
軽
車
両
運
送
事
業
の
廃
止
に
伴
い
、
本
条
を
廃

止
す
る
。

･
第
三
条
関
係

機
関
委
任
事
務
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
委
任
し
て

い
た
建
設
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
新

た
に
項
を
た
て
て
運
輸
大
臣
か
ら
地
方
運
輸
局
長
に
委

任
す
る
権
限
と
書
き
分
け
る
と
と
も
に
、
当
該
都
道
府

県
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
事
務
が
法
定
受
託
事
務
で
あ
る

旨
規
定
す
る
。

三

道
路
法
施
行
令

(昭
和
二
十
七
年
政
令
第

四
百
七
十
九
号
)
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

･
第

一
条
関
係

地
方
分
権
一
括
法
に
お
い
て
、
指
定
区
間
外
の
国
道

の
道
路
管
理
者
に
つ
い
て
、
機
関
委
任
事
務
の
処
理
主

体
を
表
す

｢都
道
府
県
知
事
｣
及
び

｢指
定
市
の
長
｣

を
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
事
務
の
処
理

主
体
を
表
す

｢都
道
府
県
｣
及
び

｢指
定
市
｣
に
改
め

た
こ
と
に
伴
い
、
政
令
に
お
い
て
も
表
記
の
整
合
を
図

る
。

･
第
一条
の
二
関
係

①

地
方
分
権
一
括
法
に
お
い
て
、
指
定
区
間
内
国
道

の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外
の
管
理
に
つ
い



て
、
機
関
委
任
事
務
の
処
理
主
体
を
表
す

｢都
道
府

県
知
事
｣
及
び

｢指
定
市
の
長
｣
を
、
そ
れ
ぞ
れ
地

方
公
共
団
体
と
し
て
の
事
務
の
処
理
主
体
を
表
す

｢都
道
府
県
｣
及
び

｢指
定
市
｣
に
改
め
た
こ
と
に

伴
い
、
政
令
に
お
い
て
も
同
様
の
改
正
を
行
う
。

な
お
、
｢建
設
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定

市
の
長
に
行
わ
せ
る
｣
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
地

方
分
権
一
括
法
と
同
様
に
、
機
関
委
任
事
務
で
は
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

｢都
道
府
県
又
は
指

定
市
が
行
う
｣
に
改
め
る
。

②

地
方
分
権
一
括
法
に
お
い
て
、
道
路
法
第
三
十
五

条

(国
の
行
う
道
路
の
占
用
の
特
例
)
に
つ
き
、
国

が
行
う
事
業
の
た
め
の
道
路
の
占
用
の
要
件
が
、
従

前
の

｢協
議
｣
か
ら

｢
(同
意
を
要
す
る
)
協
議
｣

に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
条
の
表
現
に
つ
い

て
も
、
国
と

｢協
議
す
る
｣
か
ら
国
と

｢協
議
し
、

同
意
す
る
｣
と
表
記
の
整
合
を
図
る
。

･
第
一
条
の
三
、
第
十
九
条
の
三
関
係

第
一
条
の
二
の
改
正
①
②
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

･
第

一
条
の
四
、
第
二
条
、
第
十
九
条
の
四
関
係

第
一
条
の
二
の
改
正
①
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

基
づ
き
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
つ
い
て
指
定
市
又
は

指
定
市
以
外
の
市
が
管
理
を
行
う
場
合
の
道
路
法
の
技

術
的
読
替
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
表
に
お
け
る

道
路
法
の
該
当
条
文
の
改
正
等
に
伴
い
表
記
の
整
合
を

図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
表
を
全
部
書
き
改
め

る
。な

お
、
地
方
分
権

一
括
法
に
お
い
て
道
路
法
中
の

｢統
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
｣
の
語
句
を
削
除
し
た
こ

と
に
伴
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
読
替
は
不
要
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
同
表
に
お
け
る
該
当
規
定
の
読
替
も
表
中

か
ら
削
除
す
る
。

･
第
四
条
、
第
六
条
、
第
十
九
条
の
二

(第

一
項
)、
第

三
十
九
条
関
係

第
一
条
の
二
の
改
正
②
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

･
第
十
九
条
の
二
(第
四
項
)
関
係

機
関
委
任
事
務
廃
止
を
受
け
て
、
地
方
分
権
一括
法

に
よ
り

｢都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
の
統
轄
す

る
｣
の
語
句
を
削
除
し
た
こ
と
に
伴
い
、
本
条
か
ら
も

こ
れ
を
削
除
し
、
表
記
の
整
合
を
図
る
。

･
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
関
係

第
一
条
の
改
正
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

第
二
十
六
条
後
段
は
、
第
二
十
一
条

(都
道
府
県
負

担
額
)、
第
二
十
二
条

(国
庫
負
担
額
)、
第
二
十
三
条

(建
設
大
臣
に
よ
る
負
担
基
本
額
等
の
通
知
)
及
び
第

二
十
五
条

(建
設
大
臣
の
中
間
検
査
等
)
に
関
し
て
、

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

市
又
は
指
定
市
以
外
の
市
が
国
道
の
管
理
を
行
う
場
合

の
費
用
負
担
に
つ
い
て
準
用
す
る
際
の
読
替
を
定
め
た

規
定
で
あ
る
。

第
一
条
の
改
正
と
同
様
、
地
方
分
権
一
括
法
に
お
け

る
道
路
法
の
改
正
に
伴
い
、
指
定
区
間
外
国
道
の
道
路

管
理
者
の
表
記
を

｢都
道
府
県
｣
又
は

｢指
定
市
｣
と

改
め
る
等
規
定
の
整
理
を
行
う
。

･
第
三
十
四
条
関
係

道
道
及
び
道
の
区
域
内
の
市
町
村
道
で
建
設
大
臣
が

開
発
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
て
指
定
し
た
も
の

(開
発
道
路
)
に
関
し
、
道
路
管
理
者
が
そ
の
維
持
、

修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
は
実
施
計
画
に
つ

い
て
の
建
設
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を

(同
意
を
要
し
な
い
)

協
議
と
す
る
。

･
第
三
十
七
条
関
係

第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
改
正
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

･
第
三
十
八
条
の
三
関
係

･
第

一
条
の
五
関
係

本
条
は
、
道
路
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に

･
第
二
十
六
条
関
係



地
方
分
権

一
括
法
に
よ
り
、
道
路
法
第
九
十
七
条

(事
務
の
区
分
)
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
、
都
道
府

県
又
は
指
定
市
が
指
定
区
間
内
の
国
道
に
関
し
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
を
法
定
受
託
事
務
と
し
た
が
、

当
該
事
務
の
内
容
が
政
令
に
委
任
さ
れ
て
い
る
た
め
、

当
該
事
務
の
う
ち
自
治
事
務
に
該
当
す
る
も
の
は
政
令

に
お
い
て
法
定
受
託
事
務
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
本
条
は
、
こ
れ
を
受
け
て
当
該
法
定
受
託
事
務
か

ら
除
外
さ
れ
る
事
務
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
第
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び
第

八
号
に
規
定
す
る
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
占
用
料
･
手
数

料
等
の
徴
収
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
地
方
分

権
一
括
法
の
改
正
に
お
い
て
自
治
事
務
と
さ
れ
た
費
用

の
負
担
･
徴
収
に
係
る
事
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
定

受
託
事
務
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
し
て
規
定
す
る
。

･
第
三
十
八
条
の
四
関
係

道
路
法
施
行
令
上
の
事
務
に
関
し
、
地
方
分
権
一
括

法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
の
規

定
の
趣
旨
か
ら
法
定
受
託
事
務
を
指
定
す
る
た
め
、
そ

の
区
分
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

指
定
区
間
外
国
道
の
道
路
管
理
者
の
事
務
の
う
ち
、

地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
法
第
九
十
七

条
に
よ
り
法
定
受
託
事
務
と
さ
れ
る
の
は
、
道
路
法
上

の
事
務

(第
一
項
)、
他
の
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く

政
令
上
の
事
務
で
都
道
府
県
等
が
指
定
区
間
外
国
道
の

道
路
管
理
者
等
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務

(第
二
項
)
で
あ
る
。
従
っ
て
道
路
法
施
行
令
に

規
定
さ
れ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
別
途
同
施
行
令
に
お

い
て
事
務
の
区
分
に
関
す
る
規
定
を
置
く
必
要
が
あ
る

(事
務
の
区
分
の
規
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
道
路
法

に
基
づ
く
政
令
で
あ
る
車
両
制
限
令
も
同
様
)。

三

道
路
整
備
特
例
措
置
法
施
行
令

(昭
和
三

十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
)
の
改
正
の
ポ

イ
ン
ト

･
第
六
条
の
三
関
係

道
路
法
施
行
令
第
一
条
の
二
の
改
正
②
と
同
趣
旨
で

あ
る
。

四

日
本
道
路
公
団
法
施
行
令

(昭
和
三
十
二

年
政
令
第
百
八
十
号
)
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

･
第
八
条
関
係

地
方
分
権
一
括
法
に
お
い
て
建
築
基
準
法
、
土
地
収

用
法
及
び
自
然
公
園
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、

そ
の
条
項
ず
れ
等
に
伴
っ
て
形
式
改
正
を
行
う
も
の
で

あ
る
。

･建
築
基
準
法

第
八
十
七
条
の
二
第
一
項

↓

第
八
十
七
条
の
二

第
八
十
八
条
第
四
項

↓

第
八
十
八
条
第
三
項

･
土
地
収
用
法

第
百
二
十
五
条
但
書

↓

第
百
二
十
五
条
第
一
項
但
書

･自
然
公
園
法

第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
↓

第
三
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項

第
四
十
条

↓

第
四
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び

第
四
項

五

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
(昭
和
三
十

二
年
政
令
第
二
百
五
号
)
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

･
第
十
一
条
関
係

本
条
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
第
二
十
五
条
第
二
項

(道
路
法
の
適
用
)
を
受
け
て
、
道
路
法
及
び
道
路
法

に
基
づ
く
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読

替
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
本
条
の
表
に
お
け
る
道
路

法
の
該
当
条
文
の
改
正
等
に
伴
い
、
表
記
の
整
合
を
図

る
。

六

車
両
制
限
令

(昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二

百
六
十
五
号
)
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

･
第
十
七
条
関
係

車
両
制
限
令
上
の
事
務
に
関
し
、
地
方
分
権
一
括
法

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
の
規
定

の
趣
旨
か
ら
法
定
受
託
事
務
を
指
定
す
る
た
め
、
そ
の

区
分
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

道
路
法
施
行
令
第
三
十
八
条
の
四
と
同
趣
旨
に
よ



り
、
別
途
事
務
の
区
分
に
関
す
る
規
定
を
置
く
必
要
が

あ
る
た
め
、
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、

指
定
市
、
又
は
指
定
市
以
外
の
市
が
指
定
区
間
外
国
道

の
道
路
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
を
、
法
定
受
託
事
務
と
し
て
指
定
す
る
。

七

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊

急
措
置
法
施
行
令

(昭
和
四
十
一年
政
令
第

百
三
号
)
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

･
第
二
条
の
四
第
二
項
関
係

地
方
分
権
一
括
法
に
お
い
て
道
路
法
中
の

｢統
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
｣
の
語
句
を
削
除
し
た
こ
と
か
ら
、

道
路
管
理
者
と
費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
の
関

係
を
規
定
す
る
本
項
中
に
お
い
て
も

｢地
方
公
共
団
体

の
長
の
統
括
す
る
｣
の
語
句
を
削
除
す
る
。

八

地
方
道
路
公
社
法
施
行
令

(昭
和
四
十
五

年
政
令
第
二
百
二
号
)
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

･
第
二
条
関
係

地
方
分
権

一
括
法
に
お
い
て
は
、
地
方
道
路
公
社

(以
下

｢公
社
｣
と
い
う
。)
に
関
し
都
道
府
県
知
事
及

び
政
令
で
定
め
る
市
の
長
の
行
う
事
務
の
主
体
に
つ
い

て
、
従
前
、
機
関
委
任
事
務
と
団
体
委
任
事
務
と
で
書

き
分
け
て
い
た

(前
者
に
つ
い
て
は

｢都
道
府
県
知
事

等
｣
、
後
者
に
つ
い
て
は
｢設
立
団
体
の
長
｣)
も
の
を
、

機
関
委
任
事
務
の
廃
止
に
伴
い
自
治
事
務
と
整
理
さ
れ

た
も
の
の
事
務
の
主
体
に
つ
い
て
は
｢設
立
団
体
の
長
｣

に
統
一
し
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
政
令
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
伴
う
表
記
の
整
合
を

図
る
た
め
、
｢関
係
都
道
府
県
知
事
等
｣
を

｢関
係
設

立
団
体
の
長
｣
に
改
め
る
。

･
第
八
条
関
係

法
第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
九
条
に
お
い
て
自
治
事

務
の
主
体
と
し
て
、
｢都
道
府
県
知
事
等
｣
を

｢設
立

団
体
の
長
｣
に
改
め
た
こ
と
に
伴
う
改
正
で
あ
る
。

･
第
九
条
関
係

本
条
は
地
方
道
路
公
社
法
第
四
十
一
条

翁
取
立
団
体

が
二
以
上
で
あ
る
道
路
公
社
の
特
例
)
に
基
づ
き
、
設

立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
道
路
公
社
に
対
す
る
技
術
的

説
替
え
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

地
方
分
権
一
括
法
に
伴
い
、
｢都
道
府
県
知
事
等
｣

を
｢設
立
団
体
の
長
｣
と
改
め
表
記
の
整
合
性
を
図
る
。

･
第
十
条
関
係

地
方
分
権
一
括
法
に
お
い
て
建
築
基
準
法
及
び
土
地

収
用
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
条
項
ず
れ

等
に
伴
っ
て
形
式
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

･
建
築
基
準
法

第
八
十
七
条
の
二
第
一
項

↓

第
八
十
七
条
の
二

第
八
十
八
条
第
四
項

↓

第
八
十
八
条
第
三
項

･
土
地
収
用
法

第
百
二
十
五
条
但
書

↓

;

第
百
二
十
五
条
第
一
項
但
書

4　

九

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
施
行
令

(昭
和

ャ

四
十
五
年
政
令
第
二
百
九
号
)
の
改
正
の
ポ

鮴

イ
ン
ト

･
第
四
条
関
係

日
本
道
路
公
団
法
施
行
令
第
八
条
の
改
正
と
同
趣
旨

で
あ
る
。

十

鉄
道
線
路
へ
の
敷
設
の
許
可
手
続
を
定
め

る
政
令
(昭
和
六
十
二
年
政
令
第
七
十
八
号
)

の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

･
第
三
条
関
係

以
下
の
事
務
を
法
定
受
託
事
務
と
し
て
指
定
す
る
。

①

第
一
条
第
一
項

鉄
道
事
業
法
第
六
十
一
条
第
一
項
但
書
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
建
設
大
臣
に
提
出
す
る
申
請

書
の
経
由
事
務

②

第
一
条
第
三
項

鉄
道
線
路
が
敷
設
さ
れ
る
道
路
の
区
間
が
二
以
上

の
場
合
の
、
申
請
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
の
他
の

知
事
へ
の
通
知
事
務

③

第
二
条

第
一
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
都
道



府
県
知
事
が
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
き
、
建
設
大

臣
に
進
達
す
る
事
務

た
だ
し
、
上
記
③
の
都
道
府
県
知
事
が
鉄
道
事
業
法

第
六
十
一
条
但
書
に
基
づ
く
申
請
書
を
建
設
大
臣
に
進

達
す
る
際
に
、
自
ら
の
意
見
を
付
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
自
治
事
務
と
整
理
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
定
受
託
事

務
を
定
め
る
本
規
定
か
ら
は
除
く
こ
と
と
す
る
。

○

道
路
法
施
行
令

(昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
)

(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

案

現

行

(都
道
府
県
が
行
う
国
道
の
新
設
又
は
改
築
)

第
一
条

(略
)

2

前
項
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
又
は
指
定
市
以
外
の
市
が
国
道
の

新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
中

｢都
道
府
県
知
事
｣
と

あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
の
長
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
の
長
｣
と
、
｢都
道
府
県
｣
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ

れ

｢指
定
市
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(都
道
府
県
又
は
指
定
市
に
よ
る
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
)

第
一
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
指

定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
管
理

(第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る

管
理
に
つ
い
て
は
、
建
設
大
臣
が
新
設
、
改
築
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
っ
て
い
る
区
間
に
係

る
も
の
を
除
く
。)
と
す
る
。

一
･
二

(略
)

三

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
し
、
同
意
す
る
こ
と
。

四
…
八

(略
)

2

都
道
府
県
又
は
指
定
市
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
権
限

(道
路
の

構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用
で
建
設
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の

を
除
く
。)
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
建
設
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(建
設
大
臣
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等
)

第
一
条
の
三

建
設
大
臣
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
を
行
っ
て
い
る
道
路
の
区

間

(建
設
大
臣
が
新
設
、
改
築
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
っ
て
い
る
区
間
を
除
く
。)
に
つ
い
て

次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(都
道
府
県
知
事
が
行
う
国
道
の
新
設
又
は
改
築
)

第
一条

(略
)

2

前
項
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
の
長
又
は
指
定
市
以
外
の
市
の
長

が
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
中

｢都
道
府
県

知
事
｣
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
の
長
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
の
長
｣
と
、
｢都
道
府
県
｣
と
あ
る
の

は
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
の
委
任
)

第
一
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
管
理

(第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第

七
号
に
掲
げ
る
管
理
に
つ
い
て
は
、
建
設
大
臣
が
新
設
、
改
築
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
っ
て

い
る
区
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。)
と
す
る
。

一
･
二

(略
)

三

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
す
る
こ
と
。

四
…
八

(略
)

2

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
権
限

(道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
少
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用
で
建
設
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る

も
の
を
除
く
。)
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
建
設
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(建
設
大
臣
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等
)

第
一
条
の
三

建
設
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
を
行
わ
せ
て
い

る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
を
行
わ
せ
て
い
る
道
路
の
区
間

(建
設
大
臣
が
新
設
、
改
築
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に

関
す
る
工
事
を
行
っ
て
い
る
区
間
を
除
く
。)
に
つ
い
て
左
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
関
係
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一
･
二

(略
)

建
設
大
臣
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
を
行
っ
て
い
る
道
路
の
区
間

(建
設

大
臣
が
新
設
、
改
築
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
っ
て
い
る
区
間
に
限
る
。)
に
つ
い
て
次
に
掲
げ

る
権
限
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
関
係
都
道
府
県
又
は
指
定
市
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

(略
)

二

法
第
三
十
五
条

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
し
、

同
意
す
る
こ
と
o

三

(略
)

(都
道
府
県
又
は
指
定
市
に
よ
る
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
の
告
示
)

第
一
条
の
四

建
設
大
臣
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を
都
道
府
県
又
は

指
定
市
が
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
管
理
の
区
間
、
管
理
の
内
容
、
管
理
の
始
期
及
び
管
理
者
を
告

示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(略
)

第
十
三
条
第
四
項

三
条
第
一
項
、
第
九
十

六
条
第
二
項

十
条
第
一
項
、
第
五
十

十
八
条
第
一
項
、
第
五

第
十
三
条
第
三
項
、
第

読
み
替
え
る
規
定

第
一項

都
道
府
県

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

第
十
七
条
第
一
項

指
定
市

法
第
十
七
条
第
一
項
の

場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
読
み
替
え
る

字
句

第
十
七
条
第
二
項

指
定
市
以
外
の
市

法
第
十
七
条
第
二
項
の

場
合

(管
理
の
特
例
の
場
合
の
読
替
規
定
)

第

一
条
の
五

法
第
十
七
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
桐
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
･
二

(略
)

建
設
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
を
行
わ
せ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
新
設
、
改
築
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
っ
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
左
の
各
号
に

掲
げ
る
権
限
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
関
係
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

(略
)

二

法
第
三
十
五
条

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
す

る
こ
と
。

三

(略
)

(指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
の
委
任
の
告
示
)

第
一
条
の
四

建
設
大
臣
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を
都
道
府
県
知
事

又
は
指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
管
理
の
区
間
、
管
理
の
内
容
、
管
理
の
始
期
及
び
管
理
者
を

告
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(略
)

(管
理
の
特
例
の
場
合
の
読
替
規
定
)

第
一
条
の
五

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
桐
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
、
第
五
十

第
三
項
及
び
第
四
項
、

項
、
第
四
十
七
条
の
二

第
四
十
四
条
の
二
第
八

第
三
十
九
条
第

一
項
、

十
四
条
の
二
第

一
項
、

十
八
条
第
一
項
、
第
二

第
十
三
条
第
三
項
、
第

読
み
替
え
る
規
定

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

指
定
市
の
長

指
定
市

法
第
十
七
条
第
一
項
の

場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
読
み
替
え
る

字
句

指
定
市
以
外
の
市
の
長

指
定
市
以
外
の
市

法
第
十
七
条
第
二
項
の

場
合

都
道
府
県
知
事

指
定
市
の
長

指
定
市
以
外
の
市
の
長

第
四
十
九
条
、
第
五
十



第
七
十
六
条
、
第
九
十

六
条
第
三
項

第
二
十
六
条
第

一
項
、

第
二
十
五
条
第

一
項
、

第
九
十
条
第
一
項

第
二
十
条
第
四
項
、
第

三
十
一
条
第
四
項

十
九
条
の
二
第
三
項
、

第
十
九
条
第
三
項
、
第

二
十
六
条
第
一
項
、
第

七
十
六
条

第
二
十
条
第
三
項
、
第

十
九
条
の
二
第
二
項
、

第
十
九
条
第
二
項
、
第

第
十
三
条
第
四
項

十
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で

十
九
条
第
二
項
、
第
五

第
十
三
条
第
四
項
、
第

五
十
三
条
第
二
項
、
第

九
十
六
条
第
三
項

第
十
三
条
第
四
項
、
第

市
町
村

都
道
府
県
又
は

都
道
府
県
の
議
会
に

都
道
府
県
で
あ
る

関
係
都
道
府
県

都
道
府
県
の

都
道
府
県
が

市

(指
定
市
を
除
く
。)

町
村

指
定
市
又
は

指
定
市
の
議
会
に

指
定
市
で
あ
る

項
に
お
い
て
同
じ
。)

第
九
十
四
条
第
五
項
の

理
を
行
う
市
を
い
う
o

二
項
の
規
定
に
よ
り
管

外
の
市

(第
十
七
条
第

道
府
県
又
は
指
定
市
以

関
係
す
る
指
定
市
、
都

指
定
市
の

指
定
市
が

市

(指
定
市
以
外
の
市

を
除
く
。)
町
村

指
定
市
以
外
の
市
又
は

指
定
市
以
外
の
市
の
議

会
に

指
定
市
以
外
の
市
で
あ

る の
市
、
都
道
府
県
又
は

指
定
市

関
係
す
る
指
定
市
以
外

指
定
市
以
外
の
市
の

指
定
市
以
外
の
市
が

十
九
条
の
二
第
三
項
、

第
十
九
条
第
三
項
、
第

第
十
九
条
第
二
項
及
び

第
二
十
条
第
三
項

第
五
十
条
第
二
項
か
ら

第
四
項
ま
で

第
十
九
条
第
二
項
及
び

九
十
条
第
一項
及
び
第

九
十
六
条
第
二
項

五
十
三
条
第
一
項
、
第

二
十
六
条
第
一
項
、
第

二
十
五
条
第
一
項
、
第

第
十
三
条
第
四
項
、
第

第
十
三
条
第
四
項

条
第
一
項
並
び
に
第
八

十
五
条
第
三
項

条
第
一
項
、
第
七
十
三

都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路

管
理
者

都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
都

道
府
県

都
道
府
県
の

都
道
府
県

関
係
都
道
府
県
知
事

′

都
道
府
県
知
事
が

第
一
項

路
管
理
者

指
定
市
の
長
で
あ
る
道

指
定
市
の
長
若
し
く
は

指
定
市

指
定
市
の

指
定
市

四
条
第
五
項
に
お
い
て

同
じ
。)
の
長

う
市
を
い
う
。
第
九
十

規
定
に
よ
り
管
理
を
行

(第
十
七
条
第
二
項
の

は
指
定
市
以
外
の
市
市

長
、
都
道
府
県
知
事
又

関
係
す
る
指
定
市
の

指
定
市
の
長
が

第
十
七
条
第
一
項

指
定
市
以
外
の
市
の
長

で
あ
る
道
路
管
理
者

若
し
く
は
指
定
市
以
外

の
市

指
定
市
以
外
の
市
の
長

指
定
市
以
外
の
市
の

指
定
市
以
外
の
市

知
事
又
は
指
定
市
の
長

の
市
の
長
、
都
道
府
県

関
係
す
る
指
定
市
以
外

指
定
市
以
外
の
市
の
長

"","~
第
十
七
条
第
二
項

条
第
一
項
、
第
七
十
三

条
第
一
項
並
び
に
第
八

十
五
条
第

第
二
十
条
第
四
項
、
第



第
九
十
四
条
第
五
項

第
五
十
三
条
第
二
項

第
五
十
条
第
四
項

第
四
項
、
第
五
十
三
条

第
二
項

第
五
十
条
第
三
項
及
び

都
道
府
県
で
あ
る

当
該
都
道
府
県

関
係
都
道
府
県

は
指
定
市
以
外
の
市
で

あ
る

指
定
市
、
都
道
府
県
又

当
該
指
定
市

指
定
市
及
び
関
係
邪
道

府
県

都
道
府
県

道
府
県
又
は
指
定
市
で

あ
る

指
定
市
以
外
の
市
、
都

当
該
指
定
市
以
外
の
市

指
定
市
以
外
の
市
及
び

関
係
都
道
府
県

他
の
都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県

一条

第
九
十
六
条
第
三
項

第
九
十
四
条
第
五
項

第
五
十
三
条
第
二
項

第
五
十
三
条
第
二
項
及

び
第
九
十
七
条

第
五
十
条
第
四
項

第
四
項
並
び
に
第
五
十

三
項
第
二
項

第
五
十
条
第
三
項
及
び

第
三
十
一
条
第
四
項

第
三
十
一
条
第
四
項
及

び
第
七
十
四
条

第
七
十
六
条
及
び
第
九

十
六
条
第
二
項

第
二
十
六
条
第

一
項
、

第
十
九
条
の
二
第
二
項

及
び
第
七
十
六
条

及
び
第
五
十
五
条
第
三

項 五
十
四
条
の
二
第
三
項

五
十
四
条
第
三
項
、
第

都
道
府
県
若
し
く
は
都
道
府

県
知
事

都
道
府
県

当
該
都
道
府
県

都
道
府
県
知
事

関
係
都
道
府
県

他
の
都
道
府
県

統
括
す
る
都
道
府
県

都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路

管
理
者

市
町
村

都
道
府
県
知
事
又
は
都
道
府

県 統
轄
す
る
都
道
府
県

指
定
市
若
し
く
は
指
定

市
の
長

は
指
定
市
以
外
の
市

指
定
市
、
都
道
府
県
又

当
該
指
定
市

指
定
市
の
長

指
定
市
及
び
関
係
都
道

府
県

都
道
府
県

統
括
す
る
指
定
市

指
定
市
の
長
で
あ
る
道

路
管
理
者

市

(指
定
市
を
除
く
。)

町
村

指
定
市
の
長
又
は
指
定

市 統
括
す
る
指
定
市

く
は
指
定
市
以
外
の
市

の
長

指
定
市
以
外
の
市
若
し

指
定
市
以
外
の
市
、
都

道
府
県
又
は
指
定
市

当
該
指
定
市
以
外
の
市

指
定
市
以
外
の
市
の
長

指
定
市
以
外
の
市
及
び

関
係
都
道
府
県

都
道
府
県

鱗
話
す
る
指
定
市
以
外

の
市

指
定
市
以
外
の
市
の
長

で
あ
る
道
路
管
理
者

市

(指
定
市
以
外
の
市

を
除
く
。)
町
村

又
は
指
定
市
以
外
の
市

指
定
市
以
外
の
市
の
長

統
括
す
る
指
定
市
以
外

の
市



(建
設
大
臣
の
行
う
工
事
の
告
示
)

第
二
条

建
設
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
国
道

(指
定
区
間
外
の
国
道
に
限
る
。)
の
新
設
若
し
く

は
改
築
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を
都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
市
が
行

っ
て
い
る
区
間
に
係
る
法
第
十
二
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
新
設
若
し
く
は
改
築
若
し
く
は
法
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
間
外
の
国
道
の

災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
道
路
の
路
線
名
、
工
事
の

区
間
、
工
事
の
種
類
及
び
工
事
の
開
始
の
日
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

(略
)

(道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
)

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
~
七

(略
)

八

法
第
三
十
五
条

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
し
、

同
意
す
る
こ
と
o

九
~
十
二

(略
)

十
二
の
二

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
同
条
第
二
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
協
議
し
、
同
意
し
、
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

十
三
~
二
十
四

(略
)

2

(略
)

(道
路
一
体
建
物
に
関
す
る
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
の
意
見
の
聴
取
等
)

第
六
条

(略
)

2

建
設
大
臣
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
道
路
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
の
道
路
管
理
者

が
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
外
に
わ
た
っ
て
道
路
を
管
理
す
る
場
合
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
道
路
を
管

理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
次

に
掲
げ
る
権
限
を
行
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
･
二

(略
)

三

法
第
三
十
五
条

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
同
意
す
る
こ

　
　

四
･
五

(略
)

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
)

(建
設
大
臣
の
行
う
工
事
の
告
示
)

第
二
条

建
設
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
国
道

(指
定
区
間
外
の
国
道
に
限
る
。)
の
新
設
若
し
く

は
改
築
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
市

の
長
が
行
な
っ
て
い
る
区
間
に
係
る
法
第
十
二
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
新
設
若
し
く
は
改
築
若
し
く
は
法
第
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
間

外
の
国
道
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
な
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
道
路
の
路

線
名
、
工
事
の
区
間
間
、
工
事
の
種
類
及
び
工
事
の
開
始
の
日
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

(略
)

(道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
)

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
~
七

(略
)

八

法
第
三
十
五
条

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
す

る
こ
と
。

九
~
十
二

(略
)

十
二
の
二

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
同
条
第
二
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
協
議
し
、
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

十
三
~
二
十
四

(略
)

2

(略
)

(道
路
一
体
建
物
に
関
す
る
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
の
意
見
の
聴
取
等
)

第
六
条

(略
)

2

建
設
大
臣
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
道
路
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
の
道
路
管
理
者

が
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
外
に
わ
た
っ
て
道
路
を
管
理
す
る
場
合
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
道
路
を
管

理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
次

に
掲
げ
る
権
限
を
行
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
･
二

(略
)

三

法
第
三
十
五
条

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
す

る
こ
と
。

四
･
五

(略
)

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
)



第
十
九
条
の
二

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
は
、
別
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
金
額

(第
七
条
第
八

号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
額
並
び
に
道
路
の
交
通
量
等
か
ら
見

込
ま
れ
る
当
該
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
営
業
に
よ
り
通
常
得
ら
れ
る
売
上
収
入
額
に
応
じ
て
建
設
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
勘
案
し
て
占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
年
当
た
り
の
妥
当
な
占
用
の

対
価
と
し
て
算
定
し
た
額
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)
に
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
又
は
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
意
し
た
占
用
の
期
間

(電
線
共
同
溝
に

係
る
占
用
料
に
あ
っ
て
は
、
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
。
以

下

｢電
線
共
同
溝
整
備
法
｣
と
い
う
。)
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

許
可
を
し
、
又
は
電
線
共
同
溝
整
備
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
が
成
立
し
た
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

期
間

(当
該
許
可
又
は
当
該
協
議
に
係
る
電
線
共
同
溝
へ
の
電
線
の
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
が
当
該
許
可
を
し
、

又
は
当
該
協
議
が
成
立
し
た
日
と
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
か
ら
当
該
占
用
す
る
こ
と

が
で
き
る

期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
)。
以
下
こ
の
項
、
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
別
表
の
備
考
第
九
号
に
お
い

て
同
じ
。)
に
相
当
す
る
期
間
を
同
表
占
用
料
の
単
位
の
欄
に
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(そ
の
額
が
百
円
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
円
)
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
占
用
の
期
間
が
翌
年
度
以
降

に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
金
額
に
、
各
年
度
に
お
け
る
占
用
の
期
間
に
相
当
す

る
期
間
を
同
表
占
用
料
の
単
位
の
欄
に
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(そ
の
額
が
百
円
に
満

た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
円
)
の
合
計
額
と
す
る
。

2
･
3

(略
)

4

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
指
定
区
間
の
指
定
の
日
の
前
日
ま
で
に
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県

又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
区
間
の
指
定
の
際
現
に

当
該
指
定
区
間
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
て
い

る
占
用
料
の
額
と
す
る
。

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
方
法
)

第
十
九
条
の
三

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
許
可
を
し
、
又
は
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
意
し
た
占
用
の
期
間
に
係
る
分
を
、
当
該
占
用
の
許
可
又

は
同
意
を
し
た
日

(電
線
共
同
溝
に
係
る
占
用
料
に
あ
っ
て
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
法
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一

項
若
し
く
は
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
又
は
電
線
共
同
溝
整
備
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
協
議
が
成
立
し
た
日

(当
該
許
可
又
は
当
該
協
議
に
係
る
電
線
共
同
溝
へ
の
電
線
の
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日

が
当
該
許
可
を
し
、
又
は
当
該
協
議
が
成
立
し
た
日
と
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
)
か

ら
一
月
以
内
に
納
入
告
知
書

(法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
占
用
料
を
徴
収
す

る
事
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
納
入
通
知
書
)
に
よ
り
一
括
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
占
用
の
期
間
が
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
以
降
の
占
用
料
は
、
毎
年
度
、
当
該
年

度
分
を
四
月
三
十
日
ま
で
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
の
二

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
は
、
別
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
金
額

(第
七
条
第
八

号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
額
並
び
に
道
路
の
交
通
量
等
か
ら
見

込
ま
れ
る
当
該
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
営
業
に
よ
り
通
常
得
ら
れ
る
売
上
収
入
額
に
応
じ
て
建
設
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
勘
案
し
て
占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
年
当
た
り
の
妥
当
な
占
用
の

対
価
と
し
て
算
定
し
た
額
。
以
下
こ
の
頃
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)
に
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
又
は
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
が
成
立
し
た
占
用
の
期
間

(電
線
共

同
溝
に
係
る
占
用
料
に
あ
っ
て
は
、
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(平
成
七
年
法
律
第
三
十
九

号
。
以
下

｢電
線
共
同
溝
整
備
法
｣
と
い
う
。)
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
許
可
を
し
、
又
は
電
線
共
同
溝
整
備
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
が
成
立
し
た
占
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
期
間

(当
該
許
可
又
は
当
該
協
議
に
係
る
電
線
共
同
溝
へ
の
電
線
の
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
が
当
該
許

可
を
し
、
又
は
当
該
協
議
が
成
立
し
た
日
と
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
か
ら
当
該
占
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
)。
以
下
こ
の
頃
、
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
別
表
の
備
考
第
九
号

に
お
い
て
同
じ
。)
に
相
当
す
る
期
間
を
同
表
占
用
料
の
単
位
の
欄
に
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額

(そ
の
額
が
百
円
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
円
)
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
占
用
の
期
間
が
翌
年

度
以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
金
額
に
、
各
年
度
に
お
け
る
占
用
の
期
間
に

相
当
す
る
期
間
を
同
表
占
用
料
の
単
位
の
欄
に
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(そ
の
額
が
百

円
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
円
)
の
合
計
額
と
す
る
。

2
･
3

(略
)

4

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
指
定
区
間
の
指
定
の
日
の
前
日
ま
で
に
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県

知
事
又
は
指
定
市
の
長
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
区
間
の
指
定
の
際
現
に
当
該
指
定
区
間
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
法
第
三
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
て
い
る
占
用
料
の
額
と
す
る
。
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(指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
方
法
)

第
十
九
条
の
三

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
は
、
法
第
三
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
許
可
を
し
、
又
は
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
が
成
立
し
た
占
用
の
期
間
に
係
る
分
を
、
当
該
占
用
の

許
可
を
し
、
又
は
当
該
占
用
の
協
議
が
成
立
し
た
日

(電
線
共
同
溝
に
係
る
占
用
料
に
あ
っ
て
は
、
電
線
共
同
溝

整
備
法
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
又
は
電
線
共
同
溝

整
備
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
が
成
立
し
た
日

(当
該
許
可
又
は
当
該
協
議
に
係
る
電
線
共
同
溝
へ
の

電
線
の
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
が
当
該
許
可
を
し
、
又
は
当
該
協
議
が
成
立
し
た
日
と
異
な
る
場
合
に
は
、
当

該
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
)
か
ら
一
月
以
内
に
納
入
告
知
書

(法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣

が
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
占
用
料
を
徴
収
す
る
権
限
を
行
わ
せ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
納
入
通

知
書
)
に
よ
り
一
括
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
占
用
の
期
間
が
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
場
合

に
お
い
て
は
、
翌
年
度
以
降
の
占
用
料
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
分
を
四
月
三
十
日
ま
で
に
徴
収
す
る
も
の
と
す



(略
)

3

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
指
定
区
間
の
指
定
の
目
の
前
日
ま
で
に
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県

又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
区
間
の
指
定
の
際
現
に
当
該

指
定
区
間
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
て
い
る
占

用
料
の
徴
収
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(占
用
料
の
収
入
の
帰
属
)

第
十
九
条
の
四

法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
占
用
料
は
、
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
国
、

指
定
区
間
外
の
国
道
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
若
し
く
は
指
定
市
以

外
の
市
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の

収
入
と
す
る
。

2

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
管
理
を
行
っ
て
い
る
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
な
る
べ
き
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
法
第

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
目

の
前
日
ま
で
に
国
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
の
収
入
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
収
入
と
な
る
べ
き
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
法
第
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
行
っ
て
い
た
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を
解
除
す
る
目
の

前
日
ま
で
に
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
道

府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

第

一
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
収
入
と
な
る
べ
き
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
当
該
指
定
区
間
の
指
定

の
目
の
前
目
ま
で
に
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

第

一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
な
る
べ
き
国
道
に
係
る
占
用
料

で
、
当
該
国
道
に
係
る
指
定
区
間
の
指
定
の
廃
止
の
日
の
前
日
ま
で
に
国
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
国
の
収
入
と
す
る
。

(負
担
基
本
額
等
の
通
知
)

第
二
十
三
条

(略
)

2

前
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
が
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中

｢都
道
府
県
負
担
額
｣
と
あ
る
の
は
、
｢国
庫
負
担
額
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。

(略
)

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
指
定
区
間
の
指
定
の
日
の
前
日
ま
で
に
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県

知
事
又
は
指
定
市
の
長
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
指
定
区
間
の
指
定
の
際
現
に
当
該
指
定
区
間
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
法
第
三
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
て
い
る
占
用
料
の
徴
収
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(占
用
料
の
収
入
の
帰
属
)

第
十
九
条
の
四

法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
く
占
用
料
は
、
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
国
、

指
定
区
間
外
の
国
道
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
若
し
く
は

指
定
市
以
外
の
市
の
長
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
若
し
く
は
指
定
市
以
外
の
市
、
都
道
府
県
道
又
は
市

町
村
道
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
収
入
と
す
る
。

2

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
指
定
区
間
内
の
国
道
の

管
理
を
行
わ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
管
理
を
行
わ
せ
て
い
る
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収

入
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
な
る
べ
き
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
法
第

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を

行
わ
せ
る
日
の
前
日
ま
で
に
国
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
の
収
入
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
収
入
と
な
る
べ
き
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
法
第
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
て
い
た
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
を
解

除
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
が
統
轄
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
徴
収
す

べ
き
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
収
入
と
な
る
べ
き
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
当
該
指
定
区
間
の
指
定

の
日
の
前
日
ま
で
に
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市

が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
又
は
指

定
市
の
収
入
と
な
る
べ
き
国
道
に
係
る
占
用
料
で
、
当
該
国
道
に
係
る
指
定
区
間
の
指
定
の
廃
止
の
日
の
前
日
ま

で
に
国
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
の
収
入
と
す
る
。

(負
担
基
本
額
等
の
通
知
)

第
二
十
三
条

(略
)

前
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
中

｢都
道
府
県
負
担
額
｣
と
あ
る
の
は
、
｢国
庫
負
担
額
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

蚊



建
設
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
負
担
基
本
額
、
都
道
府
県
負
担
額
、
国
庫
負
担
額
又
は
都
道

府
県
分
担
額
を
変
更
し
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(中
間
検
査
及
び
完
了
認
定
の
申
請
)

第
二
十
五
条

建
設
大
臣
は
、
都
道
府
県
の
行
う
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
中
間
検
査
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
は
、
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
工
事
を
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
建
設
大

臣
に
完
了
の
認
定
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(指
定
市
又
は
指
定
市
以
外
の
市
が
管
理
す
る
場
合
)

第
二
十
六
条

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
市
が
国
道
の
管
理
を
行
う
場
合
又
は
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
以
外
の
市
が
国
道
の
管
理
を

行
う
場
合
の
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項

中

｢都
道
府
県
が
｣
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
が
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
が
｣
と
、
第
二
十
一
条
中

｢都
道
府
県
の
｣
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
の
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
の
｣
と
、
第
二
十
一
条
及
び
第

二
十
三
条
第
一
項
中

｢他
の
都
道
府
県
｣
と
あ
る
の
は

｢都
道
府
県
｣
と
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
中

｢都
道
府
県
負
担
額
｣
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
負
担
額
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
負
担
額
｣
と
、
第
二

十
二
条
及
び
第
二
十
五
条
中

｢都
道
府
県
｣
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
｣
と
、

第
二
十
三
条
第
一
項
中

｢都
道
府
県
に
｣
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
に
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
に
｣

と
、
｢関
係
都
道
府
県
｣
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｢関
係
指
定
市
又
は
都
道
府
県
｣
又
は

｢関
係
指
定
市
以
外
の
市

又
は
都
道
府
県
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(中
間
検
査
及
び
完
了
認
定
の
申
請
)

第
三
十
条

第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
る
工
事
又
は
調
査
の
中
間
検
査

又
は
完
了
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
二
十
五
条
第
二
項
中

｢都
道
府
県
｣
と

あ
る
の
は

｢道
路
管
理
者
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条

(略
)

2
~
5

(略
)

6

道
路
管
理
者
は
、
開
発
道
路
の
維
持
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
施
計
画
に
つ

い
て
、
建
設
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(手
数
料
及
び
延
滞
金
)

第
三
十
七
条

(略
)

建
設
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
負
担
基
本
額
、
都
道
府
県
負
担
額
、
国
庫
負
担
額
又
は
都
道

府
県
分
負
額
を
変
更
し
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(中
間
検
査
及
び
完
了
認
定
の
申
請
)

第
二
十
五
条

建
設
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
の
行
う
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
中
間
検

査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
知
事
は
、
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
工
事
を
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
建

設
大
臣
に
完
了
の
認
定
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(指
定
市
の
長
又
は
指
定
市
以
外
の
市
の
長
が
管
理
す
る
場
合
)

第
二
十
六
条

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
市
の
長
が
国
道
の
管
理
を
行
う
場
合
又
は
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
以
外
の
市
の
長
が
国
道

の
管
理
を
行
う
場
合
の
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
及

び
第
二
十
三
条
第
一
項
中

｢都
道
府
県
｣
と
あ
る
の
は
、
｢他
の
都
道
府
県
｣
と
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
｣
と
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
中

｢都
道
府
県
負
担
額
｣
と
あ
る
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市
負
担
額
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
負
担
額
｣
と
、
第
二
十
三
条
第
一
項
中

｢関
係
都

道
府
県
｣
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

｢関
係
指
定
市
又
は
都
道
府
県
｣
又
は

｢関
係
指
定
市
以
外
の
市
又
は
都
道

府
県
｣
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
中

｢都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

｢指
定
市

の
長
｣
又
は

｢指
定
市
以
外
の
市
の
長
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(中
間
検
査
及
び
完
了
認
定
の
申
請
)

第
三
十
条

第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
る
工
事
又
は
調
査
の
中
間
検
査

又
は
完
了
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
二
十
五
条
第
二
項
中

｢都
道
府
県
知
事
｣

と
あ
る
の
は

｢道
路
管
理
者
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条

(略
)

2
~
5

(略
)

6

道
路
管
理
者
は
、
開
発
道
路
の
維
持
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
施
計
画
に
つ

い
て
、
建
設
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(手
数
料
及
び
延
滞
金
)

第
三
十
七
条

(略
)



3

(略
)

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
指
定
区
間
の
指
定
の
日
の
前
日
ま
で
に
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県

又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
に
係
る
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
指
定
区
間
の
指
定
の
際
現
に
当
該
指
定
区
間
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
法
第
七
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
て
い
る
手
数
料
及
び
延
滞
金
の
例
に
よ
る
。

(法
定
受
託
事
務
か
ら
除
か
れ
る
事
務
)

第
三
十
八
条
の
三

法
第
九
十
七
条
第

一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
第
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び

第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

(事
務
の
区
分
)

第
三
十
八
条
の
四

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
指
定
市
又
は
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
の
同
意
を
得
た
市
が
指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

(第

二
十
三
条
第
二
項

(第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項

及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)
は
、
地
方
自
治
法

(昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
条
第
九
項
第

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
建
設
大
臣
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
建
設

局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定

市
が
行
う
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
…
八

(略
)

九

法
第
三
十
五
条

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
し
、

同
意
す
る
こ
と
o

十
~
十
六

(略
)

十
六
の
二

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
同
条
第
二
項
の
後
段
の

規
定
に
よ
り
協
議
し
、
同
意
し
、
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

十
六
の
三
5
‘
三
十
一

(略
)

2
･
3

(略
)

4

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
指
定
区
間
の
指
定
の
日
の
前
日
ま
で
に
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県

知
事
又
は
指
定
市
の
長
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
に
係
る
手
数
料
及
び
延
滞
金

に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
区
間
の
指
定
の
際
現
に
当
該
指
定
区
間
の
存
す
る

都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
て
い
る
手
数
料
及
び
延
滞
金

の
例
に
よ
る
。

(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
建
設
大
臣
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
建
設

局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は

指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
る
指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
~
八

(略
)

九

法
第
三
十
五
条

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
国
と
協
議
す

る
こ
と
。

十
…
十
六

(略
)

十
六
の
二

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
同
条
第
二
項
の
後
段

の
規
定
に
よ
り
協
議
し
、
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

十
六
の
三
~
-
三
十
一

(略
)

道行セ 2000,4



芦
別
市
は
、
北
海
道
の
中
央
部
、
全
国
の
都
市
の

中
で
四
番
目
に
広
い
面
積
を
持
ち
、
そ
の
九
〇
パ
ー

セ
ン
ト
が
森
林
に
包
ま
れ
澄
ん
だ
空
気
と
美
し
い
星

が
見
ら
れ
る
街
で
す
。

昭
和
五
九
年
一
二
月
一
日
に
は
、
農
林
業
･
鉱
業

な
ど
の
基
幹
産
業
の
再
活
性
化
を
図
る
べ
く
努
力
を

す
る
一
方
、
観
光
開
発
に
よ
る
地
域
活
性
化
を
目
標

に
、
｢星
の
降
る
里
｣
宣
言
を
行
い
、
大
規
模
観
光

開
発

｢星
の
降
る
里
観
光
開
発
事
業
｣
に
着
手
し
、

観
光
の
ま
ち
づ
く
り
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
六
三
年
三
月
に
、
観
光
開
発

を
推
進
す
る
事
業
主
体
で
あ
る
、
｢㈱
星
の
降
る
里

芦
別
｣
が
設
立
さ
れ
、
｢カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ワ
ー
ル
ド

計
画
｣
が
発
表
さ
れ
る
。
ま
た
、
道
外
等
の
誘
致
を

図
る
う
と
、
｢㈱
芦
別
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
｣
が
社
名

を

｢㈱
北
の
京
芦
別
｣
に
変
え
、
平
成
元
年
三

月

三
日
に
八
八
m
の
高
さ
を
誇
る
北
海
道
大
観
音
像
を

案内看板

建
立
し
ま
し
た
。
同
年
三

月
二
二
日
に
は

｢芦
別

温
泉
ス
タ
ー
ラ
イ
ト
ホ
テ
ル
｣
が
オ
ー
プ
ン
致
し
ま

し
た
。

平
成
二
年
七
月
二
九
日
に
は
、
｢カ
ナ
デ
ィ
ア
ン

ワ
ー
ル
ド
｣
が
オ
ー
プ
ン
す
る
な
ど
、
観
光
施
設
が

急
ピ
ッ
チ
で
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

国
道
三
人
号
バ
イ
パ
ス
の
建
設
に
伴
っ
て
整
備
が

進
め
ら
れ
て
き
た
の
が
、
旧
市
立
病
院
跡
地
で
の

｢芦
別
ま
ち
づ
く
り
交
流
プ
ラ
ザ
｣
で
す
。

公
園
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場
の
造
成
、
公
衆

ト
イ
レ

(
一
億
創
成
資
金
)
の
建
設
、
平
成
四
年
一

シ リ ーズき

『週の駅』

｢道の駅スタ- プラザ芦別｣

に つ い て (北海道)

道の駅ス夕- プラザ芦別課長 植村 整三



○
月
二
四
日
に
、
市
民
及
び
観
光
客
に
地
場
産
業
の

農
畜
産
物
･
林
産
物
等
を
販
売
･
提
供
す
る
総
合
施

設
と
し
て
、
｢芦
別
市
観
光
物
産
セ
ン
タ
ー
｣
と
し

て
オ
ー
プ
ン
し
、
隣
接
し
星
の
降
る
里
百
年
記
念
館

も
建
設
さ
れ
、
こ
の
一
連
の
施
設
が
、
平
成
五
年
四

月
二
二
日
に
建
設
省
の

｢道
の
駅
｣
に
登
録
さ
れ
、

名
称
も

｢ス
タ
ー
プ
ラ
ザ
芦
別
｣
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
年
、
道
の
駅
は
、
長
距
離
交
通
や
観
光
な
ど

で
の
ド
ラ
イ
バ
ー
が
、
快
適
に
休
憩
で
き
、
二
四
時

間
ト
イ
レ
も
利
用
で
き
、
ま
た
、
地
域
の
産
業
、
観

光
情
報
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
と
提
唱
し
た
も
の
で
、

全
国
で
一
〇
三
ヵ
所
、
道
内
で
は
一
四
ヵ
所
が
登
録

さ
れ
ま
し
た
。

｢道
の
駅
ス
タ
ー
プ
ラ
ザ
芦
別
｣
は
、
車
で
滝
川
、

赤
平
方
面
か
ら
国
道
三
人
号
を
芦
別
に
向
か
い
、
市

街
中
心
部
近
く
で
国
道
か
ら
左
手
の
市
道
環
状
通
り

に
入
り
、
そ
こ
か
ら
三
〇
0
m
左
奥
、
空
知
川
対
岸

に
レ
ジ
ャ
ー
施
設

｢北
の
京
芦
別
｣
の
大
観
音
が
見

え
て
き
ま
す
。
そ
の
対
岸
一
帯
が

｢道
の
駅
ス
タ
ー

プ
ラ
ザ
芦
別
｣
で
す
。
駐
車
場
は
、
大
型
バ
ス
一
〇

台
、
乗
用
車
七
五
台
が
収
容
可
能
。
芦
別
市
観
光
物

産
セ
ン
タ
ー
二
階
レ
ス
ト
ラ
ン

｢
ラ

･
フ
ル
ー
ル
｣

か
ら
は
、
芦
別
の
自
然
と

｢北
の
京
芦
別
｣
が
一
望

で
き
ま
す
。

ま
た
、
現
在
、
｢
ス
タ
ー
プ
ラ
ザ
芦
別
｣
の
す
ぐ

横
に
空
知
川
を
ま
た
ぐ
仮
称

｢星
の
降
る
里
大
橋
｣

も
建
設
中
で
、
市
街
地
か
ら
国
道
四
五
二
号
に
つ
な

が
り
、
｢北
の
京
芦
別
｣
や

｢芦
別
温
泉
ス
タ
ー
ラ

イ
ト
ホ
テ
ル
｣

･
｢カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
公
園
｣
な
ど
観

光
中
心
ゾ
ー
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
役
割
を
担
い
、
札

幌
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
橋
の
よ
う
な
美
し
い
斜
張
橋
で
芦

別
の
シ
ン
ボ
ル
橋
に
な
り
そ
う
で
今
か
ら
完
成
が
待

た
れ
ま
す
。
(平
成
一
三
年
完
成
予
定
)

今
後
共
、
｢道
の
駅
｣
の
利
用
促
進
と
利
便
性
の

向
上
を
図
り
、
安
全
で
快
適
な
道
路
交
通
環
境
の
形

成
と
地
域
振
興
に
寄
与
す
る
た
め
、
｢道
の
駅
｣
に

併
設
す
る
駐
車
場
の
適
切
な
維
持
管
理
を
行
っ
て
参

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

‐酒テタヰふ りnnn“ ワマ

673.40m 2、
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『道
の
駅
し
も
つ
ま
』
は
、
茨
城
県
県
西
の
国
道

二
九
四
号
沿
い
に
あ
り
、
東
に
は
小
貝
川
、
西
に
は

鬼
怒
川
が
流
れ
、
筑
波
山
を
望
む
水
と
緑
に
恵
ま
れ

た
自
然
豊
か
な
地
に
、
茨
城
県
で
は
六
番
目
の
駅
と

し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

国
道
二
九
四
号
は
、
常
磐
自
動
車
道
の
谷
和
原
イ

ン
タ
ー
と
下
館
、
真
岡
の
工
業
団
地
と
を
結
ぶ
主
要

な
幹
線
道
路
で
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
を
主
に
、
一
日
約

二
万
台
の
車
両
が
通
行
し
て
お
り
ま
す
。
既
に
栃
木

県
二
宮
町
に
｢道
の
駅
に
の
み
や
｣
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
こ
か
ら
常
磐
道
ま
で
休
憩
箇
所
が
無
か
っ
た
為
、

各
方
面
か
ら
設
置
へ
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。平

成
六
年
七
月
に

｢道
の
駅
｣
設
置
検
討
会
が
組

織
さ
れ
、
場
所
の
選
定
、
規
模
、
運
営
方
法
等
の
検

討
を
始
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
平
成
九
年
度
に
着
工

し
平
成
三

年
度
に
完
成
、
九
月
二
日
に
開
業
し
ま

し
た
。

こ
の
国
道
二
九
四
号
が
い
か
に
産
業
道
路
で
あ
る

か
は
、
駐
車
場
の
中
の
大
型
車
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が

五
一
台
も
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
ご
理

解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
平
日
は
こ
の
ス
ペ
ー

ス
が
ほ
と
ん
ど
空
く
こ
と
な
く
利
用
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
た
だ
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
上
り
車
線
は
左

折
で
進
入
が
出
来
問
題
は
な
い
の
で
す
が
、
下
り
車

線
を
通
行
し
て
き
た
車
両
が
進
入
す
る
際
、
信
号
待

ち
で
右
折
信
号
表
示
が
な
い
た
め
、
対
向
車
線
の
直

進
車
、
後
続
車
と
の
気
配
り
に
神
経
を
使
っ
て
お
ら

れ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
せ
い
か
下
り
車
線
の
ご
利
用

が
少
な
い
よ
う
で
す
。

普
通
車
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
は
五
人
台
で
少
な
目
で

す
が
、
土
曜
、
日
曜
は
大
型
車
が
ほ
と
ん
ど
無
い
の

で
、
そ
こ
を
普
通
車
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
な
お
、
観
光
バ
ス
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
は
い
つ
も

五
台
分
空
け
て
お
り
ま
す
。

身
障
者
対
応
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
一
台
し
か
な
い

の
で
少
な
い
と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
走
行
中
の
ド
ラ
イ
バ
ー
が
、
道
の
駅
が
あ
る
と

気
づ
い
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

｢案
内
看
板
｣
は
県

の
方
で
随
所
に
つ
け
て
い
た
だ
い
て
ま
す
が
、
当
社

で
も
路
肩
に
三
本
づ
つ
計
六
本
の
目
立
つ
看
板
を
立

て
ま
し
た
。
ま
た
、
駐
車
場
の
最
も
道
路
に
近
い
広

場
に

｢道
の
駅
し
も
つ
ま
｣
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
が
ま
も
な
く
建
立
さ
れ
ま
す
。

開
店
し
て
半
年
以
上
経
過
し
て
懸
念
さ
れ
る
の

は
、
夕
方
に
な
る
と
利
用
さ
れ
る
お
客
様
が
ぐ
ん
と

減
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
か
も

し
れ
な
い
の
で
す
が
、
回
り
が
田
園
地
帯
で
目
立
た

な
い
の
で
、
建
物
に
ネ
オ
ン
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る

の
か
悩
ん
で
い
ま
す
。

駐
車
場
、
ト
イ
レ
を
始
め
館
内
外
の
清
掃
は
、
五

名
の
係
員
が
塵
一
つ
無
い
よ
う
、
朝
は
六
時
か
ら
夜

道の駅しもっま駅長 門井 常人

シ リ ースぐ

『週⑭駅』

国道 294号の憩いのオアシス

道の駅しもつま (茨城県)



は
八
時
ま
で
交
代
で
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
今
年
の
一

月
か
ら
休
館
日
を
無
く
し
た
の
で
、
い
つ
ご
来
館
さ

れ
て
も
綺
麗
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

情
報
提
供
は
、
総
合
案
内
所
に
お
い
て
四
分
割
の

出
来
る
マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ
ン
で
テ
レ
ビ
や
文
字
放
送
の

ニ
ュ
ー
ス
、
天
気
予
報
、
道
路
情
報
、
ス
ポ
ー
ツ
等

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
利
用
者
リ
ク
エ
ス
ト
端
末
装
置
で
は
地
元
の
情

報
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
道
路
情
報
表
示
装
置

に
お
い
て
は
、
道
路
規
制
情
報
が
ご
覧
い
た
だ
け
ま道の駅しもつま全景

す
。総

合
案
内
所
に
は
、
近
隣
の
諸
施
設
な
ど
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
や
、
催
し
物
の
ポ
ス
タ
ー
等
の
ご
案
内
も

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
道
の
駅
か
ら

少
し
足
を
伸
ば
し
た
い
方
に
は
お
役
に
た
て
る
と
思

い
ま
す
。
情
報
提
供
と
い
う
点
で
は
、
館
内
に
も
下

妻
市
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
も
ご
ざ
い

ま
す
。
車
で
一
五
分
ほ
ど
の
所
に
、
し
も
つ
ま
温
泉

が
あ
る

｢ビ
ア
ス
パ
ー
ク
し
も
つ
ま
｣
と
い
う
観
光

施
設
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
の
宣
伝
が
主
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

本
館
は
三
階
建
で
、
二
階
は
会
議
室
と
ア
ー
ト
ギ

ャ
ラ
リ
ー
の
二
部
屋
で
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
地
元
の

小
学
校
七
校
と
中
学
校
二
校
の
作
品
を
一
カ
月
毎
に

展
示
し
て
い
ま
す
。
三
階
は
展
望
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
三
六
〇
度
の
展
望
が
出
来
、
筑
波

山
全
景
が
手
に
取
る
よ
う
に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

一
階
は
、
ラ
ー
メ
ン
や
も
つ
煮
込
み
定
食
等
が
食

べ
ら
れ
る
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
店
、
朝
六
時
か
ら
夜

中
の
一
一
時
ま
で
営
業
し
て
お
り
ま
す
。
ト
ラ
ッ
ク

の
ド
ラ
イ
バ
ー
さ
ん
お
馴
染
み
の
店
に
な
っ
て
い
ま

す
。
お
み
や
げ
品
売
場
の
物
産
コ
ー
ナ
ー
を
挟
ん
で
、

ゆ
っ
く
り
お
食
事
を
楽
し
み
た
い
方
や
団
体
の
お
客

様
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
一
○
○
席
の
レ
ス
ト
ラ
ン

が
あ
り
ま
す
。

本
館
を
出
る
と
別
棟
が
二
ヵ
所
、
そ
ば
や
の

｢め

い
じ
ん
亭
｣
と
農
産
物
直
売
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
ば

や
の
裏
側
は
納
豆
製
造
工
場
と
漬
け
物
工
場
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

そ
ば
の
手
打
ち
は
、
地
元
の
有
志
五
人
が
毎
日
店

頭
で
打
っ
て
お
り
ま
す
。大
変
お
い
し
い
と
好
評
で
、

昼
時
は
お
客
様
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
一
般
の
方
を
募

っ
て
月
二
回
そ
ば
打
ち
体
験
教
室
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
毎
回
定
員
二
〇
人
を
超
え
る
盛
況
で
す
。

納
豆
も
地
元
産
の
大
豆
を
使
用
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
安
全
な
食
品
と
お
い
し
さ
で
人
気
を
呼
ん
で
お

り
ま
す
。
地
元
の
ス
ー
パ
ー
の
売
場
や
学
校
給
食
へ

と
販
路
を
拡
げ
て
い
ま
す
。

直
売
所
で
は
、
地
元
の
農
家
八
〇
軒
で
結
成
さ
れ

た
出
荷
組
合
の
採
れ
た
て
の
青
果
物
を
販
売
し
て
お

り
ま
す
。
価
格
は
各
農
家
に
任
せ
て
お
り
ま
す
が
安

く
て
新
鮮
な
の
で
、
日
曜
日
等
は
直
ぐ
売
れ
て
し
ま

う
の
で
途
中
で
補
充
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

三
月
五
日
の
日
曜
日
に
は
、
は
じ
め
て
の
イ
ベ
ン

ト
と
し
て

｢と
ん
汁
ま
つ
り
｣
を
開
催
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
用
意
し
た
一
、
0
0
0
食
が
三
時
間
程
で
無

く
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
も
っ
と
楽
し
め
る
場
所
に

な
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

国
道
二
九
四
号
を
ご
利
用
す
る
数
多
く
の
ド
ラ
イ

バ
ー
さ
ん
が
、
｢道
の
駅
し
も
つ
ま
｣
に
魅
力
を
感

じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
努
力
し
て
い
く
所
存
で
す
。

幻当ナタネJブ リハnハイ
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月
･日

世
界

の
動
き

○
中
国
政
府
が
、
｢
一
つ
の
中
国
の
原
則
と
台
湾
問
題
｣
と
題
す

る
白
書
を
発
表
。
武
力
行
使
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

①
台
湾
が
中
国
か
ら
独
立
し
よ
う
と
し
た
場
合
②
外
国
が
台
湾
を

占
領
し
た
場
合
-
の
ほ
か
に
、
台
湾
当
局
が
交
渉
を
通
じ
た
統
一

問
題
の
平
和
的
解
決
を
無
期
限
に
拒
絶
し
た
場
合
を
付
け
加
え

た
。

○
米
国
の
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
･
エ
ン
デ
バ
ー
が
ケ
ネ
デ
ィ
宇
宙

セ
ン
タ
ー
に
帰
還
。
飛
行
時
間
は
一
一
日
間
と
約
五
時
間
四
〇
分

で
地
球
を
、
一
八
一
周
し
た
。
日
本
か
ら
は
毛
利
衛
さ
ん

(五
二
)

が
乗
り
組
ん
だ
。

○
米
商
務
省
の
一
九
九
九
年
の
国
際
収
支
統
計

(速
報
)
に
よ
る

と
、
経
常
赤
字
は
前
年
比
五
三
･
七
%
増
の
三
、
三
八
九
億
一
、

八
〇
〇
万
ド
ル
で
、
過
去
最
高
の
前
年
に
続
き
、
三
年
連
続
で
最

高
記
録
を
更
新
し
た
。

○
台
湾
の
総
統
選
挙
で
野
党
の
民
主
進
歩
党

(民
進
党
)
の
陳
水

扇
･
前
台
北
市
長

(四
九
)
が
初
当
選
。

事

項

銘鯰
月
.日

国
内

の
動
き

0
金
融
再
生
委
員
会
の
越
智
通
雄
委
員
長
が
、
金
融
機
関
に
対
す

る
検
査
に
配
慮
す
る
と
発
言
し
た
責
任
を
と
っ
て
辞
任
し
た
。
後

任
は
自
民
党
の
谷
垣
禎
一
元
科
学
技
術
庁
長
官
。

○
国
家
公
安
委
員
会

(委
員
長

保
利
耕
輔
自
治
相
)
が
田
中
節

夫
警
察
長
官
を
減
給
百
分
の
五

(
一
カ
月
)
と
す
る
懲
戒
処
分
を

決
め
た
、
新
潟
県
柏
崎
市
の
女
性
長
期
監
禁
事
件
で
の
警
察
不
祥

事
で
、
中
田
好
昭
･
前
関
東
管
区
警
察
局
長

(辞
職
)
に
対
す
る

監
督
責
任
を
問
わ
れ
た
。

○
東
京
都
目
黒
区
目
黒
の
営
団
地
下
鉄
日
比
谷
線
の
中
目
黒
駅
付

近
で
、
下
り
電
車
の
最
後
尾
車
輛
が
脱
線
し
、
上
り
電
車
と
衝
突
。

五
人
が
死
亡
。
三
五
人
が
負
傷
。

○
経
済
企
画
庁
の
一
九
九
九
年
一
〇
月
~
一
二
月
期
の
国
民
所
得

統
計
速
報
に
よ
る
と
、
国
内
総
生
産

(G
D
P
、
季
節
調
整
値
)

は
前
期

(同
七
~
九
月
)
に
比
べ
て
一
･
四
%
、
年
率
換
算
で

五
･
五
%
の
減
少
。
こ
れ
で
マ
イ
ナ
ス
成
長
は
二
期
連
続
。

○
政
府
の
二
〇
〇
〇
年
度
予
算
が
参
院
本
会
議
で
可
決
成
立
。
一

般
会
計
の
総
額
は
八
四
兆
九
、
八
七

一
億
円
。
前
年
度
比
三
･

八
%
増
。

○
警
視
庁
は
ヨ
ル
ダ
ン
な
ど
を
経
由
し
て
ロ
シ
ア
の
ア
エ
ロ
フ
ロ

ー
ト
機
で
成
田
空
港
に
到
着
し
た
日
本
赤
軍
の
足
立
正
生

企
ハ
○
)

ら
三
容
疑
者
を
機
内
で
逮
捕
、
一
人
を
東
京
拘
置
所
に
収
監
し
た
。

四
人
は
レ
バ
ノ
ン
で
の
刑
期
を
終
え
、
国
外
追
放
と
な
っ
た
。

事

項

“ 月
.日

道
路
行
政

の
動

き

○
三
浦
縦
貫
道
路
一
期
区
間

(衣
笠
I
C
~
横
須
賀
市
林
五
丁
目
)

延
長
約
五
如

(有
料
道
路
区
間
四
･
七
如
)
が
供
用
開
始
。

○
東
九
州
自
動
車
道
国
分
I
C

(鹿
児
島
県
国
分
市
大
字
大
井
)

'
隼
人
東
I
C

(同
県
隼
人
町
住
吉
)
の
約
四
･
八
期
が
開
通
。

○
徳
島
自
動
車
道
井
川
池
田
I
C
…
川
之
江
東
J
T
C
間
二
一
･

五
蛔
が
供
用
開
始
。
今
回
の
開
通
に
よ
り
徳
島
自
動
車
道
九
五
･

三
如
は
全
線
開
通
と
な
っ
た
。

○
一
般
国
道
三
二
号

香
川
県
国
分
町
福
家
-
綾
南
町
陶

(四
･

三
皿
)
の
四
車
線
化
が
完
成
、
供
用
開
始
。

○
北
関
東
自
動
車
道
友
部
J
T
C

(茨
城
県
友
部
町
随
分
附
)
~

水
戸
南
I
C

(水
戸
市
元
石
川
町
千
束
)
ま
で
の
四
車
線
化

一

四
･
三
蹴
が
開
通
。

○
警
察
庁
と
建
設
省
は
共
同
で
、
安
全
な
道
路
交
通
環
境
の
整
備

を
よ
り
効
果
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め

｢安
全
な
道
路
交
通
環
境

の
整
備
に
関
す
る
推
進
方
針
｣
を
策
定
し
、
各
部
道
府
県
警
察
及

び
各
道
路
管
理
者
に
通
知
し
た
。

事

項

@

醐

9
醐

o
崗
o
問
o
隔
o
醇
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め
渉
珍
妙

道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
は
一
九
九
〇
年
の
四
月
に
創
刊

号
が
発
刊
さ
れ
、
先
月
号
で
丁
度
一
〇
年
を
経
た
こ
と

と
な
り
ま
す
。
こ
の
編
集
後
記
も
そ
の
間
道
路
広
報
セ

ン
タ
ー
の
前
副
会
長
が
、
｢易
の
話
｣
を
中
心
と
し
て

執
筆
し
て
お
り
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
各
方

面
か
ら
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の

た
び
こ
れ
を
ま
と
め
、
｢易
学
点
描
｣
と
し
て
発
刊
す

る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
関
心
を
お
持
ち
の
方

は
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、平
成
三
一年
度
は
二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
、

ま
た
、
来
年
一
月
に
は
省
庁
再
編
が
予
定
さ
れ
る
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
節
目
と
な
る
年
度
で
あ
り
ま
す

が
、
道
路
行
政
に
お
い
て
も
二
一
世
紀
の
暮
ら
し
を
支

え
る
道
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
道
路
の
情
報
化
、
安
全
か

つ
快
適
な
道
路
空
間
の
確
保
、
環
境
問
題
へ
の
対
応
等

様
々
な
施
策
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
道
路
行
政
セ
ミ

ナ
ー
に
お
い
て
も
そ
の
時
々
の
最
新
の
情
報
を
お
届
け

す
べ
く
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
新
聞
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
厚

生
省
で
は
昨
今
特
に
増
え
つ
つ
あ
る
糖
尿
病
等
の
い
わ

ゆ
る
生
活
習
慣
病
の
予
防
等
の
た
め
、
歩
く
こ
と
を
奨

励
す
る
運
動
を
進
め
る
よ
う
各
都
道
府
県
に
通
達
し
た
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
わ
が
国
の

成
人
男
子
の
一
日
の
平
均
歩
行
数
は
八
、
二
〇
二
歩
、
女
子

は
七
、
二
人
二
歩
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
千
歩
づ
つ
増
や

す
よ
う
に
す
る
と
の
こ
と
で
す
。
今
後
健
康
の
た
め
意
識
し

て
歩
く
人
が
増
え
れ
ば
必
然
的
に
歩
行
者
の
た
め
の
道
路
の

あ
り
方
が
注
目
さ
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
道
路
政
策
の

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
も
安
全
で
快
適
な
歩
行
空

間
の
確
保
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
道
路
利
用
者
の
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
も
道
路
の
整
備
と

あ
い
ま
っ
て
そ
の
向
上
が
望
ま
れ
ま
す
。
休
日
な
ど
に
わ
が

家
の
老
犬
を
つ
れ
て
散
歩
を
し
て
い
る
と
き
な
ど
幼
児
や
お

年
寄
り
が
歩
い
て
い
る
歩
道
を
自
転
車
で
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走

る
若
者
、
ま
た
、
た
ば
こ
の
吸
殻
の
投
げ
捨
て
、
特
に
駅
周

辺
の
路
上
は
吸
殻
が
散
乱
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
都
内
の
地

下
鉄
で
も
同
様
で
す
。
公
募
さ
れ
て
い
る
道
路
標
語
に
も
こ

の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
の
標
語
が
目
に
つ
き
ま
す
。
少
数

の
八
の
心
な
い
行
為
で
快
適
な
歩
行
が
妨
げ
ら
れ
る
の
は
残

念
な
こ
と
で
す
。

道
路
広
報
セ
ン
タ
ー
で
は
従
来
か
ら
毎
年

｢道
路
を
広
く

美
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
｣
を
広
報
の
柱
と
し
て
呼
び
か
け
て

ま
い
り
ま
し
た
。
今
年
も
健
康
の
た
め
で
き
る
だ
け
歩
く
こ

と
を
心
掛
け
、
ま
た
、
｢道
路
を
広
く
美
し
く
｣
を
願
い
な

が
ら
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
年
度
も
よ
ろ
し
く
ご
支
援

の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

(U
)
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